
a、
O
地
方
自
治
法
施
行
規
則

沿
革昭

和
二
二
年
一
二
月
二
九
日
り
外
内
務
行
令
姉

附
ニ
り
〔
知
一
次
改
疋
〕

附
卯
二
三
年
じ
月
三
一
日

η外
総
削
川
内
げ
令
筋

川
ム
ハ
リ
〔
第
三
次
改
正
〕

間
側
二
四
年
一
一
一
月
二
問
け
総
剛
山
山
川
A
H
m
則
二
パ

川
げ
〔
第
三
次
改
正
〕

問
側
二
四
年
二
一
川
口
一
六
日
総
則
的
令
知
二
九

川
げ
〔
第
四
次
改
正
〕

附
初
二
万
年
五
月
一
日

η外
総

m附
令
第

一
間
H
V

〔
第
五
次
改
正
〕

附
仰
二
一
九
年
五
川
凹
H
Hり
外
総
即
．
附
令
治

一
六
け
げ
〔
第
六
次
改
正
〕

附
仰
二
一
札
年
八
月
二
五
日
総
剛
山
山
川
A
H
m
一一九

川
げ
〔
郊
じ
次
改
正
〕

附
制
ニ
六
年
五
月
一
六
日
総
則
的
令
第
二

O

日
〔
約
八
次
改
正
〕

附
利
二
七
年
八
月
一
九
日
総
開
府
令
第
五
八

H

り
〔
第
九
次
改
正
〕

附
利
二
じ
年
九
川
一
日
総
則
的
令
第
六
問

り
〔
地
方
自
治
法
施
行
川
市
川
匂
の
一
郎
を
改

正
す
る
総

m．
山
川
令
一
条
に
よ
る
改
正
〕

間
利
二
九
年
六
月
二
五
日
H
U
外
総
m
H．
山
川
令
姉

三
七
円
リ
〔
第
一

O
次
改
正
〕

昭
和
三

O
年
一
二
月
二
三
日
総
閉
山
府
令
第
六
三

ひ
〔
惜
別
｝
一
次
改
正
〕

間
印
刷
三
一
年
五
月
八
日
総
即
，
山
川
A
H
第
三
三

川
げ
〔
知
一
一
一
次
改
正
〕

第
四
編

地
方
制
度

第
二
車

「
附
和
二
十
二
年
五
月
三
日
号
外
」

「
内
務
省
令
第
二
十
九
サ
」

m
M
刊
三
一
年
二
一
月
六
日
総
剛
山
附
A
A
H
m
八
九

け
げ
〔
第
一
三
次
改
正
〕

m
m
側
三
三
年
三
月
－
一
日
総
仰
．
山
m
A
H
第
一
一

H

り
〔
郊
一
問
次
改
正
〕

附
仰
ゴ
一
一
－
一
年
五
月
三
一
日
総
則
的
へ
H

m
川ムハ

り
〔
刻
一

κ次
改
正
〕

間
利
一
一
一
六
年
間
川
コ
一
O
U
H
り
外
自
治
小
H
A
M
m

九
H
V

〔地
h
M
悦
法
胞
行
川
市
川
の
一
郎
会
改
正

する山中
H
A
H
附
則
五
瓜
に
よ
る
改
正
〕

開
制
コ
一
七
年
九
月
二
九
日
な
外
自
治
行
A
n
m

一
一
一
号
〔
行
政
不
服
申
川
流
法
及
び
行
政
不
服

y
dド
E
£
η
泊
予
ご
下
－

Jmゑ
友

H
り
司
H
m
v
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に
閲
す
る
法
仰
の
施
行
に
伴
う
問
係
行
人
”
の

伐
即
．
に
聞
す
る
行
令
一
条
に
よ
る
改
正
〕

問
削
一
一
一
八
年
間
川
一

H

U
外
自
治
行
令
指

一
二
り
〔
地
方
税
法
施
行
川
府
川
の
一
郎
を
改

正
す
る
何
人
H
附
則
一
－
一
瓜
に
よ
る
改
正
〕

問
削
三
八
年
九
月
四
日
自
治
行
令
第
二
六

川
り
〔
第
一
六
次
改
正
〕

的
側
三
八
年
一
二
月
二
七
日
自
治
行
令
第
一
ニ

a

札

け
〔
約
一
じ
次
改
正
〕

附
卯
問
O
年
五
月
一
o

n
自
治
行
令
指
一
五

り
〔
治
｝
八
次
改
正
〕

印
刷
問
一
年
二
川
一
五
日
自
治
行
A
H
泊
二
乃

〔行

umガ
ス
巾
附
与
税
法
路
行
規
則
附
則
三
副
引

に
よ
る
改
正
〕

開
制
四
一
年
五
月
三
O
日
号
外
自
治
行
令
第

一
一
日
〔
地
方
税
法
随
行
規
則
の
一
部
企
改
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地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

間
利
問
－
年
仁
川
五
日
自
治
省
A
M
m
m
一
間

H
V

〔
地
方
公
営
合
業
法
路
行
渋
川
の
一
部
合

改
正
す
る
省
令
附
則
問
川
引
に
よ
る
改
正
〕

附
制
問
一
年
八
月
一
じ
日
自
治
中
日
A
川
知
－
九

り
〔
公
応
巡
挙
法
随
行
問
川
の
一
部
合
は
正

す
る
中
日
A
H
附
川
二
刷
に
よ
る
改
正
〕

間
制
問
一
二
年
一
三
川
一
日
自
治
小
川
A
M
m
一一二

り
〔
第
一
九
次
改
正
〕

間
利
四
四
年
四
月
一
間
口
自
治
行
A
M
m
一
O

H

げ
〔
第
二

O
次
改
正
〕

的
制
間
四
年
一
二
月
五
日
自
治
行
A
H
第
三
一
一

H
V

〔
第
一
二
次
改
正
〕

問
初
刊
六
年
一
川
二
三
日
自
治
小
H
A
H
筋
立
げ

〔
公
臓
巡
時
下
法
路
行
川
成
問
の
一
部
を
改
正
す

る中日
A
H
附
則
三
川
引
に
よ
る
は
・
化
〕

印
刷
内
六
年
じ
月
五
日
自
治
的
A
H
銃一一一一

り
〔
山
H
動
市
中
川
以
前
同
hhT
税
法
的
川
三
川
に
よ

る
改
正
〕

間
何
回
六
年
九
月
八
日
自
治
行
令
刻
一
八

り
〔
筋
二
二
次
改
正
〕

山
川
州
問
七
年
九
月
一
二
O
H
H
V
外
自
治
中
H
A
H
筋

二
六
円
り
〔
航
内
ム
機
燃
料
ぷ
与
税
法
飽
行
川
m
川

附
則
二
川
引
に
よ
ろ
改
正
〕

間
仰
向
八
年
六
月
コ
一
o
n
H
U
外
自
治
中
H
A
H
m

一
・
じ
り
〔
地
方
税
法
施
行
烈
則
の
一
却
を
改

正
す
る
お
A
H
附
則
凹
．
取
に
よ
る
改
正
〕

昭
和
問
四
九
年
三
月
一
一
一
O

H

号
外
自
治
省
令
筑

九
円
げ
〔
地
方
税
法
他
行
川
店
則
の
一
郎
ル
』
改
正

hl
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問
削
仰
向
九
年
一

O
M
一
七
日
自
治
中
日
へ
H
節
三
じ

け
〔
知
二
三
次
改
正
〕

問
削
－
h

O
年
三
川
六
日
向
日
前
中
日
A
H
M
山
一
口

〔
第
二
四
次
改
正
〕

間
利
五

O
年
九
月
二

O
日
自
治
省
令
第
二
ハ

む
〔
第
二
五
次
改
正
〕

間
利
五
－
年
三
月
三
－

H
自
治
行
令
市
川
八
り

〔
第
二
六
次
改
正
〕

‘可
〔
現
行
法
則
五
六
九
〕
①
川

問
削
ak
一
年
八
川
一
七
日
自
治
行
A
H
m
二－
h

H
V

〔
地
方
辺
路
市
凶
与
税
法
路
行
川
四
川
匂
の
一

部
を
改
正
す
る
お
A
H
三
条
に
よ
る
改
・
止
〕

附
削
－
h
附
年
一
一
一
日
川
一
一
二
日
り
外
自
治
中
H
A
M
m

八
り
〔
地
方
脱
出
似
随
行
山
川
の
一
部
金
改
正

す
る
小
H
A
H
附
川
六
’
d

別
に
よ
る
改
正
〕

問
削
－
h
問
年
三
川
一
一
一
一
一
日
り
外
山
以
川
中
H
A
H
m

九
H
U

〔航山市五出川
m
M
n
m
与
税
淡
路
行
川
悦
川
の

一
郎
会
改
正
す
る
行
A
H
附
川
三
川
引
に
よ
る
改

正〕
附
仰
－
h
じ
Mm・
九
月
一
六
日
自
治
中
日
A
H
第
三

O

け
げ
〔
第
二
七
次
改
正
〕

附加刊・
h
九
年
八
月
一
七
日
山
治
小
口
へ
M
m
引
・
二

り
〔
治
二
八
次
改
正
〕

附
仰
六

O
年
八
月
二
二
日
自
治
的
へ
H

治一一一一

い
り
〔
約
二
九
次
改
正
〕

附
仰
心
ハ
一
年
一
川
一
一
八
日
自
治
行
へ
M

m
一
げ

〔
第
三

O
次
改
正
〕

問
初
ム
ハ
一
年
五
月
一
二

O
日
山
口
治
行
令
知
一
二

り
〔
第
一

J

二
次
改
正
〕

問
削
h

川
二
年
三
バ
コ
一
日
自
治
行
A
H
第
一
二
り

〔
公
瓜
巡
陛
下
泌
総
行
別
則
の
一
叫
合
改
正
す

ら小
H
～
日
附
則
五
川
引
に
よ
る
伐
正
〕

問
削
h

ハ
二
年
一
二
川
二
八
日
り
外
自
治
中
日
へ
M
m
山

一
一
一
七
ワ
〔
地
方
税
法
路
行
川
出
川
の
一
叩
仰
を
改

正
す
る
行
人
H
附
川
六
条
に
よ
る
改
正
〕

間
川
和
刊
ム
ハ
一
二
年
一
一
一
月
三

O
日
り
外
自
治
行
令
筑

三
七
H
V

〔
地
方
役
法
路
行
川
脱
則
の
一
部
を
改

正
す
る
行
令
附
則
問
糸
に
よ
る
改
正
〕

平
成
元
年
三
一
月
一
日
二
日
り
外
自
治
中
日
A
H
m

一
一
一
り
〔
第
三
二
次
改
正
〕

M
r
成
二
年
二
月
一
一
一
日
自
治
小
H
h
H
m
m
ニ
ワ

〔
お
・
ニ
コ
一
次
改
正
〕

平
成
二
年
一
二
月
二
六
日
り
外
自
治
行
A
H
m

一三二
H
V

〔
第
三
閥
次
改
正
〕

平

成

三

年

三

月

三

O
日
号
外
自
治
行
A
H
畑山

九
H
V

〔
治
方
税
法
他
行
規
則
の
一
日
仰
を
改
正

す
る
行
人
目
的
則
じ
条
に
よ
る
改
正
〕

五



第
四
編

地
方
制
度

第
二
行
中

平
成
三
年
四
月
二
日
号
外
自
治
省
令
第

一
一
号
〔
第
三
五
次
改
正
〕

平
成
三
年
一
二
月
二
四
日
り
外
自
治
行
A
H
筋

一二

O
U
〔
第
三
六
次
改
正
〕

平
成
六
年
七
月
八
日
自
治
行
令
第
二
八

号
〔
第
三
七
次
改
正
〕

平
成
六
年
一
一
月
二
五
日
号
外
自
治
劣
令
第

四
一
円
ソ
〔
公
脱
退
陛
下
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
符
令
附
則
六
瓜
に
よ
る
改
正
〕

平
成
七
年
六
月
二

O
Nり
外
自
治
行
h
H
m

一
一
－
り
〔
第
三
八
次
改
正
〕

平
成
七
年
一
二
月
二

O
n口
外
自
治
行
A
H
郊

三
六
号
〔
公
総
選
挙
法
施
行
縦
川
の
一
部
を

改
正
す
る
行
令
附
則
三
瓜
に
よ
る
改
正
〕

平
成
九
年
三
月
三
一
日
号
外
自
治
行
A
H
m

｝
八
口
門
泊
三
九
次
改
正
〕

平

成

九

年

九

月

三

O
H自
治
行
令
姉
三
九

巧
〔
筑
間
O
次
改
正
】

平
成
九
年
一
二
月
一
九
日
号
外
自
治
行
令
郊

間
二
乃
門
第
四
一
次
改
正
〕

平
成
一

O
年
一
月
三

O
H
U外
自
治
行
令
第

一
り
〔
公
帥
州
選
学
法
随
行
川
胤
川
の
二

ωを
政

正
す
る
符
A
H
附
則
三
．
的
引
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一

O
作
八
月
一
九
日
自
治
行
A
H
筋
三
間

ワ
〔
第
四
二
次
改
正
〕

平
成
一

O
年
一
二
月
一
八
日
自
治
行
令
第
四
六

H
V

〔
地
方
自
治
法
施
行
縦
川
匂
の
一
郎
会
改

正
す
る
約
令
一
条
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
一
年
二
月
一
・
じ
日
自
治
省
令
郊
間
口

〔
俗
間
三
次
改
正
〕

平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
り
外
自
治
行
令
箔

－
五
号
〔
地
方
特
例
交
付
金
に
関
す
る
行
A
H

附
則
二
瓜
に
よ
る
改
正
〕

平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
な
外
自
治
行
A
H
m

二
ニ
ワ
〔
筑
間
間
次
改
正
〕

平
成
一
二
年
四
月
一
八
日
自
治
行
A
H
第
三
三

な
〔
筋
四
五
次
改
正
〕

r-

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
号
外
自
治
省
令
第

四
四
号
〔
中
央
省
庁
唱
す
改
革
の
た
め
の
総
務

省
関
係
自
治
省
令
等
の
絞
備
に
閲
す
る
省
令

一
条
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
三
年
一
月
一
－
日
総
務
行
令
第
五
H
V

〔
第
四
六
次
改
正
〕

平
成
一
三
年
六
月
七
日
総
務
省
令
第
八
四

nv
〔
地
方
道
路
ぷ
与
税
法
施
行
規
則
及
び
自

動
則
前
以
白
州
与
税
法
施
行
川
店
則
の
一
部
会
改

正
す
る
指
令
二
条
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
四
年
二
月
二
八
日
総
務
行
A
H
第
一
九

H
V

〔
保
健
川
知
助
応
削
ね
議
師
法
の
一
郎
を
改

正
す
る
法
仰
及
び
保
健
紛
助
鹿
川
知
治
活
蛸
法

の
一
部
会
改
正
す
る
法
仰
の
路
行
に
伴
う
聞

係
政
令
の
伎
理
に
閲
す
る
政
令
の
錨
行
に
伴

・
ソ
総
務
付
関
係
行
令
の
般
理
に
関
す
る
行
A
H

一
糸
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
四
年
三
月
三

onnv外
総
務
省
令
姉

間一
H

り
〔
地
方
自
治
法
施
行
規
則
及
び
市
町

村
の
合
併
の
特
例
に
問
す
る
法
作
施
行
処
川

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
一
条
に
よ
る
改

正〕

平
成
一
任
年
三
月
二
問
日
り
外
総
務
中
日
A
H
m則

問
九
H
V

〔
行
政
手
続
匂
に
h
H
け
る
州
側
地

ω

の
校
術
の
刊
川
に
閲
す
る
法
作
M
O
の
施
行
に

伴
う
総
務
省
関
係
行
A
H
の
悦
仰
等
に
閲
す
る

の
〈
こ
糸
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
五
年
八
月
二
九
日
号
外
総
務
符
A
H
m

一
一
一
な
〔
第
四
七
次
改
正
〕

平
成
一
五
年
二
一
刀
二
五
日
け
外
総
務
中
日
令
姉

一
四
五
い
り
〔
筑
間
八
次
改
正
】

平
成
一
六
年
四
月
一
日
号
外
総
務
省
A
H
m

七
八
H
V

〔
第
凶
九
次
改
正
〕

平
成
一
六
年
じ
月
三
O
日
ひ
外
総
務
省
令
第

一
一
一
号
〔
第
五

O
次
改
正
〕

平
成
一
六
年
一
一
月
八
日

η外
総
務
付
A
H
m

一
三
－
n
リ
〔
箔
託
一
次
改
正
〕

平
成
一
七
年
四
月
一
三
日
ひ
外
総
務
行
A
H
節

七
五
号
〔
第
五
二
次
改
正
〕

平
成
一
七
年
一
二
月
二
八
日
号
外
総
務
省
令
第

一
六
九
号
〔
第
五
三
次
改
正
〕

平
成
一
八
年
一
一
月
二
二
日
総
務
符
令
第
一
三

九
り
〔
地
方
自
治
法
鈍
行
規
則
及
び
地
方
税

法
施
行
脱
則
の
一
郎
を
改
正
す
る
省
令
一
条

に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
九
年
一
月
＝
二
日
な
外
総
務
省
令
第

四
H
V

〔
第
五
四
次
改
正
〕

平
成
一
九
年
三
月
二
三
日
H
V
外
総
務
行
令
俗

一
問
乃
〔
公
臓
選
挙
法
胞
行
別
則
の
一
郎
会

改
正
す
る
行
A
H
附
則
三
瓜
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
九
年
三
月
一
三
日
総
務
付
令
郊
二
七

H
V

〔
第
五
五
次
改
正
〕

平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
り
外
総
務
省
A
H
m

五
四
り
〔
地
方
特
例
交
付
金
に
聞
す
る
行
A

”

の
－
郎
を
改
正
す
る
小
H
A
P
に
よ
る
改
正
〕

平
成
ニ

O
年
二
月
二
四
日
総
務
符
A
H
m

一二

む
〔
第
五
六
次
改
正
〕

平
成
二

O
年
じ
月
－
八
日
号
外
総
務
省
令
第

八
六
り
〔
地
力
法
人
特
別
税
匂
に
閲
す
る
的

淀
川
制
的
法
路
行
川
市
川
附
則
問
糸
に
よ
る
改

正〕

ポ
成
二
O
M
V
一
O
M
二
二
日
ワ
外
総
務
行
令
郊

一
一
六
H
V

〔
地
方
役
匂
減
収
納
て
ん
臨
附
交

付
金
に
閉
す
る
省
令
附
則
三
・
問
糸
に
よ
る

改
正
〕

平
成
ニ

O
年
一
一
月
六
日
総
務
行
令
知
一
一

八
り
〔
約
五
七
次
改
正
〕

平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
乃
外
総
務
約
令
姉

三
六
り
〔
地
方
税
法
随
行
川
m
川
匂
の
一
郎
会

改
正
す
る
何
人
日
附
則
六
条
に
よ
る
改
正
〕

平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
号
外
総
務
省
令
姉

三
九
む
〔
第
五
八
次
改
・
K
〕

平
成
二
一
年
五
月
二
九
日
口
外
総
務
行
A
H
m

江
四
リ
〔
約
五
九
次
改
正
〕

平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
り
外
総
務
行
A
H
m

三
五
n
V

〔
第
六

O
次
改
正
〕

一
一
五
二

平
成
二
三
年
四
月
二
七
日
号
外
総
務
省
令
第

間
三
号
〔
第
六
一
次
改
正
〕

平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
り
外
総
務
付
令
姉

｝
一
一
り
〔
地
方
自
治
泌
総
行
規
則
符
の
一

郎
全
改
正
す
る
行
令
一
糸
に
よ
る
改
正
〕

平
成
二
三
年
一
二
月
二
六
日
口
外
総
務
行
令
筋

二
ハ
九
H
V

〔
第
六
二
次
改
正
〕

平
成
二
四
年
三
月
＝
二
日
号
外
総
務
符
A
H
m

三
O
Hり
〔
第
六
三
次
改
正
〕

平
成
二
五
年
二
月
六
日
乃
外
総
務
小
H
A
H
m

五
月
〔
地
方
自
治
法
施
行
則
則
及
び
市
町
村

の
合
併
の
特
例
に
閲
す
る
法
作
路
行
規
則
の

一
郎
を
改
正
す
る
併
令
一
条
に
よ
る
改
正
〕

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

P
 



a、

地
方
自
治
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

地
方
自
治
法
施
行
規
則

〔
投
渋
川
紙
〕

第
一
条
地
方
公
共
同
体
の
議
会
の
解
散
の
投
京
、
地
方
公
共
同
体
の
説
会
の

議
日
及
び
長
の
解
臓
の
投
出
並
び
に
一
の
地
方
公
共
同
体
の
み
に
迎
川
さ
れ

る
特
別
法
に
閲
す
る
賛
否
の
投
京
に
川
い
る
投
烈
川
紙
は
、
別
記
版
式
に
準

じ
て
こ
れ
を
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
：
・
一
郎
改
正
・
川
二
条
・
：
線
上
〔
附
利
二
五
年
五
月
総
m
A
V

一
阿
川
げ
〕
．
一
郎
改
正
〔
附

利
一
－
一
八
年
九
月
自
治
令
二
六
け
〕

〔
点
字
投
票
の
印
〕

第
二
条
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
利
二
十
二
年
政
令
第
十
六
日
可
）
第
百
六

条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
三
条
の
五

第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
の
四
及
び
第
二
百
十
五
条
の
問
に
お
い
て
準
用
す

る
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
三
十
九
条

第
二
項
、
第
五
十
三
条
第
三
一
項
、
第
五
十
四
条
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の

五
の
凶
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
点
字
投
票
で
あ
る
旨
の
表
示
は
、
公
職
選
挙

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
十
三
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ

る
様
式
に
準
じ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
・
：
全
部
改
正
・
川
三
条
・
：
線
上
〔
昭
和
二
五
年
五
月
総
剛
山
A
H

一
間
り
〕
、
ニ
瓜
・
：
削
除

〔
附
利
二
じ
年
九
月
総
回
交
日
ヒ
問
な
〕
．
本
条
：
・
一
部
改
正
〔
附
利
問
問
年
四
月
a
け
治
令
一

O

り
・
六
二
年
三
月
三
一
日
・
平
成
六
年
一
一
月
間
一
リ
・
七
年
六
月
二
一
り
・
一

O
年
一
月
一

日
・
一
九
年
二
月
総
務
令
一
間
り
〕

〔
投
京
川
封
筒
〕

第
三
条
地
方
自
治
法
（
昭
利
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
日
）
第
八
十
五
条
第

第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
－
H
治
法
施
行
矧
則

第
二
市

、
〔
現
行
法
規
一
七
二
〕
①
川

一
項
、
第
二
百
六
十
二
条
第
一
．
瓜
及
び
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に
お

い
て
準
川
す
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二

1
五
年
法
律
第
百
ザ
）
第
五
十
条
第

四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
地
方
向
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
円
十
川
条
、

第
百
十
七
条
、
第
百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
一
刷
、
第
二
百
十

問
条
の
聞
及
び
第
二
百
十
五
条
の
聞
に
お
い
て
準
川
す
る
公
職
選
挙
法
施
行

令
第
間
十
一
条
第
四
瓜
の
規
定
に
よ
る
投
票
川
封
筒
は
、
公
職
選
挙
法
施
行

規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
械
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
：
・
一
部
改
正
〔
附
利
二
二
年
二
一
月
内
務
A
H
問
二
H
己
、
全
部
改
正
・
川
凹
条
：
・
線
上

〔
附
印
刷
二
五
年
五
バ
総
m
A
H

一
附
り
〕
、
一
郎
改
正
〔
附
和
三
八
年
九
月
山
治
A
M
二
L

ハ
リ
・
平

成
じ
年
六
月
－
一
一
円
り
・
二
三
年
七
月
総
務
令
一
一
一
υ
り〕

〔
宣
誓
刀
等
の
調
製
〕

第
四
条
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
、
第

百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
の
四
及
び
第

二
百
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
宣
誓
書
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
織

式
に
準
じ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
：
・
全
部
改
正
・
山
五
条
・
：
線
上
〔
開
制
二
五
年
五
月
総
県
令
一
四
号
〕
、
一
部
改
正
〔
昭

利
三
八
年
九
月
自
治
令
二
六
号
・
四
六
年
一
月
一
り
・
平
成
七
年
六
月
二
一
日
り
〕

〔
不
在
者
投
認
証
明
書
等
の
調
製
〕

第
五
条
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
、
第

百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
の
四
及
び
第

二
百
十
五
条
の
問
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
三
条
第

一
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
烈
川
封
間
航
び
に

川
令
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
京
証
明
川
及
び
入
れ
る

一
五
三



第
問
編

第
二
章

地
方
II 
治

地
方
自
治
法
施
行
脱
則

地
方
制
度

ベ
き
封
問
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
則
川
第
十
条
の
則
定
に
よ
る
版
式
に
準
じ

て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
。

本
条
・
：
A
L
M
m
改
正
・
川
六
条
・
：
線
上
〔
附
仰
二
五
年
五
川
総
m
A
H
一
間
川
り
〕
．
一
郎
改
一
ル
．
〔
附

利
コ
一
八
年
九
日
自
治
令
こ
し
ハ
H
U
・
平
成
七
年
六
月
二
一
ワ
・
－
問
年
三
日
総
務
令
四
一
り
〕

第
六
条
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
、
第

百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
瓜
、
第
二
百
十
四
条
の
問
及
び
第

二
百
十
五
条
の
問
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
九
条
の

三
の
規
定
に
よ
る
郵
便
投
京
証
明
川
の
交
付
巾
品
川
又
は
郵
似
投

M
M
m
A

は
、
公
臓
選
挙
法
施
行
規
則
第
十
条
の
三
の
則
定
に
よ
る
械
式
に
巾
じ
て
作

成
し
、
又
は
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
川
条
第
二
瓜
の
規
定
は
、
郵
便

投
票
証
明
丹
の
交
付
を
申
請
す
る
羽
合
に
準
川
す
る
。

本
条
：
・
削
除
〔
昭
和
柑
二
七
年
九
月
総
理
令
六
四
号
〕
‘
追
加
〔
昭
利
五
一
年
三
月
山
治
A
H
八

号
〕
、
一
部
改
正
〔
平
成
七
年
六
月
自
治
令
二
｝
号
〕

第
六
条
の
二
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七

条
、
第
百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
の
凹

及
び
第
二
百
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十

九
条
の
凹
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前
求
乃
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
胤
則
第
十

条
の
問
の
規
定
に
よ
る
椋
式
に
準
じ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
・
：
迎
加
〔
昭
利
五
一
年
一
一
二
月
白
治
A
H
八
H

り
〕
．
一
部
改
正
〔
平
成
七
年
六
月
自
治
令
一
一
一

り〕

第
六
条
の
三
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七

条
、
第
百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
三
条
の
托
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
の
凶

及
び
第
二
百
十
五
条
の
凶
に
お
い
て
泊
中
川
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十

九
条
の
問
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
渋
川
封
仰
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則

，‘ 

一
一
五
四

第
十
条
の
五
の
則
定
に
よ
る
織
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
。

本
条
・
：
迫
加
〔
附
和
五
一
年
三
月
山
治
令
八
け
〕
．
一
郎
改
正
〔
平
成
七
作
六
川
自
治
A
H
二一

川
リ
・
ニ
＝
一
年
七
川
総
務
A
H

一
一
一
り
〕

第
六
条
の
四
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
川
条
、
第
百
十
七

条
、
第
百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
の
凹

及
び
第
二
百
十
五
条
の
問
に
お
い
I

て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十

九
条
の
五
の
凶
第
五
項
の
則
定
に
よ
る
約
求
川
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
創
川

第
十
条
の
五
の
三
の
規
定
に
よ
る
同
悼
式
に
準
じ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぶ
条
：
・
迫
加
〔
平
成
一
九
年
ニ
川
総
務
令
一
四
り
〕

第
六
条
の
五
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
問
条
、
節
目
十
七

条
、
第
百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
の
四

及
び
第
二
百
十
五
条
の
四
に
お
い
l

て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十

九
条
の
五
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
封
筒
は
、
公
職
選
挙
法
施
行

規
則
第
十
条
の
五
の
四
の
規
定
に
よ
る
隊
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一
九
年
二
月
総
務
A
刊
一
問
勾
〕

〔
脳
出
書
及
び
承
諸
刀
等
の
調
製
〕

第
七
条
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
、
第

二
百
十
三
条
の
五
第
一
．
瓜
、
第
二
百
十
四
条
の
四
及
び
第
二
百
十
五
条
の
四

に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
六
十
九
条
及
び
第
八
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
聞
出
立
会
人
及
び
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
の
刷
出
川
及
び

扇
訪
れ
川
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
創
則
第
十
一
条
の
則
定
に
よ
る
織
式
に
地
じ

て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
現
行
法
制
一
七
二
〕
①
川

P
 



a、
本
条
：
・
一
郎
改
正
〔
附
和
二
二
年
一
二
川
内
務
令
問
ニ
リ
〕
．

A
L
郎
改
正
・
川
八
条
：
・
鰍
上

〔
開
制
二
五
年
五
月
総
m
A
H

一
四
H
V
H

一
郎
改
正
〔
平
成
七
作
六
月
－
M
治
令
－
二
日
勺
〕

〔
投
票
録
、
開
票
録
等
の
調
製
〕

第
八
条
地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
六
十
二
条
第
一
．
取
及
び

第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
五
十
四

条
、
第
七
十
条
又
は
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
録
、
開
票
録
又
は
選

挙
録
故
ぴ
に
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
川
条
、
第
百
十
七

条
、
第
百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
刻
、
第
二
何
十
開
条
の
凶

及
び
第
二
百
十
五
条
の
凹
に
お
レ
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
六
十

一
条
の
制
定
に
よ
る
不
住
者
投
烈
に
閲
す
る
凋
川
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
則

則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
隊
式
に
単
じ
て
訓
川
氏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
：
・
全
館
酬
改
正
・
旧
一
一
条
・
：
繰
上
〔
附
初
二
五
年
－
h
M総
理
令
一
四
H
V
〕
．
一
郎
改
正

〔
附
利
三
八
年
九
月
自
治
A
2
一
六
号
・
平
成
七
年
六
月
二
一
り
・
二
三
年
七
月
総
務
令
一
一

〔
改
廃
請
求
書
等
の
様
式
〕

第
九
条
普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
の
条
例
制
定
又
は
改
廃
請
求
書
、

条
例
制
定
又
は
改
廃
請
求
代
表
者
証
明
代
川
、
条
例
制
定
又
は
改
廃
請
求
者
将

名
簿
、
条
例
制
定
又
は
改
廃
請
求
署
名
収
集
委
任
状
、
条
例
制
定
又
は
改
廃

請
求
署
名
審
査
録
及
び
条
例
制
定
又
は
改
廃
訪
求
署
名
収
集
証
明
方
は
、
別

記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

2

広
域
連
合
の
条
例
制
定
又
は
改
廃
請
求

3
、
条
例
制
定
又
は
改
廃
前
求
代

表
者
証
明
力
、
条
例
制
定
又
は
改
廃
請
求
者
将
名
簿
、
条
例
制
定
又
は
改
廃

請
求
判
名
収
集
委
任
状
、
条
例
制
定
又
は
改
鹿
川
求
将
名
骨
川
市
録
及
び
条
例

制
定
又
は
改
廃
請
求
署
名
収
集
説
明

A
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
制

地
方
制
度

地
方
山
治
法
施
行
規
則

地
方
自
治

第
二
市

令〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

川
一
七
条
：
・
線
上
〔
附
印
刷
二
五
年
・

h
n総
田
町
令
一
川
り
〕
．
本
条
：
・
一
一
郎
改
正
〔
附
利
二
五
年

五
月
総
理
令
一
六
り
・
二
七
年
九
月
六
問
り
〕
．
一
瓜
：
・
一
郎
改
正
・
一
一
．
瓜
・
：
迎
加
〔
平
成
じ

年
六
月
自
治
A
H
二
一
号
〕
．
一
・
二
市
川
：
・
一
郎
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
日
総
務
令
五
リ
〕

〔
事
務
監
査
請
求
竹
内
等
の
様
式
〕

第
十
条
普
通
地
方
公
共
同
体
及
び
特
別
区
の
明
務
脱
出
川
訓
求
川
、
事
務
院
市

訓
求
代
表
者
証
明
向
、
事
務
院
査
訓
求
者
将
名
簿
、
事
務
舵
古
請
求
署
名
収

集
委
任
状
、
事
務
院
査
訓
求
判
名
帯
査
録
及
び
引
務
院
古
川
求
将
名
収
集
証

明
川
は
、
前
条
第
一
取
の
別
記
様
式
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

2

広
域
迎
合
の
事
務
監
査
請
求

A
、
引
務
院
古
川
求
代
去
者
説
明
川
、
引
務

監
在
請
求
者
署
名
簿
、
事
務
院
資
制
求
斡
名
収
集
委
任
状
、
事
務
監
査
訓
求

将
名
帯
査
録
及
び
M
P
務
監
古
川
川
求
将
名
収
集
川
川
H
H
H

は
、
前
条
第
二
．
瓜
の
別

記
械
式
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

旧
一
八
条
：
・
線
上
〔
昭
和
刊
二
五
年
五
月
総
埋
令
一
凹
リ
〕
‘
本
条
・
・
・
全
部
改
正
〔
昭
利
二
七
年

九
月
総
掴
完
ロ
ム
ハ
問
り
〕
‘
一
刻
・
：
一
一
部
改
正
・
ニ
瓜
・
：
迫
加
〔
平
成
七
年
六
月
内
治
A
H
二一

け
〕
．
一
・
ニ
瓜
：
・
一
節
也
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総
務
令
五
月
〕

〔
解
散
請
求
書
等
の
様
式
〕

第
十
一
条
普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
の
議
会
の
解
散
前
求
台
、
解
散

請
求
代
表
者
証
明
品
川
、
解
散
訓
求
者
署
名
簿
、
解
散
制
求
将
名
収
集
委
任

状
、
解
散
請
求
署
名
審
査
録
及
び
解
散
前
求
署
名
収
集
証
明
方
は
、
第
九
条

第
一
項
の
別
記
様
式
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

2

広
域
連
合
の
議
会
の
解
散
訓
求

A
、
解
散
訓
求
代
点
打
説
明
代
川
、
解
散
約

求
者
署
名
簿
、
解
散
請
求
署
名
収
集
委
任
状
、
解
散
請
求
叩
有
名
審
査
録
及
び

解
散
請
求
署
名
収
集
証
明
』
は
、
第
九
条
第
二
項
の
別
日
山
線
式
の
例
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

本
条
：
・
一
郎
改
正
・
旧
一
九
条
・
：
繰
上
〔
附
利
二
五
年
五
月
総
剛
丈
刊
一
刊
号
〕
・

A
L
m
改
正

一
五
五



第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
章

〔
昭
和
二
七
年
九
月
総
理
令
六
四
リ
〕
．
－
刷
：
・
一
部
改
正
・
二
柄
引
：
・
追
加
〔
平
成
七
年
六
月

自
治
令
二
一
H
V
〕
、
一
－
二
－
瓜
・
：
一
部
改
正
〔
平
成
一
一
五
年
二
川
総
務
令
五
円
勺
〕

〔
解
職
訪
求
書
等
の
械
式
〕

第
十
二
条
普
通
地
方
公
共
同
体
及
び
特
別
区
の
説
会
の
識
は
、
民
、
副
知

市
け
、
・
州
市
町
村
長
、
選
挙
管
理
委
民
、
院
先
委
H
H
及
び
公
安
委
此
会
の
委
員

の
解
職
必
求
刀
、
解
臓
訓
求
代
表
者
一
説
明
代
川
、
解
脱
却
求
者
署
名
簿
、
解
臓

訓
求
将
名
収
集
委
任
状
、
解
職
制
求
将
名
得
点
川
録
及
び
仰
肝
臓
山
川
求
将
名
収
集

誕
明

A
は
、
第
九
条
第
一
瓜
の
別
記
版
式
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

2

広
域
迎
合
の
議
会
の
滋

U
、
民
及
び
地
方
山
治
法
施
行
令
第
二
百
十
六
条

に
規
定
す
る
峨
只
の
解
職
訓
求
川
、
解
職
訓
求
代
衣
者
証
明
川
、
解
職
訓
求

者
将
名
簿
、
解
職
訓
求
将
名
収
集
委
任
状
、

M
職
山
川
求
判
名
得
点
H

録
及
び
解

職
出
川
求
判
名
収
集
・
説
明
H
H
H

は
、
第
九
条
第
二
瓜
の
別
記
織
式
の
例
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

本
条
：
・
一
都
改
正
・
川
ニ

O
条
：
・
鰍
上
〔
附
利
二
正
作
任
川
総
m
A
V

一
附
け
〕
．

A
L
郎
改
正

〔
附
初
二
七
年
九
月
総
理
令
六
四
い
つ
〕
、
一
郎
改
正
〔
附
利
三
一
年
一
一
一
月
総
m
A
R
八
九

q
H

一
川
・
：
一
郎
改
正
・
ニ
瓜
：
・
追
加
〔
平
成
七
年
六
川
自
治
A
M
二
一
け
円
二
川
：
・
一
一
郎
改
正

〔
平
成
一
八
年
一
一
月
総
務
令
二
一
一
九
号
〕
、
一
・
二
項
・
：
一
一
部
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総

務
令
五
り
〕

〔
規
約
変
更
要
請
請
求

3
等
の
陣
式
〕

第
十
二
条
の
二
広
域
連
合
の
規
約
変
更
要
請
諦
求
当
、
規
約
変
更
要
諦
請
求

代
表
者
証
明
書
、
規
約
変
更
要
訓
請
求
者
署
名
簿
、
規
約
変
更
要
請
訓
求
署

名
収
集
委
任
状
、
規
約
変
更
要
訓
請
求
書
名
探
査
録
及
び
矧
約
変
更
要
諦
訓

求
署
名
収
集
証
明
乃
は
、
第
九
条
第
二
項
の
別
記
織
式
の
例
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
七
年
六
月
山
治
令
一
一
一
H

り
〕
．
一
部
改
一
止
〔
平
成
二
江
年
－
一
H
H
総
務
A
H
－九

,... 

一
一
五
六

〔
会
議
録
の
電
子
署
名
〕

第
十
二
条
の
こ
の
こ
地
方
自
治
法
第
百
ニ
ト
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
措
置
は
、
屯
子
署
名
及
び
必
証
業
務
に
閲
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
．
瓜
又
は
．
屯
子
持
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認

証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
附
年
法
作
創
円
五
ト
三
口
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
．
市
子
将
名
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一
五
年
一
一
一
日
総
務
令
同
九
り
〕
、
全
部
改
正
〔
平
成
一
八
年
一
－

M
総
務

令
一
一
二
九
り
〕

〔附

3
8支
媛
施
設
等
に
地
ず
る
者
の
必
定
の
出
地
〕

第
十
二
条
の
二
の
三
普
通
地
方
公
共
川
体
の
民
は
、
地
方
向
治
法
施
行
令
第

百
六
十
七
条
の
二
第
一
．
取
第
三
け
の
規
定
に
よ
る
必
定
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

1
山
政
必
定
に
必
恒
一
な
出
準
を
山
止
め
、
ニ
れ
を
公
点
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

普
通
地
方
公
共
同
体
の
民
は
、
前
項
の
部
地
ヤ
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
二
人
以
上
の
学
調
純
験
を
有
す
る
者
（
以
下
ニ
の
条
及

び
第
十
二
条
の
四
に
お
い
て
「
学
議
経
験
お
」
と
い
う
。
）
の
怠
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
一
項
の
以
準
に
基
づ
い
て
認
定
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
二
人
以
上
の
学
議
経
験
者
の
怠
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
二
三
年
ゴ
一
日
総
務

A
2
六
九
円
〕

〔
新
た
な
事
業
分
野
の
開
妬
を
凶
る
行
を
認
定
す
る
と
き
〕

第
十
二
条
の
三
普
通
地
方
公
叫
ん
凶
体
の
長
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六

十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
新
商
品
の
生
産
に
よ
り
新
た

〔
現
行
法
制
五
六
九
〕
①
川

停



a、

ワ

な
事
業
分
野
の
閲
妬
を
附
る
者
を
認
定
す
る
と
き
は
、
新
尚
品
の
生
産
に
よ

り
新
た
な
引
業
分
野
の
開
拓
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
（
新
尚
品
の
生
・
屈
に

よ
り
新
た
な
事
業
分
野
の
開
拓
を
実
施
す
る
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者

を
含
む
。
）
に
当
該
新
た
な
事
業
分
野
の
開
拓
の
実
施
に
閲
す
る
計
画
（
以

下
本
条
に
お
い
て
「
実
施
計
阿
」
と
い
う
。
）
を
提
出
さ
せ
、
そ
の
実
施
壮

一
削
が
次
の
各
り
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
ト
て
雌
必

す
る
も
の
と
す
る
。

一
刀
法
新
た
な
引
業
分
野
の
開
拓
に
係
る
新
商
品
が
、
既
に
企
業
化
さ
れ

て
レ
る
尚
品
と
は
辿
仰
の
取
引
に
お
レ
て
お
し
く
は
社
会
通
念
上
別
例
の

範
鴎
に
胤
す
る
も
の
又
は
既
に
企
業
化
さ
れ
て
い
る
尚
品
と
同
一
の
随
時

に
凶
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
既
存
の
商
品
と
は
者
し
く
児
な
る
使
川
州
側

を
有
し
、
実
質
的
に
別
例
の
範
暗
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

ニ炉」。

二
当
波
新
た
な
事
業
分
野
の
閲
妬
に
係
る
新
商
品
が
、
引
業
活
動
に
係
る

技
術
の
高
度
化
若
し
く
は
経
営
の
能
率
の
向
上
又
は
住
民
生
活
の
利
便
の

増
進
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
ニ
と
。

三
次
．
瓜
第
四
H
V
に
掲
げ
る
事
項
が
新
商
品
の
生
産
に
よ
る
新
た
な
事
業
分

野
の
間
桁
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
e

｝と。

’
実
施
計
一
川
に
は
、
次
に
拘
げ
る
引
項
を
記
載
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
新
尚
品
の
生
産
の
H
M
M

二
新
尚
品
の
内
科

三
新
向
日
川
の
生
応
の
実
施
時
期

問
新
商
品
の
生
産
の
実
施
方
法
並
び
に
実
施
に
必
要
な
資
金
の
制
及
び
そ

の
調
達
方
法

第
四
制

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

地
点
自
治
法
施
行
規
則

a、〔
現
行
法
規
三

O
七
〕
①
川

普
通
地
方
公
共
同
体
の
長
は
、
新
商
品
の
生
産
に
よ
り
新
た
な
事
業
分
野

の
閲
妬
を
凶
る
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
行
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
雌

認
さ
れ
た
実
施
計
両
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
中
寸
該
変
更
後
の
実
施

計
画
が
同
項
各
号
の
レ
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
下
。

4

普
通
地
方
公
共
同
体
の
民
は
、
新
向
日
川
の
生
産
に
よ
り
新
た
な
悦
業
分
野

の
開
拓
を
凶
る
者
と
し
て
必
定
を
受
け
た
行
が
、
第
一
一
肌
の
規
定
に
よ
り
附

認
さ
れ
た
実
施
計
州
（
前
瓜
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
確
認
が
あ
っ
た
と
き

は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
〉
に
従
っ
て
新
た
な
事
業
分
野
の
開
拓
を
阿
る
た

め
の
恨
業
を
実
施
し
て
レ
な
レ
と
必
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
定
を
取
り
消
す

も
の
と
す
る
。

5

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
一
瓜
の
規
定
に
よ
り
新
商
品
の
生
産
に

よ
り
新
た
な
事
業
分
野
の
閲
桁
を
図
る
者
を
認
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
既

に
他
の
昨
通
地
方
公
共
同
体
の
長
が
同
．
瓜
の
実
施
計
両
を
拠
出
さ
せ
確
認
し

て
い
る
と
き
は
、
当
誠
実
施
計
耐
の
写
し
を
も
っ
て
同
．
墳
の
確
認
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

6

前
項
の
規
定
は
、
第
三
瓜
の
実
施
社
両
の
変
．
史
に
つ
レ
て
市
川
す
る
。

本
条
：
・
追
加
〔
手
成
一
六
年
一
一
川
総
務
令
一
：
二
り
〕
．
一
一
刷
：
・
」
郎
改
正
〔
Jr
成
一
七
年

内
川
総
務
A
H

七
五
日
〕
、
．
h
・
六
刷
：
・
泊
加
〔
が
成
一
九
年
三
日
総
務
A
H
1

じ
り
〕
．
川
二
一
条

の
三
の
ニ
：
・
u
n
k
〔
平
成
二
一
二
年
七
月
総
務
令
一
一
一
げ
〕

〔
学
議
経
験
者
へ
の
な
見
の
聴
取
〕

第
十
二
条
の
固
辞
通
地
点
公
共
同
体
の
以
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六

十
七
条
の
十
の
ニ
第
四
瓜
及
び
第
五
瓜
（
ニ
れ
ら
の
規
定
を
阿
令
第

U
六
十

七
条
の
十
三
に
お
レ
て
準
川
す
る
場
合
を
合
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
学
識
経

験
者
の
意
見
を
聴
く
と
き
は
、
二
人
以
上
の
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
か
な

3 

一
五
七



第
問
制

地
方
向
治

地
方
向
治
法
施
行
胤
川

地
方
制
度

第
二
市

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
：
・
迎
加
〔
平
成
一
一
年
二
月
自
治
令
阿
H

り
〕
、
川
一
二
条
の
三
・
：
鍬
．
ト
〔
平
成
－

4

九
年
八

日
総
務
令
一
一
一
H

己
、
一
刻
・
：
削
除
・
川
二
羽
：
・
一
郁
改
正
し
て
瓜
に
鰍
上
〔
平
成
ニ

O
年

二
川
総
m
A
H

一
二
川
己
、
本
条
：
・
一
部
改
正
〔
平
成
二
三
年
二
一
川
総
務
令
一
六
九
円
〕

〔
契
約
川
等
の
・
也
子
将
名
〕

第
十
二
条
の
四
の
二
地
方
自
治
法
第
二
円
一
二
十
附
条
第
．
K
瓜
の
総
務
何
令
で

山
止
め
る
も
の
は
、
総
務
行
関
係
法
令
に
係
る
行
政
子
続
等
に
お
け
る
制
服
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四

十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
・
屯
子
署
名
（
屯
子
的
報
処

m

組
織
を
使
川
し
て
契
約
内
容
を
記
録
し
た
屯
磁
的
記
録
を
作
成
す
る
場
介
に

お
い
て
は
、
当
該
屯
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
耐
火
な
引
瓜

を
証
す
る
同
．
山
第
二
号
に
定
め
る
．
屯
子
証
明
乃
と
併
せ
て
送
幻
さ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一
八
年
一
一
月
総
務
令
一
三
九
日
ヲ
〕

〔
歳
入
歳
出
外
現
金
及
び
有
価
証
券
〕

第
十
二
条
の
五
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
八
条
の
七
第
一
．
瓜
に
則
定
す

る
現
金
又
は
有
価
証
券
で
総
務
符
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る。一
普
通
地
方
公
共
団
体
が
的
権
者
と
し
て
的
務
者
に
属
す
る
権
利
を
代
位

し
て
行
う
ニ
と
に
よ
り
受
領
す
べ
き
現
金
又
は
有
価
証
券

二
災
市
に
よ
り
被
百
を
受
け
た
者
に
対
す
る
見
舞
金
に
係
る
現
金
又
は
れ

M
M刷
券

三
公
立
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
作
第
二
十
六
日
）
第
一

条
に
規
定
す
る
大
学
及
び
向
等
専
門
学
校
に
限
る
。
）
に
お
け
る
焚
学
を

日
的
と
す
る
寄
附
金
を
似
資
と
し
て
交
付
さ
れ
た
現
金
又
は
有
価
証
券

P‘ 

一
五
七
ノ
二

本
条
・
：
追
加
〔
附
和
五
七
年
九
月
山
治
A
H
ニ
O
H
V
〕
川
一
二
条
の
一
一
・
：
鰍
一
ト
〔
平
成
七
年
六

月
自
治
令
二
一
刊
行
〕
‘
川
一
二
条
の
一
ニ
：
・
鍬
下
〔
手
成
一
一
年
二
月
自
治
A
M
附
り
円
一
郎
政
正

〔
平
成
一
二
年
四
月
山
治
A
H
三
三
口
・
九
月
間
阿
り
〕
、
川
一
二
条
の
問
・
：
線
下
〔
平
成
一
五

年
八
月
総
m
A
H

一
一
一
り
〕

〔

m
m請
求

A
等
の
椋
式
〕

第
十
三
条
地
方
山
治
法
施
行

AHmrH七
十
二
条
第
一
瓜
の
制
定
に
よ
る
必
要

な

m
m訓
求
乃
は
、
別
記
隙
式
の
と
お
り
と
す
る
。

川
二
一
条
：
・
級
上
〔
開
制
二
五
年
五
月
総
剛
山
A
H

一
四
り
〕
．
本
条
・
：
全
部
改
正
〔
附
和
二
七
年

九
月
総
司
令
六
四
け
〕
、
一
部
改
正
〔
昭
和
三
一
年
一
一
一
月
総
m
A
H
八
九
ワ
・
三
八
年
九
月
自

治
A
H
二
六
り
〕

〔
予
算
の
調
製
の
織
式
〕

第
十
四
条
予
算
の
調
製
の
隙
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

川
二
二
条
：
・
線
上
〔
附
和
二
五
年
五
月
総
m
A
H

一
四
り
〕
．
本
条
：
・
全
部
法
正
〔
附
利
二
七
年

八
月
総
則
刊
A
H
五
八
月
円
一
郎
改
正
【
昭
利
三
八
年
九
月
自
治
A
ロ
二
六
勾
〕

〔
区
分
〕

第
十
五
条
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
並
び
に
日
及
び
歳
入
予
算
に
係
る

節
の
区
分
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

2

続
出
予
算
に
係
る
節
の
区
分
は
、
別
記
の
と
お
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

川
二
三
条
：
・
線
上
〔
附
狗
二
五
年
五
月
総
県
令
一
四
H
Y
－
－
本
条
・
：
全
部
改
正
〔
間
利
二
七
年

八
月
総
m
A
M
五
八
号
・
三
八
年
九
月
山
治
令
二
六
号
〕

〔
予
算
に
閲
す
る
説
明
川
の
陣
式
〕

第
十
五
条
の
二
予
算
に
関
す
る
説
明
川
の
掠
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す

。
る

本
条
：
・
治
加
〔
附
初
三
一
年
一
二
月
総
m
A
H
八
九
H
り
〕
．
全
担
問
改
正
〔
附
利
三
八
年
九
月
自
治

令
ニ
ム
ハ
り
〕

〔
継
続
的
繰
越
計
算

A
等
の
織
式
〕

〔
現
行
法
制
三

O
七
〕
①
川

，‘ 



a、

第
十
五
条
の
三
継
続
費
繰
越
計
算
書
及
び
継
続
費
精
算
報
告
書
の
様
式
は
、

別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
：
・
追
加
〔
昭
和
三
八
年
九
月
自
治
令
二
六
号
〕

〔
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
様
式
〕

第
十
五
条
の
四
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
様
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す

る。

本
条
・
：
追
加
〔
昭
和
三
八
年
九
月
自
治
令
二
六
号
〕

〔
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
の
様
式
及
び
継
続
費
繰
越
計
算
書
の
様
式
〕

第
十
五
条
の
五
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
の
様
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す

る
。
た
だ
し
、
継
続
費
に
係
る
地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
条
第
三
項
た
だ
し

沓
の
規
定
に
よ
る
繰
越
し
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条
の
三
の
継
続
費
繰
越
計

算
書
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

本
条
：
・
追
加
〔
附
和
三
八
年
九
月
自
治
令
ニ
ム
ハ
号
〕
‘
一
部
改
正
〔
昭
利
四
一
年
七
月
日
治
A
H

一
四
号
〕

〔
決
算
の
調
製
の
様
式
〕

第
十
六
条
決
算
の
調
製
の
様
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

旧
二
四
条
：
・
線
上
〔
昭
和
二
五
年
五
月
総
瑚
令
一
四
号
〕
‘
本
条
・
：
全
郎
改
正
〔
附
和
二
七
年

八
月
総
理
令
五
八
号
〕
、
一
部
改
正
〔
昭
和
三
八
年
九
月
自
治
令
二
六
号
〕

〔
歳
入
歳
出
決
算
事
項
別
明
細
書
等
の
様
式
〕

第
十
六
条
の
二
歳
入
歳
出
決
算
事
項
別
明
細
書
、
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書

及
び
財
産
に
関
す
る
調
書
の
棟
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
昭
和
三
八
年
九
月
自
治
令
二
六
号
〕

第
十
七
条
削
除
〔
平
成
一
五
年
八
月
総
務
令
二
一
号
〕

〔
外
部
監
査
契
約
を
締
結
で
き
る
者
の
条
件
と
な
る
職
〕

第
十
七
条
の
二
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
一
第

第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
章

‘可
。
〔
法
規
八
七
九
二
〕
①
川

一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
職
は
、
会
計
検
査
院
に
お
い
て
会
計

検
査
に
関
す
る
行
政
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職
文
は
そ
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
こ
れ
に
相
当
す
る
会
計
検
査
に
関
す
る
行
政
事

務
を
担
当
す
る
専
門
的
な
職
と
す
る
。

本
条
・
・
・
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
白
品
川
令
三
岡
号
〕
、
一
部
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
月
自
治
令

四
四
号
〕

第
十
七
条
の
三
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
一
第

三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通
地

方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
監
査
に
閲
す
る
行
政
事

務
を
担
当
す
る
職
と
す
る
。

一
都
道
府
県
監
査
に
関
す
る
行
政
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職
又

は
そ
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
こ
れ
に
相
当
す
る
監
査
に

関
す
る
行
政
事
務
を
担
当
す
る
専
門
的
な
職

二
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下

「
指
定
都
市
」
と
い
う
J

監
査
に
関
す
る
行
政
事
務
を
担
当
す
る
係

長
以
上
の
職
又
は
監
査
に
関
す
る
行
政
事
務
を
担
当
す
る
専
門
的
な
職

で
、
そ
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
前
号
に
掲
げ
る
職
に
相

当
す
る
も
の

三
中
核
市
監
査
に
関
す
る
行
政
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職
又
は

監
査
に
関
す
る
行
政
事
務
を
担
当
す
る
専
門
的
な
職
で
、
そ
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
第
一
号
に
掲
げ
る
職
に
相
当
す
る
も
の

本
条
・
・
・
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
間
匂
〕
‘
一
部
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
月
自
治
令

問
問
号
〕

第
十
七
条
の
四

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
一
第

一
一
五
七
ノ
三



第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
章

五
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通
地

方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
会
計
事
務
を
担
当
す
る

職
と
す
る
。

一
都
道
府
県
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職
又
は
そ
の
職
務
の

複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
こ
れ
に
相
当
す
る
会
計
事
務
を
担
当
す
る

専
門
的
な
職

二
指
定
都
市
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職
又
は
会
計
事
務
を

担
当
す
る
専
門
的
な
職
で
、
そ
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が

前
号
に
掲
げ
る
職
に
相
当
す
る
も
の

三
中
核
市
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職
又
は
会
計
事
務
を
担

当
す
る
専
門
的
な
職
で
、
そ
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
第

一
号
に
掲
げ
る
職
に
相
当
す
る
も
の

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
四
号
〕
、
一
部
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
月
白
治
令

四
四
り
〕

第
十
七
条
の
五
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
一
筋

六
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通
地

方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
予
算
の
調
製
に
関
す
る

事
務
を
担
当
す
る
職
と
す
る
。

一
都
道
府
県
予
算
の
調
製
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職

又
は
そ
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
こ
れ
に
相
当
す
る
予
算

の
調
製
に
閲
す
る
事
務
を
担
当
す
る
専
門
的
な
職

二
指
定
都
市
予
算
の
調
製
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職

又
は
予
算
の
調
製
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
専
門
的
な
聴
で
、
そ
の
職

務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
前
号
に
掲
げ
る
職
に
相
当
す
る
も
の

，‘ 

一
一
五
七
ノ
四

三
中
核
市
予
算
の
調
製
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職
又

は
予
算
の
調
製
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
専
門
的
な
職
で
、
そ
の
職
務

の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
第
一
号
に
掲
げ
る
職
に
相
当
す
る
も
の

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
白
治
令
三
四
Q
H
一
郎
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
月
自
治
令

凶
問
り
〕

〔
外
部
監
査
契
約
に
係
る
総
務
省
令
で
定
め
る
組
織
〕

第
十
七
条
の
六
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
一
第

六
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
組
織
は
、
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八

条
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
予
算
の
査
定
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る

た
め
の
組
織
と
す
る
。

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
山
治
A
H
三
阿
り
円
一
郎
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
月
山
治
令

問
問
り
〕

〔
協
議
の
手
続
書
類
の
記
載
事
項
〕

第
十
七
条
の
七
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
三
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
監
査
の
事
務
を
補
助
さ
せ
よ
う
と

す
る
者
の
履
歴
に
閲
す
る
事
項
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
川
・
口
約
A
H
三
四
号
円
一
部
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
幻
自
治
令

四
四
り
〕

〔
包
括
外
部
監
査
契
約
の
書
面
〕

第
十
七
条
の
八
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
五
第

一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
と
す

る。一
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
包
括
外

部
監
査
対
象
団
体
（
第
三
号
に
お
い
て
「
包
括
外
部
監
査
対
象
団
体
」
と

い
う
。
）
と
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す

。
〔
法
規
八
七
九
二
〕
①
川

’‘ 



・、

る
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
（
次
号
に
お
い
て

「
包
指
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
」
と
い
う
。
）
の

履
歴
書

二
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
が
地
方
自
治
法
第

二
百
五
十
二
条
の
二
十
八
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
旨
の
当
該
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相

手
方
の
宣
醤
脅

三
そ
の
他
包
括
外
部
監
査
対
象
団
体
の
長
が
必
要
と
認
め
る
番
面

本
条
：
・
迫
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
A
H
三
四
り
〕
．
一
一
郎
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
月
日
治
令

問
問
り
〕

〔
個
別
外
部
監
査
請
求
書
等
の
様
式
〕

第
十
七
条
の
九
普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
の
地
方
自
治
法
施
行
令
第

百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
監
査
の
請
求
に

係
る
個
別
外
部
監
査
請
求
書
〈
以
下
ニ
の
条
に
お
い
て
「
事
務
の
監
査
の
請

求
に
係
る
個
別
外
部
監
査
請
求
書
」
と
い
う
。
〉
並
び
に
普
通
地
方
公
共
団

体
及
び
特
別
区
の
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
明
書
で
同
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
証
明
書
に
係
る
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
監
査
委
員
の
監
査
に
代
え
て

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
個
別
外
部
監

査
契
約
（
以
下
「
個
別
外
部
監
査
契
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
監
査
に
よ

る
ニ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
旨
が
記
載
さ
れ
た
も
の
は
、
別
記
峨
式
の
と
お

り
と
す
る
。

2

広
域
連
合
の
事
務
の
監
査
の
請
求
に
係
る
個
別
外
部
監
査
請
求
書
及
び
広

域
迎
合
の
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
明
書
で
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十

六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
第
二

第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
章

地
方
自
治

句
。
〔
法
規
八
七
九
二
〕
①
川

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
証
明
書
に
係
る
諦
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
広
域
連

合
の
監
査
を
行
う
機
関
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監

査
に
よ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
旨
が
記
載
さ
れ
た
も
の
は
、
別
記
糠
式

の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
－

O
年
八
月
自
治
令
三
四
日
3

〔
個
別
外
部
監
査
契
約
の
書
面
〕

第
十
七
条
の
十
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第

一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
と
す

る。一
普
通
地
方
公
共
団
体
と
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五

項
の
個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
（
次
号
に
お
い

て
「
個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
」
と
い
う
。
）

の
履
歴
書

二
個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
が
地
方
自
治
法
第

二
百
五
十
二
条
の
二
十
八
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
旨
の
当
該
個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相

手
方
の
宣
誓
書

三
そ
の
他
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
必
要
と
認
め
る
書
面

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
凶
り
〕
．
一
部
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
日
自
治
A
H

問
問
り
〕

〔
議
会
か
ら
の
個
別
外
部
監
査
の
請
求
へ
の
準
用
〕

第
十
七
条
の
十
一
前
条
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の

一
一
五
七
ノ
五



第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

第
二
章

地
方
自
治
法
施
行
規
則

三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四

十
九
の
三
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九

の
三
十
三
第
一
項
」
と
、
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五

項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
第
四
項
に
お
い

て
増
川
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
四
号
〕

〔
長
か
ら
の
個
別
外
部
監
査
の
要
求
へ
の
準
用
〕

第
十
七
条
の
十
二
第
十
七
条
の
十
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二

条
の
四
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百

七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
施
行

令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
、
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五

十
二
条
の
三
十
九
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条

の
四
十
二
部
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第

五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
四
号
〕

〔
財
政
的
援
助
を
与
え
て
い
る
も
の
等
に
係
る
個
別
外
部
監
査
の
要
求
へ
の

準
用
〕

第
十
七
条
の
十
三
第
十
七
条
の
十
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二

条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百

,,,.... 

一
一
五
七
ノ
六

七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
施
行

令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百

七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
、
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十

二
条
の
三
十
九
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の

四
十
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
四
号
〕

〔
住
民
監
査
請
求
に
係
る
個
別
外
部
監
査
の
請
求
の
様
式
〕

第
十
七
条
の
十
四
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
必
要
な
措
置
摘
求
書
で
同
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
十
一
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
請
求
書
に
係
る
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
監
査
委
員

の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
つ
く
監
査
に
よ
る
－
』
と
を
求
め

る
旨
及
び
そ
の
理
由
が
記
載
さ
れ
た
も
の
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す

る。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
－

n治
令
三
刊
号
〕

〔
住
民
監
査
請
求
に
係
る
個
別
外
部
監
査
の
請
求
へ
の
準
用
〕

第
十
七
条
の
十
五
第
十
七
条
の
十
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二

条
の
四
十
三
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法

施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
、
「
地
方
自
治
法
第
二

百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十

。
〔
法
規
八
七
九
二
〕
①
川

~ 



a、

二
条
の
間
十
三
第
三
瓜
に
お
い
て
準
川
す
る
同
法
第
二
行
五
十
二
条
の
三
十

九
第
五
瓜
」
と
読
み
併
え
る
も
の
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成

J
O年
八
月
自
治
令
三
刊
行
〕

〔
地
紙
に
よ
る
間
体
が
行
う
巾
前
〕

第
十
八
条
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
二
項
に
制
定
す
る
巾
訓
は
、

同
条
第
一
．
取
に
制
定
す
る
地
縁
に
よ
る
川
体
の
代
表
者
が
、
巾
訓
品
川
に
次
に

掲
げ
る
市
類
を
添
え
、
当
該
地
縁
に
よ
る
団
体
の
区
域
を
包
指
す
る
市
町
村

の
長
に
対
し
行
う
も
の
と
す
る
。

類
胤
約

認
可
を
巾
訪
す
る
こ
と
に
つ
い
て
総
会
で
議
決
し
た
こ
と
を
託
す
る

A

仙
成
貝
の
名
簿

問
巾
訓
時
に
不
動
産
又
は
不
動
産
に
閲
す
る
権
利
等
（
以
下
ニ
の
り
に
お

レ
て
「
不
動
産
等
」
と
い
う
。
）
を
保
有
し
て
レ
る
団
体
に
あ
っ
て
は
保

む
資
産
目
録
、
巾
訓
時
に
不
動
産
等
を
保
有
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る

川
体
に
あ
っ
て
は
保
有
予
定
資
産
日
録

・h

そ
の
区
域
の
住
民
相
互
の
述
絡
、
環
境
の
触
配
備
、
集
会
施
設
の
維
持
什

m呼
良
好
な
地
域
社
会
の
維
持
及
び
形
成
に
資
す
る
地
域
的
な
共
同
活
動

を
叫
に
行
っ
て
い
る
v

』
と
を
記
載
し
た

A
頬

六
山
・
山
川
行
が
代
衣
打
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

A
．知

七
特
例
民
法
法
人
（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
閲
す
る
法
作

及
び
公
益
社
同
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施

第
四
組

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
行
刷
則

第
二
章

地
方
自
治

、
〔
現
行
法
規
三
九
九
〕
①
川

行
に
伴
今
関
係
法
作
の
整
備
等
に
閲
す
る
法
律
（
．
平
成
十
八
年
法
律
第
五

十
サ
）
筋
肉
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
民
法
法
人
を
レ
今
一
。
以
下

同
じ
。
）
が
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
川
に
則
定
す
る
必
可

を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
（
以
下
「
必
可
地
緑
川
体
」
と
い
う
。
以
下

川
じ
。
）
に
移
行
す
る
場
合
に
は
、
刷
税
特
別
的
問
法
施
行
令
（
附
和
三

十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
四
卜
開
条
の
二
第
一
川
に
則
定
す
る
総
務

大
胆
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
e

｝
と
を
明
ら
か
に
す
る
川
知

八
特
定
一
般
社
団
法
人
又
は
特
定
一
般
財
団
法
人
（
地
方
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
作
第
二
百
二
十
六
日
可
）
附
則
第
四
十
一
条
第
三
瓜
に
制
定
す
る

特
定
一
般
社
同
法
人
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
定
一
般
財
団
法
人
を
レ

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
認
可
地
縁
団
体
に
移
行
す
る
場
合
に
は
、
地
方
税

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
附
則
第
二
十
三
条

第
七
瓜
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
山
止
め
る
基
準
を
満
た
す
事
｝
と
を
明
ら
か

に
す
る
刀
類

2

前
．
取
の
申
請

A
並
び
に
保
有
資
産
け
録
及
び
保
有
予
定
資
産
日
録
の
械
式

は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
：
・
泊
加
〔
平
成
三
年
同
月
自
治
令
一
一
一
け
〕
‘
．
瓜
・
：
・
部
改
正
〔
平
成
一

O
年
八
川
自

治
A
H
三
四
日

7
二
一
年
三
月
総
務
令
三
九
り
・
三
二
年
一
二
月
一
二
五
り
・
二
間
作
三
月
三
O
U〕

〔
地
縁
に
よ
る
同
体
を
認
可
し
た
場
介
の
作
一
ぷ
〕

第
十
九
条
地
方
自
治
法
第
三
百
六
十
条
の
二
第
十
川
に
制
定
す
る
内
示
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
中
l
必
各
サ
の
場
介
に

該
当
す
る
旨
を
明
示
し
た
上
で
当
該
各
り
に
定
め
る
引
瓜
に
つ
い
て
行
う
も

一
一
五
七
ノ
七



第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
市

地
方
自
治

の
と
す
る
。

イ

地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
ご
第
一
項
の
認
可
を
行
っ
た
助
合

名
称

規
約
に
定
め
る
目
的

区
域

ロノ、

主
た
る
引
務
所

代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

裁
判
所
に
よ
る
代
表
者
の
職
務
執
行
の
停
止
の
有
無
並
び
に
職
務
代

行
者
の
選
任
の
有
無
（
職
務
代
行
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
氏
名
及
び
住
所
〉

ト
代
理
人
の
有
無
（
代
即
一
人
が
あ
る
場
介
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
）

チ
規
約
に
解
散
の
事
由
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
事
由

リ
認
可
年
月
日

ヌ
前
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第
八
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各

号
の
民
一
準
を
満
た
す
と
き
は
、
そ
の
引
山

ル
前
条
第
一
瓜
第
七
号
又
は
第
八
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特

例
民
法
法
人

X
は
特
定
一
般
社
川
法
人
打
し
く
は
特
定
一
一
般
財
同
法
人

（
以
下
「
特
例
民
法
法
人
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
承
継
し
た
財
産
の
種

類
及
び
数
川

解
散
し
た
場
合
（
破
産
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

名
称

区
域

ー

－ 
ホA. イロ

r-

一
五
八

y、

主
た
る
事
務
所

前
算
人
の
氏
名
及
び
住
所

解
散
事
由

ーーホへ
解
散
年
月
日

消
算
結
了
の
川
場
合

イ

名
祢

口

l玉
城

主
た
る
事
務
所

泊
算
人
の
氏
名
及
び
住
所

ホ
消
算
結
了
年
月
日

間
的
こ
り
の
川
場
合
及
び
破
産
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
地
方
自
治
法
第

二
百
六
十
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
さ
れ
た
事
項
に
変
更

が
あ
っ
た
と
し
て
届
出
が
あ
っ
た
場
合

告
示
し
た
事
項
の
う
ち
変
更
が
あ
っ
た
事
項
及
び
そ
の
内
容

2

前
瓜
の
告
示
は
、
遅
滞
な
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
三
年
四
月
山
口
治
令
一
－
り
〕
．
一
刻
・
：
一
郎
改
正
〔
平
成
二

O
年
一
一
月

総
務
A
H
一
一
八
リ
・
二
一
年
一
二
川
一
一
一
九
日
リ
・
一
一
二
年
三
月
三
託
り
〕

〔
告
示
引
項
の
変
更
に
つ
い
て
の
届
出
〕

第
二
十
条
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
届
出

は
、
認
可
地
縁
団
体
の
代
表
者
が
、
印
刷
出
書
に
告
示
さ
れ
た
事
項
に
変
更
が

あ
っ
た
行
を
証
す
る
川
知
を
添
え
、
当
時
以
認
可
地
縁
間
体
の
区
域
を
包
括
す

る
市
町
村
の
長
に
対
し
行
う
も
の
と
す
る
。

ノ、ーー

〔
現
行
法
規
三
九
九
〕
①
川

P
 



a、

前
瓜
の
場
合
に
お
い
て
、
特
例
民
法
法
人
等
か
ら
認
可
地
緑
同
体
に
移
行

し
た
団
体
の
代
表
者
は
、
解
散
し
た
特
例
民
法
法
人
等
の
残
余
財
産
の
全
部

を
取
得
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
・
｝
と
。

3

第
一
項
の
届
山
川
の
様
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

取
条
・
：
追
加
〔
平
成
三
年
四
月
日
治
A
H

一
一
り
〕
、
二
川
：
・
一
郎
改
正
・
二
瓜
：
・
泊
加
・
川
二

羽
・
：
一
都
改
正
し
三
項
に
線
下
〔
平
成
二
一
年
三
月
総
務
令
三
九
号
〕
、
一
・
ニ
瓜
：
・
一
部
改

正
〔
平
成
二
二
年
・
三
月
総
世
間
令
三
五
号
〕

〔
作
示
引
羽
の
は
叫
川

A
の
請
求
〕

第
二
十
一
条
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
十
二
項
に
規
定
す
る
請
求

は
、
必
求
者
の
氏
名
及
び
住
所
、
前
求
に
係
る
団
体
の
名
祢
及
び
事
務
所
の

所
在
地
を
記
載
し
た
証
明
快
川
交
付
訓
求
川
を
市
町
村
長
に
拠
出
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

2

市
町
村
長
は
、
第
十
九
条
（
第
一
項
第
一
号
ル
を
除
く
。
）
に
削
仰
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
台
帳
を
作
成
し
、
前
項
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
末
尾
に

版
本
と
削
過
な
い
日
を
記
載
し
た
台
帳
の
写
し
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

’w
 

3

前
項
の
台
帳
の
隊
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
・
・
・
迎
加
〔
平
成
三
年
四
月
－
M
治
令
－
一
け
〕
．
二
羽
・
：
一
郎
改
正
〔
平
成
二
一
年
三
川
総

務
A
H
三
九
号
〕

〔
規
約
変
更
の
認
可
申
請
〕

第
二
十
二
条
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
刷
用
約

の
変
．
史
の
認
可
の
山
・
泊
は
、
巾
山
川

A
に
、
規
約
変
更
の
内
容
及
び
埋
山
を
記

載
し
た
川
知
並
び
に
当
該
規
約
変
史
を
総
会
で
議
決
し
た
ニ
と
を
証
す
る
川

2 

第
四
編

第
二
車

地
方
自
治
法
施
行
規
則

地
方
制
度

地
方
自
治

、
〔
現
行
法
規
三
九
九
〕
①
川

知
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
申
品
川
の
隊
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
＝
一
年
阿
川
内
約
A
H

一一
H
U
H

一
刷
：
・
一
郎
改
正
〔
平
成
三

O
年
一
－

nM

総首相
A
H

一
一
八
り
〕

〔
特
別
区
等
へ
の
適
川
〕

第
二
十
三
条
こ
の
省
令
中
市
に
閲
す
る
規
定
は
特
別
区
に
閲
す
る
規
定
、
市

長
に
閲
す
る
規
定
は
特
別
区
の
区
長
に
閲
す
る
矧
定
と
み
な
す
。

川
二
五
条
：
・
鍬
上
〔
附
制
二
五
年
五
月
総
則
令
一
問
り
〕
．
本
条
・
：
一
一
郎
改
正
〔
附
相
コ
二
年

一
二
月
総
仰
い
令
八
九
H
勺
〕
、
山
一
七
条
・
：
鍬
下
〔
平
成
三
年
四
月
自
治
A
M

－
－
号
〕

〔
広
域
連
合
の
事
務
の
監
査
の
請
求
に
係
る
個
別
外
部
監
査
の
訪
求
へ
の
準

川〕

第
二
十
三
条
の
二
第
十
七
条
の
十
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一

条
の
六
第
一
羽
に
お
レ
て
準
刑
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
た
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
川
す
る
川
法
第
七

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
域
迎
合
の
明
務
の
監
査
の
訓
求
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
中
「
地
方
自
治
法
施
行

令
第
百
七
十
四
条
の
間
十
九
の
三
十
三
第
一
川
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
向
治

法
施
行
令
第
二
百
十
六
条
の
五
」
と
、
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の

三
十
九
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
」
と

読
み
帥
問
え
る
も
の
と
す
る
。

本
条
・
：
泊
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
－
H
治
A
H
三
問
り
〕

附

則

一
一
五
九



第
四
編

第
二
市

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

地
方
制
度

〔
施
行
期
日
〕

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
ニ
れ
を
施
行
す
る
。

〔
内
務
省
令
の
廃
止
〕

第
二
条
東
京
都
制
施
行
規
則
〔
昭
和
一
八
年
六
月
内
務
省
令
第
五

O
号〕、

道
府
県
制
施
行
則
則
〔
大
正
一
五
年
六
月
内
務
計
令
第
一
八
H

げ
〕
、
市
制
町

村
制
施
行
規
則
〔
大
正
一
五
年
六
月
内
務
省
令
第
一
五
日
午
、
明
治
三
十
五

年
内
務
付
令
第
三
日
（
道
府
県
臓
は
服
務
規
作
）
、
明
治
四
十
四
年
内
務
付

令
第
十
四
号
（
市
制
第
八
十
二
条
第
一
項
の
市
の
指
定
の
件
）
、
明
治
四
十

四
年
内
務
付
令
第
十
六
り
（
市
町
村
臓
日
服
務
規
作
）
及
び
附
和
十
八
年
内

務
省
令
第
五
十
一
号
（
東
京
都
職
此
服
務
規
作
）
は
、
ニ
れ
を
廃
止
す
る
。

〔
必
要
純
白
の
前
金
払
の
川
合
〕

第
三
条
公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
工
事
一
件
の
制
負
代
金
の
額
が
五

十
万
円
以
上
の
土
木
建
築
に
閲
す
る
工
引
（
土
木
建
築
に
閲
す
る
工
事
の
設

計
及
び
訓
査
技
び
に
土
木
旭
築
に
山
す
る
工
事
の
川
に
供
す
る
e

』
と
を
日
的

と
す
る
機
械
知
の
製
造
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
川
じ
。
）
に
お
レ
て
、

当
該
工
恨
の
材
料
問
、
労
務
費
、
機
械
捺
具
の
目
的
料
、
機
械
購
入
費
（
当

該
工
事
に
お
い
て
償
却
さ
れ
る
割
合
に
相
当
す
る
額
に
限
る
。
）
、
動
力
賀
、

支
払
迎
目
、
修
縮
問
、
仮
設
問
、
労
働
者
災
計
補
償
保
険
料
及
び
保
杭
料

（
第
三
．
取
に
お
い
て
「
材
料
代
等
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
制
と
し
て
必

要
な
続
的
の
前
金
払
の
制
作
は
、
こ
れ
ら
の
純
白
の
阿
川
を
超
え
な
い
純
川

内
と
す
る
。

2

東
日
本
大
成
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太

平
洋
沖
地
伎
及
び
こ
れ
に
伴
う
．
肱
子
力
発
電
所
の
引
故
に
よ
る
災
告
を
い

,... 

一六

O
（
3
一
一
六
二
）

う
。
）
に
際
し
災
百
救
助
法
（
附
和
二
十
二
年
法
作
節
目
卜
八
叫
ザ
）
が
適
川

さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
（
点
京
都
の
区
域
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
被
災
市
町
村
の
区
域
」
と
い
う
。
）
に
お
い
I

て
施
行
す
る
公
共
工
引
（
当

該
公
共
工
引
が
施
行
さ
れ
る
区
域
が
被
災
市
町
村
の
区
域
と
そ
れ
以
外
の
区

域
に
ま
た
が
る
も
の
を
合
む
。
）
に
型
す
る
緑
町
に
つ
レ
て
の
前
．
机
の
則
定

の
適
川
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
制
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
割
」
と
す

る。

3 

公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
工
事
一
件
の
請
負
代
金
の
額
が
五
十
万

川
以
上
の
上
木
辿
築
に
閲
す
る
仁
引
で
あ
っ
て
、
次
の
各
け
に
拘
げ
る
．
怯
作

に
該
当
す
る
も
の
に
お
レ
て
、
当
該
工
恨
の
材
料
白
等
に
相
当
す
る
傾
と
し

て
必
．
裂
な
純
伐
に
つ
い
l

て
、
前
二
羽
の
純
開
内
で
既
に
し
た
前
金
払
に
追
加

し
て
す
る
前
金
払
の
割
合
は
、
当
該
経
費
の
二
割
を
超
え
な
い
範
凶
内
と
す

る。

工
則
の
二
分
の
一
を
経
過
し
て
レ
る
ニ
と
。

工
院
長
に
よ
り
工
期
の
二
分
の
一
を
経
過
す
る
ま
で
に
実
施
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る
当
該
工
引
に
係
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
1

る
こ
と
。

三
既
に
行
わ
れ
た
当
該
工
引
に
係
る
作
業
に
要
す
る
経
刊
が
請
負
代
金
の

制
の
二
分
の
一
以
上
の
制
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る

e

｝と。

本
条
・
：
泊
加
〔
附
仰
向
九
年
一

O
川
内
約
A
M
一
一
一
七
円
〕
‘
一
川
・
・
・
．
郎
改
正
・
二
刷
・
：
泊
加

〔
平
成
一
一
年
一
一
月
自
治
令
問
り
〕
．． 
瓜
・
：
一
係
改
正
・
二
瓜
：
・
泊
加
・
川
二
瓜
：
・
一
部
位

正
し
三
瓜
に
繰
下
〔
平
成
二
三
年
四
月
総
務
令
四
三
号
〕

附
則
〔
昭
利
二
二
年
一
二
月
二
九
日
内
務
省
令
第
四
ニ
り
〕

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但

〔
現
行
法
制
三
九
九
〕
①
川

P
 



a、

し
、
市
町
村
政
入
歳
出
予
知
附
悼
式
及
び
継
続
伐
の
年
則
及
び
支
出
方
法
隙
式
祐
一

ぴ
に
都
道
府
県
歳
入
歳
出
予
算
様
式
の
改
正
に
関
す
る
部
分
は
、

昭
和
二
十
三

年
度
分
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
一
条

ス
v
。

問す

則
〔
附
仰
二
三
年
じ
月
一
三
日
総

m山川
A
H
筑
間
六
乃
〕

沿

革

附

利

二

五

年

五

川

一

日

総

m的
AHm一
凹
号
〔
地
方
自
治
法

飽
行
組
問
の
一
部
を
改
正
す
る
総
m
m．
府
令
附
則
二
項
に
よ
る
改

正一『

附
利
二
冗
年
江
月
四
日
総
見
山
川
A
H
第
一
六
川
げ
〔
地
方
自
治
法

施
行
渋
川
の
一
郎
合
改
正
す
る
総
州
．
山
川
A
H
附
則
二
川
引
に
よ
る
改

正〕

こ
の
命
令
は
、

昭
和
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す

第
二
条
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
医
す
る
法
律
（
附
和
二
十
三
年
法
律
第
百

七
十
九
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
区
域
変
更
に
閲
す
る
投

現
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定

を

m
mす
る
。

②
市
町
村
区
域
変
更
訓
求
力
、
市
町
村
区
域
変
史
的
求
代
表
者
説
明
刀
、
市

町
村
区
域
変
更
前
求
者
特
名
簿
、
市
町
村
区
域
変
更
別
求
羽
名
収
集
委
任

状
、
市
町
村
区
域
変
更
前
求
署
名
収
集
委
任
届
出
古
、
市
町
村
区
域
変
更
前

求
将
名
得
査
録
及
び
市
町
村
区
域
変
更
訓
求
将
名
収
集
証
明
刀
は
、
地
方
自

治
法
施
行
規
則
第
九
条
の
規
定
に
準
じ
て
こ
れ
を
別
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。・
しM

・

一
．
瓜
：
・
泡
加
・
川
一
瓜
・
：
－
部
改
正
し
二
．
瓜
に
線
下
〔
附
和
二
五
年
五
月
総
m
m
h
H
一聞けげ〕‘

ニ
瓜
・
：
一
部
改
正
〔
附
卯
ご
五
年
五
川
総
m
A
H

一
六
H
リ〕

第
三
条
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
三
年
政

第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
行
規
則

地
方
自
治

第
二
市

角
。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

令
第
二
百
四
n
V
）
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
訓
求
の
盛
田
又
は
な
比
の
要

旨
は
、
千
字
以
内
と
す
る
。

附
則
〔
附
利
二
四
年
三
月
二
四
日
総
思
庁
A
H
第
二
ハ
り
〕

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
似
し
、
地
方
公
共
同
体
政
入
歳

出
予
算
機
式
及
び
地
方
公
共
同
体
歳
入
歳
出
決
算
機
式
に
関
す
る
部
分
は
、
昭

和
二
十
四
年
度
分
か
ら
適
用
す
る
。

附
則
〔
附
卯
一
二
凶
作
中
一
二
川
一
六
日
総
則
前

AHm二
九
乃
〕

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

阿す

則
〔
附
初
二
五
年
五
月
－
日
総
思
府
令
第
一
間
ひ
抄
〕

こ
の
山
川
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
間
利
二
五
年
五
月
間
日
総
m話
会
主
ム
ハ
り
抄
〕

ー
こ
の
府
令
は
、
附
和
二
十
五
年
五
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
附
仰
二
五
年
八
月
二
五
日
総
践
的
令
郊
二
九
り
〕

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
附
仰
二
六
年
五
刀
一
六
日
総
花
的
A
H
第
二

O
り〕

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。のの

J(.f附府附
令令
は 則 は

11a IJ{;i 

羽l 一二布l
七二

T十
百七- :{F 
E~ )L 
珪月
F(f 一
定日
宍か
l引ら
ぷ施

行
す
る

則
〔
附
仰
二
七
年
八
月
一
九
日
総
則
的
令
姉
冗
八
け
〕

公
布
の
日
か
ら
、
施
行
す
る
。
〔
後
略
〕

問す

則
〔
附
卯
二
九
年
六
月
二
五
日
総
略
的
A
H
第
三
七
り
〕

．品－
J、



第
四
制

地
方
制
度

第
二
市

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

こ
の
府
令
に
よ
る
別
記
の
地
方
公
共
団
体
歳
入
歳
出
予
算
様
式
（
以
下
こ

の
附
則
に
お
い
て
「
予
算
織
式
」
と
い
う
。
〉
中
の
歳
出
そ
の
一
予
材
料
科

目
及
び
説
明
制
目
の
慨
目
の
去
の
改
正
規
定
は
、
都
道
府
県
の
間
に
あ
っ
て

は
間
利
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
、
市
町
村
の
間
に
あ
っ
て
は
附
和
三
十
年

四
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但

し
、
予
算
版
式
歳
出
そ
の
一
予
算
科
目
及
び
説
明
種
目
の
慨
目
の
去
の
市

町
村
の
側
の
改
正
則
定
以
外
の
予
は
隊
式
に
係
る
改
正
規
定
は
、
附
和
二
十

九
年
度
分
の
地
方
公
共
同
休
の
予
鋭
か
ら
、
別
犯
の
地
方
公
共
同
体
放
入
政

出
決
斜
線
式
の
改
正
規
定
は
昭
和
二
十
八
年
度
分
の
地
方
公
共
団
体
の
歳
入

歳
出
決
鮮
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
二
十
九
年
度
分
に
限
り
、

都
道
府
県
の
側
の
目
の
問
中

ご

道

府

県

民

税

二

事

業

税

三
不
動
産
取
得
税

問
道
府
県
た
ば
こ
消
白
税

五
川
以
来
施
設
利
川
税

六
遊
興
飲
食
税

七

自

則

市

税

八

鉱

区

税

九
狩
猟
者
悦

一O
何
税

2 

,... 

改
正
後
の
予
算
様
式
の
う
ち
、
歳
入
の
表

lま

ご

道

府

県

民

税

二

事

業

税

三
不
動
産
取
得
税

問
辺
府
以
た
ば
こ
消
沈
税

五

入

助

税

六
娯
楽
施
設
利
用
税

七
遊
興
飲
食
税

八

自

動

市

税

九

鉱

区

税

一O
狩
猟
者
税

二

何

税

と

「一一

款
項
目
の
制
中

地
方
議
与
税

与
税

は

地
方

3" 
税

と
読
み
的
え
る
も
の
と
す
る
。

一
一
六
四

入
場
説
与
税

担！｛

発
ill! 
ii~ 
当．
税

入
場
誠
与
税

’ヘ川
d
R

；
l
i
 

入
助
訓
与
税

H
e－
m良
4r

u判
r
q
フ・、
t
T
u
t

－

税」

附

則

〔

附

初

三

O
年
一
ニ
ヨ
言
百
総
硯
山
川
令
第
六
三
号
］

l
・
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
年
度
分
の
地
方
公
共

間
体
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。

2

昭
和
三
十
年
度
に
限
り
、
改
正
後
の
（
別
記
）
中
地
方
公
共
団
体
政
入
段

出
予
算
様
式
の
う
ち
予
算
科
目
及
び
説
明
税
目
の
概
目
の
歳
入
の
表
の
都
道

府
県
の
聞
の
玖
．
瓜
自
の
側
中

「
三
地
方
交
付
一

税

一

一

地
方
交
付

税

自！
 

交JIJ臨
付政II与
金特j血
別方

地
方
交
付
税

と
あ
る
の

地
方
交
付
税
」

地
方
交
付
税

地
方
交
付
税

金政臨
特II与
別j也
交方
付JI~・。

〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

，ー



a、

lま

付特た
金別ば

j也こ
方事
配売

五

た
ぱ
ザ
｝

W

4

・Hu
h坦凶
e
d
H
U
L
H

－

－Fhyル
T
U
H
H
U
U町

方
配
付
金

l叫

公
営
企
業
及
び
財

政
収
入

五

分
担
金
及
び
負
組

金

／、

使
川
料
及
び
手
数

収
小

－七

店1
fill 
支

金

tm 

寄
附
金

と
あ
る
の
は

八

繰
入
金

。
繰
越
金

雑
収
入

部
（
道
府
県
）

「

と
、
同
去
の
市
町
村
の
制
の
放
項
目
の
制
中

第
四
編

地
方
制
度

第
二
部

金政臨
特時
別地
交方
｛寸財

と
、
放
の

た
ば
e

｝
川
中
売

れ
》
J
e
d
H
1
L
H”干・マ
J
1

・
H凶

作
h
r
u
h
H
U
H
ペ

J
i耳
川

付

金

」

「
ム
ハ

公
営
企
業
及
び
財

政
収
入

－七

分
担
金
及
び
負
担

金

八．

料使
用
料
及
び
手
数

)L 

岡
山
支
出
合

。
寄
附
金

繰
入
金

繰
越
金

雑
収
入

税j也
方
交配i者l~
付（

一一一一 辺
- J付

i国

地
方

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

父
付
税

交
付
税

山
出

h
Jふ
う

a河
U
汁
ー
吋

S
ノ
H
H
H

別
交
付

と
あ
る
の
は

地
方
交
付
税
」

地
方
交
付
税

臨
時
地
方
財

政
特
別
交
付

金

」

と
、
放
の
問
中 ‘7

 

0
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

地
方
交
付

税

四

交Ht11i¥fr
付政時
金特地
別方

~政臨
特H寺

地
方

！山

公
営
企
業
及
び
財

政
収
入

五

分
担
金
及
び
負
担

金

I¥ 

夫
役
及
び
現
品

－七

使
川
料
及
び
手
数

小
P
「

人

国
防
支
出
金

)L 

加
（
泊
府
以
）
支

山
金

。
計f
附
金

繰
入
金

総
越
金

雑
収
入

！国

市
（
町
村
）
似
」

一
二
ハ
五



第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
軍

五．

i!i'I公
l以？；？
入金
業
及
び
lit 

ー皐．． 
/¥ 

分
担
金
及
び
負
担

金

七

夫
役
及
び
現
品

j¥ 

使
用
料
及
び
手
数

以
P

)L 

回
開
支
出
金

と
あ
る
の
は

と
抗
み
筒
え
る
も
の
と
す
る
。

。
支部
,J¥,-... 
金治
i何
Ill 
J川、ー
、＿＿，

寄
附
金

繰
入
金

繰
越
金

l目

雑
収
入

一
五
市
（
町
村
）
似
」

附
則
〔
附
加
三
一
年
五
月
八
日
総

m附
令
郷
三
三
H

り〕

こ
の
附
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
問
自
－
一
一
年
二
一
月
六
日
総
剛
山
府
令
知
八
九
り
〕

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
歳
入

歳
出
予
算
様
式
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
三
十
二
年
度
分
か
ら
適
用
し
、
繰
越

計
算
計
織
式
及
び
地
方
公
共
団
体
歳
入
歳
出
決
斜
線
式
に
関
す
る
部
分
は
、
附

和
三
十
一
年
度
分
か
ら
適
用
す
る
。

附
則
〔
問
和
三
三
年
三
刀
二
日
総
mm山
川
令
第
二
号
〕

~ 

一
一
・
穴
占
ハ

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
附
和
三
十
二
年
度
分
の
地
方
公
共

同
体
の
予
知
か
ら
適
川
す
る
。

附
則
〔
附
初
三
三
年
五
日
二
一
日
総
間
信
A
H
第
四
六
号
〕

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
地
方
公
共
同
体
歳

入
歳
出
予
符
織
式
に
閲
す
る
部
分
は
昭
和
三
十
三
年
度
分
か
ら
、
地
方
公
共
同

体
歳
入
歳
出
決
算
様
式
に
関
す
る
部
分
は
昭
和
三
十
二
年
度
分
か
ら
適
川
す

。
る

附
則
〔
附
利
三
六
年
間
月
三
O
日
自
治
省
令
第
九
り
妙
〕

（
施
行
則
日
）

こ
の
特
令
は
、
〔
中
略
〕
附
利
三
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
間
利
三
七
年
九
月
二
九
日
自
治
安
刊
第
二
一

η〕

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
附
加
三
八
年
四
月
一
日
自
治
中
日
A
H
第
三
一
口
妙
〕

（
施
行
問
日
〉

ニ
の
省
令
は
、
〔
中
略
〕
狩
猟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

八
年
法
作
第
二
十
三
号
）
の
施
行
の
日
〔
附
和
三
八
年
六
月
一
五
日
〕
か
ら

施
行
す
る
。

附
則
〔
附
和
三
八
年
九
月
間
日
自
治
安
治
二
六
り
〕

こ
の
省
令
中
予
算
に
閲
す
る
改
正
規
定
は
昭
和
三
十
九
年
一
月
一
日
か

ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
改

正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中

予
持
及
び
決
算
に
係
る
郎
分
は
、
附
和
三
十
九
年
度
の
予
針
及
び
決
例
外
か
ら

適
用
す
る
。

。
〔
法
則
九
三
五
三
〕
①
川

舟



a‘ 

2 

新
規
則
別
記
予
鮮
に
関
す
る
説
明
古
川
仰
式
歳
入
歳
出
予
算
引
項
別
明
制
力

中
前
年
度
予
算
制
又
は
前
年
度
の
側
は
、
間
利
三
十
九
年
度
に
限
り
、
記
械

を
省
附
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
〔
昭
狗
三
八
年
二
一
月
二
七
日
自
治
省
令
第
三
五
号
〕

（
施
行
則
日
）

こ
の
特
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
指
山
〉

改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
第
一
羽
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
利
三
十
八
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
聞
は
、
同
項
の
表
中
「
第
百
四
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
五
十
九
条
の
二
」
と
し
、
新
規
則
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
附
和
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
中
「
郊

百
七
十
二
条
第
一
羽
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
の
＝
ご
と
、
「
必
援

な
措

m訓
求
苫
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
長
、
四
引
若
し
く
は
股
引
又
は
引
業

同
の

m
uの
迎
法
又
は
不
当
な
行
為
の
制
限
又
は
然
止
に
閲
す
る
拙
山
川
求

古
」
と
し
、
新
規
則
別
記
的
目
的
求
古
川
悼
式
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三

十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
様
式
中
「
地
方
自
治
法
第
三
百
十

四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
四
十
二
条
第
一
．
取
」
と
あ
る
の
は

「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
仰
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
九
十
九

号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
瓜
」
と
す
る
。

則
〔
問
削
問
O
年
五
刀
｝

O
n自
治
約
令
第
一
冗
け
〕

2 

阿す第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
車

地
方
自
治

、
。
〔
法
制
九
三
五
三
〕
①
川

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

〔

m
m問
一
年
二
月
一
五
日
自
治
行
令
第
二
ひ
妙
〕

（
施
行
則
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
昭
利
問
一
年
五
月
三
O
H自
治
行

AH第
二
乃
妙
〕

（
施
行
則
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
後
略
〕

附
則
〔
附
仰
川
一
年
七
月
五
日
自
治
行

AHm一
間
ワ
抄
〕

（
施
行
則
日
）

こ
の
省
令
〔
中
略
〕
は
同
年
〔
昭
和
凶
二
年
〕
凶
月
一
日
か
ら
施
行
す

る。

5 

前
羽
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
五
の

規
定
及
び
別
記
継
続
政
繰
越
計
狩

3
械
式
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
の
予
算
及

び
決
鮮
か
ら
適
用
す
る
。

附
則
〔
附
仰
問
｝
年
八
川
一
七
日
自
治
行
令
第
一
九
り
妙
〕

こ
の
省
令
は
、
附
利
四
十
一
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
昭
和
四
三
年
二
月
一
日
自
治
安

H
S三
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
昭
如
凹
問
年
四
月
一
四
日
自
治
行
令
郊
一

O
U〕

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
符
令
の
施
行
の
隙
現
に
そ
の
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
る
山
傍
訓
求
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

ワ

一
六
七



第
四
編

地
方
自
治
法
施
行
規
則

地
方
制
度

第
二
市

地
方
自
治

附
則
〔
附
利
問
問
年
一
二
月
五
日
向
治
行
令
第
三
一
一
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
附
制
阿
六
年
一
H
H
二
三
日
自
治
省
令
第
六
円
抄
〕

（
施
行
期
日
）

4

｝
の
省
令
は
、

品
リ刷阿

附
和
四
十
六
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

則
〔
昭
利
四
六
年
七
月
五
日
自
治
符
令
第
一
三
号
抄
〕

沿
革
附
制
問
七
年
八
川
三
一
日
自
治
作
A
H
第
二
一
り
〔
地
方
巡
路
白
川

ぶ
税
法
施
行
削
崎
川
匂
の
一
部
を
改
正
す
る
約
A
H
附
則
三
条
に
よ
る

改
正
〕

附
利
五
八
年
一
一
一
月
一
七
日
自
治
省
令
第
二
九
り
〔
地
方
税
法
施

行
規
則
等
の
一
郎
を
改
正
す
る
省
令
四
条
に
よ
る
改
正
〕

市
ド
成
一
三
年
六
月
じ
日
総
務
省
令
第
八
附
け
り
門
地
方
道
路
市
峨

いU
J
d

税
法
施
行
削
明
則
及
び
内
動
取
引
叫
川
市
開
ド
ナ
税
法
脳
行
縦
則
の
一
郎

を
改
正
す
る
省
令
二
条
に
よ
る
改
正
〕

7 

〈
施
行
則
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
白
治
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
的
自
）

前
川
引
の
焼
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
刷
則
別
記
織
入
歳
山
予

算
の
款
．
取
の
区
分
及
び
日
の
区
分
の
歳
入
の
表
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
和
四
十

六
年
度
分
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
目
の
区
分
に
つ
い
て

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
同
去
の
市
町
村
の
放
の
欄
及
び
的
考
l

中
「

N

E

雲
母
担
論
選
同
4
4
ゆ
」
と
あ
る
の
は
「

N

E

翠
世
出
日
協
中

器
同

q
m一
塁
否
定
論
議
w
M
4
4
ゆ
」
と
、
同
去
の
市
町
村
の
項
及
び
目
の
欄
並

び
に
備
考
l
中

「
一
］
蜘
警
官
認
論
議
制
之
一
一

E
曇
奇
想
お
器
w
M
4
4

一
と
あ
る
の
は

ゆ

ご

~ 

考
l
小

る
の
は

る －－、

!'-' 回目

ゆE Iill-
主主 主主
官官
湾出
4iffi 凶
器誌
〉卦 4n"
4 ~ 

ーーー， ・園園、

E』ト.：：＞ -

話
回
ι
～
ぃ
ト
”
一
期
中
選

信
凶
出
畏
忌
布
器

剖
芸
辻
U

二
期
併
諮

E
凶
皆
同
世
田
巳
拠
物
語

一
一
六
八

ゆE Ii!} 

－一一 塁塁

~ ：る
お i己
主主 訟
〉効 '-Irr
4 器

と

liij 
表
制ii

認
出
ζ

～
ぃ
ト
掛
川
叫
・
翠

荏
凶
出
器
越
川
刷
・
諮

出
一
岳
辻
U
F

訟
h
h
．、患

E
陶
器
冊
岡
忠
誠
何
・
諮

本
浬
～
H

ト
越
川
同
・
詔

荏
社
民
畏
訟
中
選

出
一
号
辻
U
F

訟
何
γ

諮

と
あ

と
す

t、コ

本
国
ι
～H
ト
掛
川
明
器

旧
四
項
：
・
五
項
に
総
ド
〔
悶
利
四
七
年
八
月
自
治
令
二
一
号
〕
、
旧
五
．
瓜
：
・
六
．
取
に
繰
－
ト
〔
昭

和
五
八
年
一
二
月
山
治
令
二
九
号
〕
、
川
六
割
・
：
七
．
的
引
に
線
下
〔
平
成
一
三
年
六
月
総
務
令
八

阿
げ
〕

附
則
〔
附
削
川
六
年
九
月
八
日
自
治
行
令
第
一
八
り
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
附
利
問
七
年
九
月
一
－

δ
日
自
治
省
令
第
二
六
サ
抄
〕

（
施
行
則
日
）

，
｝
の
省
令
は
、

E』

信
社
出
翠
忌
何
・
選

ム

剖
荏
辻
討
議
叫
・
選

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

鼻



a、
附
則
〔
附
仰
向
八
年
六
川
一
一
一

O
日
山
治
山
中
川
A
H
m
山
一
・
じ
り
抄
〕

（
施
行
期
日
）

！
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
附
初
四
九
年
三
月
＝

δ
日
自
治
約
A
H
m
九
む
妙
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
問
削
問
九
年
－

O
M
一
七
日
山
的
行
A
H
約
三
七
り
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

〔

附

州

五

O
年
二
月
六
日
自
治
山
中
日
A
H
m

一リ〕

l

こ
の
特
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
別
記
予
算
に
関
す
る

説
明
古
川
保
式
中
給
与
政
明
細
古
に
閲
す
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
年
度
の
予
鈍

か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
昭
和
五
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
議
会

に
鎚
出
さ
れ
る
給
与
沈
明
細
』
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
〔
附
初
日
九
O
年
九
川
二

O
H自
治
約
令
姉
二
ハ
け
げ
〕

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
附
和
五
一
年
一
二
月
三
一
日
自
治
行
令
筋
八
H
V
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
問
初
五
一
年
八
月
一
七
日
・
皇
制
作
令
第
二
五
号
抄
〕

l

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
昭
和
江
川
年
一
一
一
月
三
一
日
自
治
行
令
第
八
日
抄
〕

（
施
行
則
日
）

第
四
制

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
行
制
川

第
二
都

I也
11 
1三l
治

‘7
 

0
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

第
一
条
こ
の
行
令
〔
中
略
〕
は
同
年
〔
昭
利
五
四
年
〕
四
月
十
六
日
か
ら

〔
中
略
〕
施
行
す
る
。

附
則
〔
附
初
五
四
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第
九
乃
抄
〕

l

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
附
利
五
七
年
九
月
一
六
日
自
治
行
令
第
二

0
2

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
附
利
汀
一
九
年
八
川
一
七
日
自
治
行
A
H
筋
二
一
り
〕

l

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
行
令
の
胞
行
の
日
以
怖
に
お
い
て
附
利
五
十
九
年
度
の
予
算
に
閲
し

て
議
会
に
M
M
山
さ
れ
る
給
与
質
問
制
力
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
引
制
が
あ
る
場
合
に

限
り
、
ニ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
隊
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

〔

的

自

ハ

O
年
八
川
主
一
日
円
前
作

AHg一一一行〕

ニ
の
符
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
問
仰
心
ハ
一
年
一
日
一
八
日
自
治
日
H

郊
一
け
〕

こ
の
杓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

〔

mmハ
一
年
五
月
三

O
日
自
治
安
日
第
一
一
一
り
〕

こ
の
特
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
附
初
六
二
年
三
月
三
日
自
治
約
令
第
三

η抄〕

l

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
問
問
ハ
二
年
二
一
月
二
八
日
自
治
行
A
H
第
三
七
円
げ
妙
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
後

ご

六

九



第
四
編

第
二
市

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

地
方
制
度

附〕

附
則
〔
附
担
ハ
三
年
一
ニ

2
δ
H自
主
主
日
第
三
七
り
妙
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
杓
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
凶
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
後

附〕

附
則
〔
平
成
元
年
三
月
一
三
日
自
治
行
令
第
三
一
り
〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
二
年
二
川
一
一
一
日
自
治
小
川
A
u
m
二
け
】

こ
の
符
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
二
年
一
二
月
二
六
日
自
治
省
令
第
三
三
な
〕

l

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
平
成
二
年
度
の
予
算
に
関
し
て
設

会
に
提
出
さ
れ
る
給
与
党
明
細
刀
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
織
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
的
が
あ
る
喝
合
に
限

り
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
版
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
〔
平
成
三
年
三
月
一
一
一
O
H自
治
砂
川
令
指
九
日
り
抄
〕

〈
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
後
略
〕

附
則
〔
平
成
一
一
弔
問
川
二
日
自
治
行
令
筑
二

η妙〕

〈
施
行
則
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一
一
恒
三
万
二
四
日
自
治
約
A
H
第一一

δ
ワ〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

~ 

一
一
七
O

こ
の
特
令
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
平
成
三
年
度
の
予
知
に
聞
し
て
議

会
に
拠
出
さ
れ
る
給
与
政
明
細
川
山
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
織
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
引
制
が
あ
る
場
合
に
限

り
、
こ
の
行
令
に
よ
る
改
正
前
の
陣
式
に
よ
る
ニ
と
が
で
き
る
。

附
則
〔
平
成
六
年
七
月
八
日
向
治
山
中
川
谷
第
二
八
け
〕

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

四
十
八
号
）
附
則
第
一
瓜
た
だ
し

3
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
〔
平
成
六

年
七
月
一
九
日
〕
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
六
年
二
日
一
五
日
自
治
行
A
H
第
四
一
号
抄
〕

l

こ
の
省
令
は
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
二
号
〉
の
施
行
の
日
〔
平
成
六
年
二
一
月
二
五
日
〕
か
ら
施
行
す
る
。

8

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
及
び
故
山
裁
判

所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
そ
の
則
日
を
告

示
さ
れ
る
投
票
又
は
審
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の

則
日
を
告
示
さ
れ
た
投
京
又
は
前
世
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

｝
。r、

2 

附
則
〔
平
成
七
年
六
月
二

O
n自
治
行
令
第
二
一
日
抄
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
的
問
）

第
二
条
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

際
現
に
そ
の
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
る
直
接
的
求
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

－L
V
 

。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川
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a、
附
則
〔
平
成
七
年
三
一
月
二

O
U自
治
安
刊
第
三
六
号
妙
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
九
年
三
月
一
三
日
自
治
行
令
第
一
八
H
V
〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の

規
定
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
九
年
九
月
三

O
日
自
治
行
令
第
三
九
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
九
年
｝
二
月
一
九
日
自
治
中
村
A
H
筑
間
ニ
ザ
〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
ポ
成
一

O
年
一
月
一
一

δ
日
自
治
行
A
H
第
一
り
妙
〕

！
こ
の
省
令
は
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律

第
百
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

5

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
制
則
及
び
品
向
裁
判

所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
そ
の
期
日
を
告

示
さ
れ
る
投
民
又
は
帯
責
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の

期
日
を
告
示
さ
れ
た
投
票
又
は
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る。

附
則
〔
平
成
一

O
年
八
刀
流
目
白
強
行
令
指
三
四
日
〕

こ
の
特
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第

六
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
脳
行
の
日
（
平
成
十
年
十

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一

O
年
一
二
月
一
八
日
自
治
省
令
第
四
六
号
〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
立

句
。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

附
則
〔
平
成
二
年
二
月
一
七
日
自
治
行
令
第
四
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
二
年
三
日
三
日
自
治
小
川
A
H
第
一
花
け
抄
〕

沿
革
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
り
外
総
防
行
A
H
第
五
問
ワ
〔
地
方
特

例
交
付
金
に
閲
す
る
山
中
川
A
H
の
一
郎
合
改
正
す
る
行
A
H
に
よ
る
改

正〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
特
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

本
条
：
・
泊
加
〔
平
成
一
九
年
三
月
総
務
A
H
五
附
け
ザ
〕

附
則
〔
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第
二
ニ

2

こ
の
特
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
門
平
成
一
二
年
四
月
一
八
日
自
治
行
令
密
ニ
三
日
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一
二
年
九
月
一
同
一
日
自
治
行
令
筑
間
間
り
〕

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八

十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
三
平
一
月
二
日
総
務
行
令
第
五
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
三
年
度
の
予
算
か
ら
適
用

す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
五
後
の
別
話
予
仰
の
訓
恨
の
悌
式
第
5

去
は
、
平
成
十
二
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。

附
則
〔
平
成
一
三
年
六
月
七
日
総
務
科
会
川
八
四
り
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一
間
平
二
月
二
八
日
総
務
省
A
長
一
九
号
〕

（
施
行
則
日
）

一七



第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
市

こ
の
省
令
は
、
保
健
婦
助
産
財
布
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
〔
平

成
一
三
年
一
二
月
法
律
第
一
五
三
号
〕
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
出
）

2

ニ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治

法
施
行
規
則
別
記
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
日
の
区
分
を
基
準
と

し
て
議
会
に
拠
山
し
、
又
は
議
会
の
議
決
を
総
て
レ
る
予
持
及
び
こ
れ
に
閲

す
る
説
明
書
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
別

記
歳
入
歳
出
予
仰
の
款
項
の
区
分
及
び
目
の
区
分
を
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ

た
も
の
と
み
な
す
。

附
則
〔
平
成
一
四
年
三
月
一
一
一

O
H総
務
省
令
第
四
一
り
抄
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
行
令
巾
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か

ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
九
十
五
り
）
第
二
条
（
市
町
村
の
A
H

併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
レ
て
「
合
特
令
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
四
条
第
五

羽
」
を
「
第
七
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
〉
並
び
に
同
令

第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
四
条
第
問
項
」
を
「
第
七
十
四
条

第
五
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

合
特
令
第
一
条
第
二
項
又
は
第
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
告

，‘ 

一
一
七
一
ノ
二

2 
示
に
係
る
訪
求
代
表
者
証
明
書
又
は
同
一
請
求
代
去
者
証
明
力
に
係
る
前
求

に
係
る
署
名
簿
、
署
名
収
集
委
任
状
、
署
名
審
査
録
及
び
署
名
収
集
証
明
書

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
将
名
簿
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
二
条
の
規

定
の
施
行
の
目
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
合
特
規
則
の
制
定
に
よ

り
作
成
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
の
施
行
後
は
、
阿
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
合
特
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
署
名
簿
等
と
み

な
す
。前

項
の
規
定
に
よ
り
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
合
特
規
則
の
規
定

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
署
名
簿
及
び
署
名
収
集
証
明
市
並

び
に
第
三
条
の
則
定
の
施
行
の
日
前
に
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
郎
を
改

正
す
る
政
令
第
二
条
（
合
特
令
第
二
条
第
四
瓜
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定

（
「
第
七
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
七
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に
同
令
第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
開
条
第
四

項
」
を
「
第
七
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
合
特
令
第
一
条
第
二
項
（
同
令
第
九
条
の
二
に
お
レ

て
準
川
す
る
場
合
を
合
む
。
）
又
は
第
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
さ

れ
た
作
示
に
係
る
制
求
代
表
者
証
明
市
若
し
く
は
刷
一
前
求
代
衣
有
説
明
市

又
は
投
票
実
施
前
求
代
表
者
説
明
品
目
に
係
る
請
求
に
係
る
署
名
簿
及
び
署
名

収
集
証
明
市
の
う
ち
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
合
特
別
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条

の
規
定
の
施
行
後
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
合
特
規
則
の
規
定
に

よ
り
作
成
さ
れ
た
署
名
簿
及
び
署
名
収
集
証
明
書
と
み
な
す
。

附
則
〔
平
成
一
五
年
三
月
二
問
日
総
務
約
令
第
四
九
り
抄
〕

。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

~ 



a、

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一
五
年
八
月
一
一
九
日
総
務
計
令
第
二
一
り
〕

こ
の
符
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
〔
平
成
一
五
年
六
刀

法
作
第
八
一
川
リ
〕
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
九
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
ポ
・
成
－
五
年
一
二
月
て
五
日
総
務
行
令
第
一
問
日
比
り
〕

こ
の
符
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一
六
年
同
月
一
日
総
務
省
令
第
七
八
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
二
ハ
年
七
月
三

O
日
総
務
省
令
第
二
一
号
〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一
六
年
一
一
月
八
日
総
務
省
令
第
一
三
一
け
〕

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
六

年
政
令
第
三
百
附
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
一
月
十
日
）
か
ら

施
行
す
る
。附

則
〔
平
成
一
七
年
間
月
一
三
日
総
務
省
令
第
七
五
り
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
布
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過

m
m）

第
二
条
ニ
の
行
令
の
施
行
前
に
ニ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
－
H
治
法
施

行
川
胤
則
第
卜
二
条
の
三
の
ニ
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
と
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
確
認
し
た
同
項
に
規
定
す
る
実
施
計
附

は
、
‘
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
三
の

第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
章

句
。
〔
法
制
九
コ
一
五
三
〕
①
川

2 
二
第
一
瓜
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
向
通
地
方
公
共
川

体
の
長
が
確
認
し
た
同
項
に
規
定
す
る
実
施
計
州
と
み
な
す
。

附
則
〔
平
成
一
七
日
早
一
二
月
二
八
日
総
務
作
A
H
第
二
ハ
九
け
〕

こ
の
符
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
行
令
の
施
行
の
日
以
降
に
お
レ
て
、
平
成
十
七
年
度
及
び
一
平
成
十
八

年
度
の
予
算
に
関
し
て
議
会
に
拠
出
さ
れ
る
給
与
問
明
細
川
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
レ
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
局
合
に
限
り
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
陣
式
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

阿す

則
〔
平
成
一
八
年
一
一
月
二
二
日
総
務
省
令
第
一
三
九
号
〕

沿

草

川
T
成
一
九
年
一
月
一
一
一
一
日
号
外
総
務
省
令
第
四
号
〔
地
方
向
治

法
施
行
縦
則
の
一
郎
を
改
正
す
る
符
A
H
附
則
三
条
に
よ
る
改
正
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
一
条
中
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
及
び
川

令
第
十
二
条
の
凹
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
制
定
は
、
平
成
十
八
年
十
一

月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
出
納
長
及
び
収
入
役
に
閲
す
る
経
過
姉
間
）

第
二
条
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
作
（
平
成
十
八
年
法
作
第
五
十

三
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
納
長
又
は
収
入
役
が
な
お
従

前
の
例
に
よ
り
在
職
す
る
場
合
に
お
レ
て
は
、
第
一
条
の
則
定
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
、
別
記
放
出
予
算
に
係
る
節
の
区
分
の
去
及
び
別
必
予
算
に
関

一
七
一
ノ
三



第
四
編

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

地
方
制
度

第
二
市

す
る
説
明
書
様
式
給
与
費
明
細
書
の
l
の
備
考
l

〔
中
略
〕
は
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第
十
二
条
第
一
項
、
別
記

歳
出
予
算
に
係
る
仰
の
区
分
の
去
及
び
別
記
予
算
に
関
す
る
説
明

A
様
式
給

与
費
明
細
書
の

l
の
備
考
l
中
「
助
役
」
と
あ
る
の
は
、
「
副
市
町
村
長
」

と
す
る
。

本
条
：
・
一
郎
改
正
〔
平
成
一
九
年
一
川
総
務
令
問
り
〕

附
則
〔
手
成
一
九
年
一
月
一
三
日
総
務
劣
令
第
四
リ
抄
〕

沿
革
平
成
二

O
年
一

O
月
二
二
日
号
外
総
務
省
令
第
一
二
ハ
リ
〔
地
方

税
等
減
収
補
て
ん
臨
時
交
付
金
に
閲
す
る
省
令
附
則
三
条
に
よ
る

改
正
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
凶
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
別
記
歳
入
歳
出
予
算
の

放
瓜
の
区
分
及
び
日
の
区
分
の
特
例
〉

第
二
条
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

は
、
別
記
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
日
の
区
分
の
歳
入
の
表
都
道

府
県
の
欄
中

品

信
社
諜
霊
山
町
ヰ

ゆ

信
社
帯
主
M
M
4
4

ゆ

』
一
一
祉
課
宝
」
W
M

寺山町

~ 

と
あ
る
の
は

*>-

信
討
課
草
川
町
ヰ

ゆ

と
、
同
表
市
町
村
の
欄
中

と
あ
る
の
は

00 

信
社
帯
電
－
問
主

ゆ

－園、

00 

佳
世
話
室
時
二
斗

ゆ

信
辻
本
翠
凶
M
4
4

除

E屯

本国－

w
M
2ゆ

信
辻
本
翠

ω
M
2

ゆ

一
一
七
一
ノ
四荏

辻
本
草
刈

3
除

本
E
W
M
4
4
ゅ一」

比
防
法
話
宮
」
W
M

2
ゆ

’‘ 
。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川



a、
信
社
設
豆
w
M

－4

ゆ

信
社
諜
室
w
M

2
ゆ

t~ 

諜
浬
w
M
3
ゆ

話
回
ι

…竺
4
ゅ一」

と
す
る
。見

出
・
本
条
・
：
一
郎
改
正
〔
平
成
ニ

O
年
一

O
月
総
務
令
一
一
六
川
げ
〕

附
則
〔
平
成
一
九
年
二
月
一
一
一
一
日
総
務
小
H
A
H
m

一
同
り
妙
〕

l

こ
の
省
令
は
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

体
第
九
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成

十
九
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
規
定
、
次
項
の
矧

定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第

ご
十
九
号
）
の
則
定
及
び
附
川
第
三
瓜
の
剣
山
止
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
の

合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
四
十

三
号
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
〈
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
そ
の
則
日
を
公
示
さ
れ
、
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
又
は
投
出
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
則
日
を
公
示
さ
れ
、
又
は
告

示
さ
れ
た
選
挙
又
は
投
票
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
則
〔
平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日
総
防
砂
利
令
市
二
七
り
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
四
編

L
H
－a
I
d
H
リ・・と

U
H
q
4
メ
小
m
d
u
u

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
車

地
方
自
治

‘ヲ
〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

附
則
〔
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
総
務
行
A
H
第
五
四
日
抄
〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
九
年
度
分

の
地
方
特
例
交
付
金
か
ら
適
用
し
、
平
成
十
八
年
度
ま
で
の
地
方
特
例
交
付

金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則

〔

平

成

ニ

O
年
二
月
一
間
日
総
務
中
H
A
H
第
二
一

η〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

〔

平

成

ニ

O
年
・
じ
月
一
八
日
総
紛
れ
A
H
m
八
六
り
抄
〕

（
施
行
則
日
等
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
一

年
度
分
の
地
方
法
人
特
別
液
与
税
か
ら
迎
川
す
る
。
た
だ
し
、
附
川
知
凶
条

の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

〔

荒

川

二

O
年一

O
月
二
二
日
総
務
付
A
H
m

二
六
号
抄
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

〔

平

成

二

O
年
二
月
六
日
総
務
行
A
H
第
二
八
号
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
十
九
条
、
第
二
十
二
条
、
別
記
歳
出
予
算
に
係
る
節
の
区
分
（
第
十

五
条
関
係
）
、
別
記
巾
訓

3
隙
式
（
第
十
八
条
関
係
）
、
別
記
阿
出
川
悼
式
（
第

二
十
条
関
係
）
、
別
記
台
帳
隊
式
（
第
二
十
一
条
関
係
）
及
び
別
記
中
初
当

様
式
（
第
二
十
二
条
関
係
）
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
の
規
定
は
、

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
知
山
）

一
七
一
ノ
五



加
問
制

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
行
財
川

第
二
章

地
方
自
治

第
二
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
白
治
法
施
行
規
則
（
以
下
、
「
川
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
峠
づ

く
巾
訓
、
州
出
そ
の
他
の
手
続
及
び
川
刈
川
別
記
ム
H
脱
線
式
（
第
二
十
一
条

関
係
）
に
よ
り
調
製
さ
れ
て
い
V

る
台
帳
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
中
の
相
当
す
る
規
定
に
基
づ
く
も
の
と
み
な

す。

附
則
〔
平
成
二
一
年
一
二
月
一
三
日
総
務
自
A
H
m
二
一
六
月
抄
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
後

略〕

附
則
〔
平
成
一
二
年
三
月
一
二
一
日
総
務
付
令
抗
三
九
け
〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一
二
年
五
月
二
九
日
総
務
行
令
第
五
四
号
〕

l
こ
の
併
令
は
、
公
布
の

U
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
行
令
の
随
行
の
日
以
降
に
お
い
て
、
平
成
二
十
一
年
度
及
び
平
成
二

十
二
年
度
の
予
算
に
関
し
て
議
会
に
提
出
さ
れ
る
給
与
費
明
細
書
に
つ
い
て

は
、
ニ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
版
式
に
よ
る
ニ
と
が
で
き
な
レ
や
む
を
仰

な
レ
引
制
が
あ
る
助
合
に
限
り
、
こ
の
中
日
令
に
よ
る
改
正
前
の
隙
式
に
よ
る

e

｝
と
が
で
き
る
。

附
則
〔
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
五
号
〕

こ
の
付
令
は
、
平
成
一
一
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
二
三
年
間
月
二
七
日
総
務
中
刊
令
姉
刊
さ
り
〕

ニ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

,... 

一
一
七
二

附
則
〔
平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
総
務
行
令
第
二
一
号
〕

こ
の
省
令
は
、
地
方
向
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
作
〔
平
成
二
三
年
五
月

法
作
第
三
五
日
リ
〕
の
施
行
の

U
（
．
平
成
二

l
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る。

附
則
〔
平
成
二
三
年
一
二
月
二
六
日
総
務
省
令
第
二
ハ
九
号
妙
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
ニ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
総
務
省

2
雪

5
2

（
施
行
期
日
）

第
一
条
ニ
の
省
令
は
、
児
市
手
当
法
の
一
一
郎
を
改
正
す
る
法
印
〔
手
成
二
凶

年
三
刀
法
作
第
二
四
サ
〕
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
間
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
前
世
）

第
二
条
平
成
二
十
問
年
三
月
ま
で
の
川
に
、
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る

子
ど
も
手
当
の
支
給
に
閲
す
る
法
作
（
恨
成
二
十
二
年
法
作
第
十
九
H
V
）
第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
七
条
第
一

項
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別

的
内
法
（
ポ
成
二
十
三
年
法
作
第
百
七
り
）
第
十
六
条
第
一
瓜
の
則
定
に
よ

り
読
み
針
え
て
適
川
さ
れ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ

き
子
ど
も
手
当
に
関
し
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
規
則
別
記
歳
出
予
算
に
係

る
節
の
区
分
の
去
説
明
の
欄
中
「
日
同
情
出
」
と
あ
る
の
は
「
市
代
伊
情

出
」
と
必
み
的
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
〔
平
成
二
五
年
二
月
六
日
総
指
針
A
H
第
五
号
妙
〕

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

P
 



a、

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

〔
．
平
成
二
五
年
二
日
政
令
第
二
八
サ
〕
（
以
ド
「
改
正
令
」
と
レ
う
。
）
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
一
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
向
治
法
施
行
矧
則
の
一
郎
改
正
に
伴
う
経
過
抗
的
）

第
二
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
山
治
法
施
行
矧
則
第
九
条
か

ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
の
規
定
並
び
に
同
令
別
記
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡

（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
力
織
式
、
別
記
何
広
域
連
合

条
例
制
定
（
改
廃
）
訓
求

A
陣
式
、
別
口
山
部
（
何
辺
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）

町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
訓
求
代
ド
訳
者
証
明

A
悌
式
、
別
記
何
広
域

連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
代
表
者
証
明
主
様
式
、
別
記
都
（
何
道
府

県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収
集
委
任
状

様
式
、
別
記
何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
訓
求
将
名
収
集
委
任
状
版

式
、
別
記
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）

訓
求
将
名
収
集
証
明
快
川
幡
式
、
別
記
何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
訓
求

判
名
収
集
説
明
川
悌
式
、
別
必
郎
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕

事
務
監
査
請
求
刀
織
式
、
別
記
何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
古
隊
式
、
別
記

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
明
』

隙
式
及
び
別
記
何
広
域
迎
合
引
務
監
査
訓
求
代
ド
訳
者
説
明

A
械
式
は
、
こ
の

布
令
の
施
行
の
日
以
後
に
改
正
令
第
一
条
の
制
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
向

治
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第

九
十
一
条
第
二
項
（
新
令
第
九
十
九
条
、
第
百
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
六

条
、
第
百
一
一
十
一
条
、
第
二
百
十
二
条
の
二
、
第
二
百
十
二
条
の
四
、
第
二

第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
章

令〔
現
行
法
制
五
六
九
〕
①
川

百
十
三
条
の
二
、
第
二
百
十
四
条
の
二
、
第
二
百
十
五
条
の
二
、
第
二
百
十

六
条
の
三
及
び
第
二
百
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
作
一
市
が
行
わ
れ
る
山
岐
川
求
に
つ
レ
て
適
川
し
、
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
改
正
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方

自
治
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
レ
て
「
川
令
」
と
い
う
。
）

第
九
十
一
条
第
二
瓜
（
旧
令
第
九

1
九
条
、
第
百
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十

六
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
二
百
十
二
条
の
二
、
第
一
一
百
十
二
条
の
問
、
第

二
百
十
三
条
の
二
、
第
二
百
十
四
条
の
二
、
第
二
百
十
五
条
の
二
、
第
二
百

十
六
条
の
三
及
び
第
二
百
十
七
条
の
一
一
に
お
レ
て
市
川
す
る
場
合
を
合

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
た
山
接
請
求
に
つ
レ
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
別
記
投
票

川
紙
陣
式
の
一
及
び
別
記
投
民
川
紙
版
式
の
二
は
、
ニ
の
省
令
の
施
行
の
日

以
後
に
新
令
第
百
条
の
二
第
二
．
瓜
（
新
令
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
六
条
の

二
（
ニ
れ
ら
の
規
定
を
新
令
第
百
二
十
条
及
び
第
百
八
十
八
条
第
一
項
に
お

い
ト
て
準
川
す
る
場
合
を
合
む
。
）
、
第
一
山
二
十
条
、
第
川
八
十
八
条
第
一
．
瓜
並

び
に
第
二
百
十
三
条
の
四
、
第
二
百
十
四
条
の
三
及
び
第
二
百
十
五
条
の
三

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
令
第
二
百
十
五
条
の
六
に
お
い
［
て
準
用
す
る
場
合
を

合
む
。
）
に
お
い
て
叩
川
す
る
場
介
を
合
む
。
）
、
加
泊
九
条
の
三
第
二
瓜

（新
A
H
第
百
十
三
条
、
第
百
十
六
条
の
二
、
第
二
百
十
一
ニ
条
の
問
、
第
二
百

十
四
条
の
三
及
び
第
二
百
十
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
合

む
。
）
、
第
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
八
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
則
日
の
告
示
が
行
わ
れ
る
投
出
に
つ
い
l

て
適
川
し
、
ニ
の
省
令
の
施
行

一
一
七
三



第
四
制

地
方
制
度

第
二
市

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

一
七
四

の
日
の
前
日
ま
で
に
旧
令
第
百
条
の
二
第
二
項
（
旧
令
第
百
十
三
条
及
び
第

百
十
六
条
の
二
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
旧
令
第
百
二
十
条
及
び
第
百
八
十
八
条

第
一
瓜
に
お
い
て
部
川
す
る
場
合
を
合
む
。
）
、
第
百
二
十
糸
、
第
百
八
十
八

条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
十
三
条
の
問
、
第
二
百
十
四
条
の
三
及
び
第
二
百

十
五
条
の
三
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
旧
令
第
二
百
十
五
条
の
六
に
お
い
て
準
用

す
る
助
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
川
す
る
切
合
を
合
む
。
）
、
第
百
九
条
の

三
第
二
項
（
旧
令
第
百
十
三
条
、
第
百
十
六
条
の
二
、
第
二
百
十
三
条
の

問
、
第
二
百
十
凹
条
の
三
及
び
第
二
百
十
五
条
の
三
に
お
い
て
市
川
す
る
助

合
を
合
む
。
）
、
第
百
八
十
一
条
第
一
羽
又
は
第
百
八
十
八
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
州
日
の
告
示
が
行
わ
れ
た
投
球
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

~ 

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

炉
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（
別
記
）

投
票
用
紙
様
式
の

そ
の
一

（
第
一
条
関
係
）

I .μ同

二長

都
（
何
道
府
県
二
市
｝
｛
町
二
村
）

の
議
会
の
解
散
投
票

折
目

羽5

－
サ
ば
・
9
い

O
注
意

hr
い
さ
ん
．
3
ん

今

い

ひ

と

さ

ん

ゼ

い

が

は

ん

た

い

ひ

と

ほ

ん

と

い

一
解
散
に
賛
成
の
人
は
質
成
と
性
き
、
反
対
の
人
は
反
対
と

書
く
こ
と
。

二
他
の
こ
と
は
者
か
な
い
こ
と
。

折
目

幸子~也海道連！と寝室

相
考一

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
将
通
地
方
公
共
団

体
及
び
特
別
区
の
議
会
の
解
散
の
投
娯
の
均
合
の
慌
式
で
あ
る
。

二
別
紙
は
、
折
り
た
た
ん
だ
場
合
に
お
い
て
な
る
べ
く
外
部
か
ら
文
字

を
透
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
紙
質
の
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

に、。

J
J

－2
V
 

三
投
烈
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
は
、
都

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
民
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
の

印
又
は
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
日
会
の
印
若
し
く
は
市
区
町
村
の
印

を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
。

四
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施

行
令
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
澗
求
に
基
づ
い
て
交
付
す
る
投
票
用

紙
は
、
こ
の
様
式
及
び
公
職
選
挙
法
胞
行
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
隊
式
に
準
じ
て
淵
製
す
る
も
の
と
す
る
。

五
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選

挙
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一

条
第
三
項
の
抗
否
の
投
訴
に
用
い
る
投
河
川
朋
紙
は
、
こ
の
様
式
に
準
じ

て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

ヨ~也ヨさ掠1l搭主型特喜生当持gr~喜
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まミ

都
（
何
道
府
県
）
（
市
）
（
町
）
（
村
）

の
議
会
の
解
散
投
票

折
目

都
（
道
府
県
）
（
市
）

（
区
）
（
町
）
（
村
）
選

挙
管
理
委
員
会
印

誕

O
注

意

h
い
3
ん

3
ん

ぞ

い

ひ

と

3
ん

ぜ

い

ら

ん

は

ん

え

い

ひ

と

は

～

一
解
散
に
賛
成
の
人
は
賛
成
制
に

O
を
、
反
対
の
人
は
反

対
欄
に

O
を
つ
け
る
こ
と
。

ニ
O
の
ほ
か
は
何
も
者
か
な
い
こ
と
。

折
目

1はん とい I Iさん せい 1

｜反対｜｜賛成｜

崎
考一

こ
の
傑
式
は
、
地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て

m

mす
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
時

過
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
の
議
会
の
解
散
の
投
票
の
場
合
の

織
式
で
あ
る
。

二
用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委

員
会
の
印
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
の
一
に
準
ず

る。
三
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
削
用
す
る
公

職
選
挙
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
自
治
法

第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
の
賛
否
の
投
票
に
用
い
る
投
票
用
紙

は
、
こ
の
様
式
に
準
じ
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

4』
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そ
の
三

主主

I ..μ.μ 

折
目

何
広
域
連
合
の
議
会
の
解
散
投
票

事E

O
注

意

か

い

さ

ん

さ

ん

乞

い

ひ

と

さ

ん

せ

い

か

ヰ

ん

と

い

ひ

と

は

ん

た

い

一
解
散
に
賛
成
の
人
は
賛
成
と
書
き
、
反
対
の
人
は
反
対
と

訂
く
こ
と
。

ニ
他
の
こ
と
は
者
か
な
い
こ
と
。

幸子~也：~＊話器lとE器E

折
目

h
H
考一

こ
の
椋
式
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
域
連

合
の
議
会
の
解
散
の
投
球
の
場
合
の
陣
式
で
あ
る
。

二
用
紙
は
、
折
り
た
た
ん
だ
場
合
に
お
い
て
な
る
べ
く
外
部
か
ら
文
字

を
透
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
紙
質
の
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

戸、、。

J
J

守、’v

三
投
票
用
紙
に
抑
す
べ
き
広
域
迎
合
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
は
、
広

域
連
合
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
広
域
迎
合
の

印
文
は
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
若
し
く
は
市
区
町
村
の
印

を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
。

困
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
制
求
に
基
づ
い
て

交
付
す
る
投
票
用
紙
は
、
こ
の
様
式
及
び
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
様
式
に
準
じ
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

主~~也潔滋11悟さき収還生当き~SJ~
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そ
の
凹
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表

何
広
域
連
合
の
議
会
の
解
散
投
票

折
目

現

O
注

意

山
い
き
ん

S
ん
ヰ
ピ
い
ひ
と
・
3
ん

仰

い

・

リ

ん

は

ん

た

い

u
k
ι
叫ん

一
解
散
に
賛
成
の
人
は
質
成
欄
に

O
を
、
反
対
の
人
は
反

対
側
に

O
を
つ
け
る
こ
と
。

二

O
の
ほ
か
は
何
も
役
か
な
い
こ
と
。

折
目

lはん たい 1 I ~ん ぜい l

｜反対｜｜賛成 lI l又 X・JI I J"( /IX. I 

制
考一

こ
の
際
式
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に

お
い
て
郁
用
ず
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
広
域
迎
合
の
議
会
の
解
散
の
投
票
の
場
合
の
様
式
で
あ

暗。。
二
用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
広
域
辿
合
の
選
挙
管
理
委

員
会
の
印
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
の
三
に
準
ず

帽。。

ι 



，、

本
総
式
：
・
一
部
改
正
〔
附
利
二
五
年
五
月
総
即
一
令
一
四
り
・
三
八
年
九
月
自
治
A
H
二
六
nu
・
間

六
年
一
月
一
号
・
五

O
年
二
月
一
号
・
平
成
六
年
一
一
月
四
一
nリ
・
七
年
六
月
一
一
一
弓
・
一
二

月
三
六
り
・
一

O
年
一
月
一
り
・
二
五
年
二
月
総
務
A
H
冗
号
〕

第
四
編

地
方
制
度

第
二
・
草

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

ベ
〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

一
七
七
ノ
三



投
票
用
紙
様
式
の
二
（
第
一
条
関
係
）

日
考一

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
砕
通
地
方
公

共
団
体
及
び
特
別
区
の
級
会
の
議
員
及
び
長
の
解
職
の
投
票
の
場
合

の
仲
間
式
で
あ
る
。

二
用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
日

会
の
印
並
び
に
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
請
求
に
基
づ
い
て
交
付
す
る
投
票
用
紙
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
投

開
市
用
紙
傑
式
の
一
そ
の
一
に
準
ず
る
。

そ
の

I.μく

まミ折
目

主き4宍哩海士送還lと寝室

真折
目
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都
（
道
川
県
民
国
）

FiB）
（
防
）
（
や
）
選

挙
管
理
委
員
会
印

都
（
何
道
府
県
）
（
市
）
（
町
）
（
村
）

の
議
会
の
議
員
（
都
道
府
県
知
事
）

（
市
町
村
長
）
何
某
の
解
続
投
票

O
注

意

h
い

L
E〈

3
ん

け

い

ひ

と

さ

ん

せ

い

h

は

ん

と

い

ひ

と

ほ

ん

え

い

解
職
に
賛
成
の
人
は
賛
成
と
訴
さ
、
反
対
の
人
は
反
対

と
柏
市
く
こ
と
。

他
の
こ
と
は
計
か
な
い
こ
と
。

《
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ヨミ折
目

事E折
目

そ
の

I ..μ兵

都
（
道
府
県
）
（
市
）

（
区
）
（
町
）
（
村
）
選

挙
管
理
委
民
会
印

都
（
何
道
府
県
）
（
市
）
（
町
）
（
村
）

の
議
会
の
滋
只
（
都
道
府
県
知
事
）

（
市
町
村
長
）
何
某
の
解
職
投
烈

O
注

意

か

い

し

ょ

く

与

ん

せ

い

ひ

と

さ

ん

ぜ

い

ら

ん

ほ

ん

之

い

ひ

と

・

叫

ん

一
解
職
に
賛
成
の
人
は
賛
成
欄
に

O
を
、
反
対
の
人
は
反

と
い
・
リ
ん

対
聞
に

O
を
つ
け
る
こ
と
。

O
の
ほ
か
は
何
も
主
か
な
い
こ
と
。

~~也：m誕雲lと寝室

lはん えい l I ~ん てぜい l

｜反対｜｜賛成｜

君択包~持11搭主ヲR還ささ

間
考一

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
単
用

す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
普
通
地

方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
解
職
の
投
票
の

場
合
の
様
式
で
あ
る
。

二
用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員

会
の
印
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
の
一
に
準
ず
る
。

結51~



的
考一

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に

お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
広
域
迎
合
の
議
会
の
級
只
及
び
長
の
仰
肝
臓
の
投
川
市
の
均
合
の
様

式
で
あ
る
。

二
用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
広
域
述
合
の
選
挙
管
理
委

日
会
の
印
並
び
に
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十
四
条
の
四
及
び

第
二
百
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第

五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
訪
求
に
基
づ
い
て
交
付
す
る
投
票
用
紙

の
様
式
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
の
三
に
準
ず
る
。

そ
の
三

I .¥J-tミヘ｜｜

こ1<折
自

ヨ-R否定去さ還lと寝室

現折
目

～
山
内一川

一宍ヨ『涼11~云主号夜零ささEま51~喜
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何
広
域
連
合
の
議
会
の
議
員
（
広
域

連
合
の
長
）
何
某
の
解
職
投
票

O
注

意

か
い
し
1
く

さ

ん

せ

い

ひ

と

さ

ん

斗

乞

い

h

は

ん

之

い

ひ

と

ほ

ん

一
解
職
に
賛
成
の
人
は
賛
成
と
品
目
立
c
、
反
対
の
人
は
反

対
と
古
く
こ
と
。

他
の
こ
と
は
投
か
な
い
こ
と
。

4」
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備
考一

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に

お
い
て
惜
別
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
の
ニ
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
広
域
述
合
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
解
職
の
投
票
の
場
合

の
様
式
で
あ
る
。

二
用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
広
域
迎
合
の
選
挙
管
理
委

員
会
の
印
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
の
三
に
準
ず

る。

折
目

現折
！ヨ

そ
の
凹

I I -¥J長、Ill

:}lミ

何
広
域
辿
合
の
議
会
の
議
員
（
広

域
迎
合
の
長
）
何
某
の
解
職
投
票

O
注

意

n
い
L
tく
さ

ん

せ

い

日

と

さ

ん

せ

い

ら

ん

は

ん

と

い

ひ

と

一
解
職
に
賛
成
の
人
は
質
成
欄
に

O
を
、
反
対
の
人
は

ほ
ん
た
い
ら
ん

反
対
欄
に

O
を
つ
け
る
こ
と
。

O
の
ほ
か
は
何
も
主
か
な
い
冒
』
と
。

さき宍恒三g＊送還！と寝室

11：ん :':I I lさん せい l

｜反対｜｜賛成｜
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第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
車

小
中
隊
式
：
・
一
部
改
正
〔
昭
和
二
五
年
五
月
総
理
令
一
凶
円
ザ
〕
、
会
郎
改
正
〔
附
利
四
六
年
一
月

自
治
令
一
円
己
、
一
部
改
正
〔
附
印
刷
五

O
年
二
月
自
治
令
一
号
・
平
成
七
年
六
月
二
一
号
・
一

O
年
一
月
一
り
・
二
五
年
二
月
総
務
A
H
五

η〕

,... 

/¥ 
0 

都
〈
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
〉
町
〈
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書
様
式

（
第
九
条
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定

（
改
廃
）
訪
求
書

何
条
例
制
定
（
改
廃
）
前
求
の
要
旨

一
制
求
の
要
旨
（
千
字
以
内
）

れ

u
b
hト
L
Hて
w
F
ヨ

、止”ー
τ
d
e

，T’－
h
d
d
叫

2
1

住

所

職

業

生

年

月

日

性

別

（
住
所
）
（
職
業
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙

条
例
案
を
添
え
て
条
例
の
制
定
（
改
廃
｝
を
お
求
い
た
し
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

〔
都
｛
何
道
府
県
）
知
事
〕
〔
何
郡
（
市
｝
町
（
村
）
長
〕
あ
て

備
考一

本
初
求
叫
又
は
そ
の
写
は
、
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
ニ

条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る

冒

』

L
F』

。

二
氏
名
は
白
書
（
官
人
が
公
職
選
挙
法
胞
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点

字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

本
州
悼
式
：
・
一
部
改
正
〔
昭
和
刊
二
五
年
五
月
総
理

A
Z
六
号
・
四
四
年
四
月
自
治
令
一

O
号
・
五

O
年
二
月
一
号
・
平
成
元
年
三
月
一
ニ
ワ
・
七
年
六
月
一
一
一
号
・
二
五
年
二
月
総
務
A
H
五円ソ〕

氏

名

羽
市

氏

名

印）

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

ar 



a、

何
広
域
迎
合
条
例
制
定
〈
改
廃
）
訪
求
書
犠
式
（
第
九
条
関
係
）

何
広
峨
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
訪
求
書

何
条
例
制
定
（
改
廃
）
制
求
の
要
旨

一
的
求
の
嬰
旨
（
千
字
以
内
）

ttth長
苦

A

・”
z
，1
－4
d
z
寸

住

所

職

業

生

年

月

日

性

別

（
住
所
）
（
職
業
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
条
例
案
を
添
え
て
条
例

の
制
定
（
改
廃
）
を
請
求
い
た
し
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

何
広
域
迎
合
の
長

氏

名

円
M
・

「
ド
ド

氏

名

印

あ
て

川
川
川
杭
勺一

本
山
州
求
書
文
は
そ
の
写
は
、
何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
訓
求
・

者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
氏
名
は
自
害
（
曹
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点

字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
ず
る
こ
と
。

本
餓
式
・
：
泊
加
〔
平
成
七
年
六
月
自
治
令
二
一

H2．
－
部
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総
務
A
H

五

η〕

第
四
編

地
方
制
度

第
二
市

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

、
〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
訪
求
代
表
者
証
明
書

様
式
（
第
九
条
関
係
）

部
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
出
）
前

求
代
表
者
証
明
古

住
所

氏

~I 

生
年
月
日

（
住
所
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
者
は
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郁
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
版
）
訪
求

代
表
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

平
成
何
年
何
月
何
回〔

都
（
何
道
府
県
）
知
事
〕
〔
何
氏
名
印

郡
（
市
）
町
（
村
）
長
〕
の
長

備
考
本
証
明
書
文
は
そ
の
写
は
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
部
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例

制
定
（
改
出
）
訪
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

本
線
式
：
・
一
部
改
正
〔
昭
和
二
五
年
五
月
総
m
m
A
H

－
六
号
・
五
O
年
二
月
自
治
令
一
日
・
平
成

元
年
三
月
一
一
一
り
・
じ
年
六
月
一
一
一
ひ
・
二
五
年
二
月
総
務
令
五

η〕

氏性
日IJ

名

八



第
四
編

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

一
一
八
一
ノ
ニ

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
〉
請
求
代
表
者
証
明
書
様
式
（
第
九
条
関
係
〉

伺
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
訪
求
代
表
者
証
明
書

住
所

r¥: 

名

生

年

月

日

性

別

（
住
所
）
（
氏

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
者
は
何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
訪
求
代
表
者
で
あ
る
こ
と
を

証
明
寸
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

何

広

域

連

合

の

長

氏

名

印

備
考
本
証
明
帯
又
は
そ
の
写
は
何
広
域
辿
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
紛
求
者

署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

本
線
式
：
・
追
加
〔
平
成
七
年
六
月
自
治
令
二
一
り
〕
．
一
郎
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総
務
A
H

五
日
リ
〕

名

~ 

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

A
 



a、

都
〈
何
道
府
県
〉
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名

簿
様
式
（
第
九
条
関
係
）

（
表
紙
）

平
成
何
年
何
月
何
日

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
部
（
市
）

的
求
者
持
名
簿

（
第
号
）

町（村）〕条例制定（改廃）

向の1然~l ずJ~

t・f
日 f月ド f名)¥-

所住

月日 年~ 

名氏

向I

所の｛主 ！？長~ 

れ~ 五万下の間金処せ阿以lらトv』 以下の竪若は，錨又~··設〈し主， Z凶で主Jt四のの悶抗ー3じ1・に迎反局にはた合し． が寸ニとでさ主フ・ 該寸I場合の当るこ m回急項及第将第八Z九v・ ヒI:！刈合を？し·~ と｝日！ の生fド ー~佐~ 

i名ミのr.・ 代'.it 
υi拠三Eよりg手J． rかー形らH法同第 議観定当 み代窓行念 地方~口~ 

向1の打－ ~~ 

!J~ 

第
四
編

地
方
制
度

第
二
市

山
也
ト

ohヨ
ム
口

j

；
i

j

 
地
方
自
治
法
施
行
脱
則

ベ〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

備
考一

本
山
社
名
簿
を
二
冊
以
上
作
成
し
た
と
き
は
、
各
特
名
併
に
通
ず
る
一

巡
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
条
例
制
定
（
改
廃
）
的
求
心
什
（
写
）
及
び
条
例
制
定
（
改
出
）
訓
求

代
表
者
証
明
升
（
写
）
文
は
条
例
制
定
（
改
廃
）
制
求
問
者
名
収
集
委
任

状
は
、
こ
れ
を
去
紙
の
次
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
。

三
地
方
自
治
法
随
行
令
第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
附
記
は
、
当

該
署
名
の
備
考
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

四
署
名
簿
が
二
冊
以
上
あ
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
九
十
五

条
の
四
の
規
定
に
よ
る
記
載
は
、
一
連
番
号
の
最
後
の
署
名
簿
の
末
尾

に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
線
式
・
・
・
全
郎
改
正
〔
昭
利
二
五
年
五
月
総
理
令
一
六
円
己
、
一
部
改
正
〔
昭
和
五

O
年
二
月

自
治
令
一
H
H
d

－
平
成
元
年
三
月
一
一
一
号
・
六
年
じ
月
二
八

η
・
七
年
六
月
二
一
号
・
一
四
年
三

月
総
筋
令
四
一
川
リ
・
二
三
年
七
月
一
－
一
な
〕

一
一
八
一
ノ
三



第
四
編

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

地
方
制
度

第
二
章

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
様
式
（
第
九
条
関
係
）

（
表
紙
）

平成何年何月何日

何広域連合条例制定（改廃）和求者署名簿

（第号）

印の無効効--Ii 

8号5・

日 年JI 署名

i所主

月日 生年

名氏

印

の1ヲI~ 代悠cX・ 

月flの生年 代筆'If・ ~ 三牢以のE役若下はt墜 の 項おにい 法間第二 続織定塁当にし み代箪を行う すて~同法第王阿るri の六第
氏名 の~· 代筆

の銀定によ 問第ニ て槻m百九十 が二』ヒ 信O寸当』~ 項－に （ 地t銑~~ 
印のr.・ 代筆

備考

,... 

I 

備
考一

本
署
名
簿
を
二
冊
以
上
作
成
し
た
と
き
は
、
各
署
名
簿
に
通
ず
る
一

連
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書
（
写
）
及
び
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求

代
表
者
証
明
書
（
写
）
又
は
条
例
制
定
（
改
廃
）
知
求
署
名
収
集
委
任

状
は
、
こ
れ
を
表
紙
の
次
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
。

三
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
九
十
五
条
の
三
の
則
定
に
よ
る
附
記
は
、
当
該
税
引
名
の
備
考
欄
に
記

入
す
る
こ
と
。

四
署
名
簿
が
二
冊
以
上
あ
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十

二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
九
十
五
条
の
凹
の
規
定
に
よ
る

記
載
は
、
一
連
番
号
の
最
後
の
署
名
簿
の
末
尾
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

本
様
式
：
・
追
加
〔
平
成
七
年
六
月
自
治
令
一
二
号
〕
、
一
節
改
正
〔
平
成
一
阿
年
三
月
総
務
A
H

問
一
り
・
二
三
年
じ
月
一
一
一
け
〕

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

’‘ 



a、

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収

集
委
任
状
様
式
（
第
九
条
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改

廃
）
請
求
署
名
収
集
委
任
状

住
所
都
（
何
道
府
県
）
何
郎
（
市
）
何
町
（
村
）
大
字

何
（
町
）
何
番
地

氏
名

生
年
月
日
何
年
何
月
何
日

性

別

男

女

右
の
者
に
対
し
、
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
付
）
〕
条
例
制
定
（
改

廃
）
諭
求
者
署
名
簿
に
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定

（
改
廃
）
の
請
求
の
た
め
の
署
名
及
び
押
印
を
求
め
る
こ
と
を
委
任
す
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

都
（
伺
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求

代
表
者

住
所

生
年
月
日

（
住
所
）

（
生
年
月
日
）

性氏性氏
月lj g1j 

名

同1

名

（印）

備
考

制
求
代
表
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
す
べ
て
の
柑
求
代
表
者
の
住

所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
を
記
載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
。

本
川
悼
式
：
・
泊
加
〔
開
制
二
五
年
－
h
川
総
岡
町
令
一
六
り
〕
‘
一

Mm改
正
〔
附
利
二
七
年
九
川
総

m

A
H
六
四
り
・
五

O
年
二
月
白
治
A
H

一
H
V
・
平
成
元
年
三
月
一
二
り
・
七
年
六
月
二
一
号
・
二
五

年
二
月
総
務
令
五
号
〕

第
四
制

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
脱
則

‘
 

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収
集
委
任
状
様
式
（
第
九
条
関

係
）

何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
鮪
求
署
名
収
集
委
任
状

住
所
都
（
何
道
府
県
）
何
郎
（
市
）
何
町
（
村
）
大
字
何
（
町
）

何
叫
借
地

氏
名

生
年
月
日
何
年
何
月
何
日

性
別
男
女

右
の
者
に
対
し
、
何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
に
何
広

械
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
の
制
求
の
た
め
の
署
名
及
び
押
印
会
求
め
る
こ
と

を
委
任
す
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
間
求
代
表
者

住

所

氏

生

年

月

日

性

別

（
住
所
）
（
氏

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

名

印

名

1:p 

備
考

請
求
代
表
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
す
べ
て
の
刊
求
代
表
者
の
住

所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
を
記
載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
。

本
州
悼
式
：
・
追
加
〔
平
成
ヒ
年
六
月
自
治
令
一
一
一
付
〕
‘
一
部
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総
務
令

一
八
三



都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
審
査
録
様
式
（
第
九
条
関
係
）

〔冨lと混寝同K~〕＠三

‘ 

｜く川＼｜｜

官
仰
｛
何
道
府
県
）
〔
何
阿
川
｛
市
｝
町
－
村
ニ
条
例
制
定
（
改
廃
｝
請
求
将
名
審

査
録

一
署
名
簿
の
受
理
平
成
何
年
何
月
何
回
都
｛
何
道
府
県
）
｛
何

郡
－
市
｝
町
｛
付
ニ
何
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
｛
何
冊
－
鵠
求

代
炎
者
何
某
（
外
例
名
｝

二
署
名
審
査
開
始
平
成
何
年
何
月
何
日

三

審

査

門
署
名
簿
の
鑓
出
（
仮
提
出
）
が
地
方
自
治
法
施
行
令
第
九
十
四
条

第
一
項
（
第
九
十
三
条
の
二
｝
の
期
間
を
経
過
し
た
後
で
あ
っ
た
の

で
、
何
月
何
日
却
下
し
た
。

同
署
名
簿
｛
第
号
｝
に
油
開
求
書
（
写
）
〔
柑
州
求
代
炎
者
証
明
書

（
写
｝
〕
｛
請
求
署
名
収
集
委
任
状
）
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
当
該
署

名
簿
の
署
名
を
無
効
と
決
定
し
た
。

出
将
名
簿
【
第
号
｝
の
神
様
式
に
署
名
年
月
日
｛
住
所
二
生
年
月
日
）

（
抑
印
）
の
欄
が
な
い
の
で
、
当
該
署
名
簿
を
無
効
と
し
た
。

四
何
番
｛
署
名
簿
第
号
｝
の
何
某
と
あ
る
署
名
は
、
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
し
r
な
い
の
で
、
無
効
と
決
定
し
た
。

凪
何
番
｛
署
名
簿
第
号
）
の
何
某
と
あ
る
署
名
は
、
ゴ
ム
印
（
活

｛
子
等
）
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
無
効
と
決
定
し
た
。

内
何
番
（
咽
打
名
簿
惜
別
号
）
の
何
某
と
あ
る
咽
有
名
は
、
何
人
で
あ
る

か
を
確
認
し
難
レ
の
で
、
無
効
と
決
定
し
た
。

出
何
番
（
署
名
簿
第
号
）
の
何
某
と
あ
る
署
名
に
は
、
署
名
年
月

日
【
住
所
）
（
生
年
月
日
｝
（
押
印
）
が
な
い
の
で
、
無
効
と
決
定
し

た。
山
何
番
（
署
名
簿
第
号
）
の
何
某
と
あ
る
署
名
は
、
何
月
何
日
何

来
の
出
頭
及
び
紅
曹
を
求
め
た
結
果
、
本
人
の
白
署
（
本
人
が
公
駿

泡
挙
法
範
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
掛
慨
し

た
も
の
）
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
何
月
何
日
無
効
と
決
定
し

た
。
何
某
の
征
智
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

九
、
、
、
、
、
、
、
、
、

四

審

査

終

了

平

成

何

年

何

月

何

回

五
紅
明
の
修
正

門
何
月
何
日
何
某
か
ら
何
番
（
署
名
簿
第
号
）
の
何
某
と
あ
る
署

名
は
、
詐
偽
（
強
迫
）
に
基
づ
く
旨
の

ω・
出
が
あ
っ
た
の
で
、
何
月

何
日
何
某
の
征
骨
回
を
求
め
た
結
巣
、
何
某
の
ゆ
出
を
正
当
と
飽
め
、

何
月
何
日
こ
れ
を
無
効
と
決
定
し
た
。
由
叩
出
及
び
狂
言
の
概
略
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
何
月
何
日
何
汁
荒
か
ら
何
爵
（
明
行
名
簿
第
号
）
の
何
某
と
あ
る
箸

名
の
脇
市
効
（
有
効
）
の
決
定
に
つ
い
て
異
縫
の
ゆ
出
が
あ
っ
た
の
で
、

審
査
の
結
果
、
中
出
を
正
当
と
認
め
、
何
月
何
日
ニ
れ
を
有
効
（
祭

‘L 
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マ
〔~！と誕寝同K兵〕＠三

(' 

効
）
と
決
定
し
、
当
該
署
名
の
側
考
欄
に
こ
の
U
U
K
M
』
氾
載
し
た
。
市
帯

十
誌
の
侵
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

己、、、、、、、、、、

六
署
名
簿
の
返
付
平
成
何
年
何
月
何
回
努
名
簿
の
米
足
の
記
載

は
、
布
効
努
名
欽
何
々
昌
一
…
効
噌
官
名
数
何
々
総
牧
何
々
で
あ
る
。

右
は
、
何
条
例
制
定
（
改
廃
｝
説
求
者
将
名
簿
に
つ
い
て
の
本
選
挙
管
副

委
日
会
の
帯
売
の
次
沼
で
あ
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

何
市
A

町
二
村
｝
選
挙
管
理
安
一
H
H
A
一一

佐
官

U
H
X

氏

E
d
i
t
 

he

－

－

 

妥

口

氏

v

‘、a
、
，
℃

j

l

i

 

書

記

氏

ti， 名 名 :f, :f, 
肉I向l印肉l印

本
総
式
・
：
追
加
〔
印
刷
二
五
年
五
月
総
剛
山
A
H

一
六
り
〕
、
一
郎
改
正
〔
問
和
三
七
年
九
月
自
治
令
二
一

η
・
問
一
年
八
月
一

九
り
・
四
四
年
四
月
一

O
リ
・
五

O
年
二
月
一

nv
・
平
成
じ
年
六
月
－
一
一
り
〕

I Iく川ヘ川幸子科但海誕埋lと寝室き型~恒ヨg持IH~十主寺沢喜生活思§1悪



何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
審
査
録
様
式
（
第
九
条
関
係
）

〔~lと活環同-l（兵〕 e~

l 

｜｜く国

的
広
峻
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
審
笠
録

一
署
名
簿
の
受
理
平
成
何
年
何
月
何
日
何
広
綬
迎
合
条
例
制
定
〈
改

泌
｝
初
氷
宥
お
名
簿
（
何
附
）
訪
求
代
浪
者
何
某
｛
外
何
名
）

二
署
名
店
街
究
開
始
平
成
何
年
何
月
何
日

一
－
一
市
帯
お
A

門
お
名
簿
の
拠
出
（
仮
拠
出
）
が
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十
二
条

の
こ
に
お
い
て
郁
開
削
す
る
悶
令
第
九
十
四
条
第
一
項
（
第
九
十
三
条
の

一
一
）
の
期
間
を
経
過
し
た
後
で
あ
っ
た
の
で
、
何
月
何
回
却
下
し
た
。

山
同
行
名
簿
（
第
号
）
に
訪
求
役
（
写
）
｛
知
ポ
代
炎
者
証
明
設

（写）〕
A

制
削
求
署
名
収
集
委
任
状
）
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
当
該
署
名

簿
の
蒋
名
を
祭
効
と
決
定
し
た
。

白
羽
名
簿
（
第
号
）
の
傑
弐
に
持
名
年
月
日
（
住
所
｝
（
生
年
月

日｝
A

抑
印
）
の
帽
聞
が
な
い
の
で
、
当
該
答
名
簿
を
無
効
と
し
た
。

四
何
早
世
（
答
名
簿
戸
別
号
）
の
何
某
と
あ
る
署
名
は
、
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
祭
効
と
決
定
し
た
。

国
何
番
（
努
名
簿
第
号
）
の
何
某
と
あ
る
署
名
は
、
ゴ
ム
印
（
活
字

等
）
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
無
効
と
決
定
し
た
。

内
何
品
川
（
幹
名
簿
第
号
）
の
何
某
と
あ
る
お
名
は
、
何
人
で
あ
る
か

を
確
認
し
縫
い
の
で
、
無
効
と
決
定
し
た
。

山
何
詐
（
署
名
簿
第
号
）
の
何
某
と
あ
る
署
名
に
は
、
署
名
年
月
日

｛
住
所
）
（
生
年
月
日
）
｛
抑
印
｝
が
な
い
の
で
、
然
効
と
決
定
し
た
。

山
何
番
｛
終
名
簿
第
号
｝
の
何
某
と
あ
る
署
名
は
、
何
月
何
回
何
某

の
出
聞
及
び
狂
言
を
求
め
た
絃
来
、
本
人
の
自
署
（
・
本
人
が
公
職
選
挙

法
路
行
令
別
公
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
政
し
た
も

の
）
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
何
月
何
日
祭
効
と
決
定
し
た
。
何

本
一
の
狂
言
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

白山、、、、、、、、、

四
審
査
終
了
平
成
何
年
何
月
何
回

五
証
明
の
修
正

門
何
刀
何
日
何
架
か
ら
何
訴
（
向
社
名
簿
第
号
）
の
何
某
と
あ
る
将
名

は
、
訴
偽
（
強
迫
）
に
基
づ
く
旨
の
山
中
出
が
あ
っ
た
の
で
、
何
月
何
日

何
某
の
証
立
を
求
め
た
給
来
、
何
某
の
ゆ
出
を
E
当
と
認
め
、
何
月
何

日
こ
れ
を
無
効
と
決
定
し
た
。
中
山
及
び
征
山
の
続
出
町
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

口
何
月
何
日
何
架
か
ら
何
悉
｛
署
名
簿
第
四
万
）
の
何
某
と
あ
る
署
名

の
無
効
（
訂
効
）
の
決
定
に
つ
い
て
児
議
の
山
中
山
が
あ
っ
た
の
で
、
務

査
の
結
果
、
耐
叩
出
を
正
当
と
認
め
、
何
月
何
回
こ
れ
を
有
効
（
祭
効
｝

と
決
定
し
、
当
政
努
名
の
的
考
間
関
に
こ
の
旨
を
記
載
し
た
。
審
笠
の
慌

時
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ヨ、、、、、、、、、

ι 
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電ト(' 

六
署
名
簿
の
返
付
平
成
何
竿
何
月
何
日
署
名
簿
の
末
尾
の
記
鉱
は
、

町
H
幼
哨
有
名
欽
何
々
祭
効
m有
名
欽
何
々
総
欲
何
々
で
あ
る
。

右
は
、
何
条
例
制
定
（
改
廃
）
紡
求
者
署
名
簿
に
つ
い
て
の
本
選
準
管
理
受

口
会
の
寄
託
の
次
第
で
あ
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

何
広
岡
叫
巡
合
選
山
中
管
理
委
員
会会

U
H
K

氏

委
円
以
氏

委

口

氏

’J

－－・，
a

、・
ι

、

J
・
ョ

f
b
配

ι

書

記

氏

〔民！と混寝同《兵〕＠三

本
館
式
・
：
追
加
〔
平
成
七
年
六
月
自
治
令
一
一
一
号
〕

｜｜く同

名 il 名名名
印印印印印
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第
四
制

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
制
川

地
方
制
度

第
二
車

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収

集
証
明
書
様
式
（
第
九
条
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改

斑
）
請
求
将
名
収
集
説
明
書

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
付
）
〕
何
条
例
制
定
（
改
廃
）
制
求

内
に
添
え
て
提
出
す
る
何
条
例
制
定
（
改
廃
）
消
求
者
署
名
簿
に
は
、
地
方

自
治
法
第
七
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
何
年
何
月
何
日
付
で
告

示
さ
れ
た
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
（
何
万
何
千
何
百
何

十
何
人
）
に
よ
り
有
効
署
名
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

「
な
お
、
署
名
の
効
力
の
決
定
に
関
す
る
裁
決
書
（
判
決
市
）
（
地
方
自
治
J

一
法
第
七
十
四
条
の
二
第
十
川
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
）
何
過
を
添
付
し
一

戸

ま

す

。

」

平
成
何
年
何
月
何
日

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制

定
（
改
廃
）
制
求
代
表
者

住

所

氏

名

印

生

年

月

日

性

別

（

住

所

）

（

氏

名

）

（

印

）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

本
隙
式
：
・
迫
加
〔
昭
初
二
五
年
五
月
総
姥
A
H

一
六
時
〕
、
一
部
改
正
〔
附
利
二
七
年
九
日
総
即
日

A
H
六
附
け
・
・
K
O年
二
月
－
M
治
令
一
円
・
平
成
七
年
六
川
ニ
－
リ
・
一
問
年
一
二
月
総
務
令
刊
一

日
勺
・
二
五
年
二
月
五
日
リ
〕，‘ 

一
一
八
六

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収
集
証
明
書
様
式
（
第
九
条
閲

係）

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収
集
証
明
芹

何
広
域
迎
合
何
条
例
制
定
（
改
廃
）
刊
求
書
に
添
え
て
拠
出
す
る
何
条
例

制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
に
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六

第
一
項
に
お
い
て
惜
別
す
る
同
法
第
七
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
何
年
何
月
何
日
付
で
告
示
さ
れ
た
諦
求
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
（
何
万
何
千
何
百
何
十
何
人
）
に
よ
り
有
効
署
名
が
あ
る
こ
と
を
証
明

し
ま
す
。

「
・
な
お
、
署
名
の
効
力
の
決
定
に
問
す
る
故
決
書
（
判
決
書
）
（
地
方
自
治
法

F

第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
か
て
摺
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条
の

二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
J

書
）
何
通
を
添
付
し
ま
す
。
」

平
成
何
年
何
月
向
日

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
制
求
代
表
者

住

所

氏

名

印

生

年

月

日

性

別

（

住

所

）

（

氏

名

印

）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

本
州
悼
式
・
・
・
追
加
〔
平
成
七
年
六
月
自
治
令
一
一
一
号
〕
、
一
郎
改
正
〔
平
成
一
四
年
三
月
総
務
令

阿
一
り
・
二
五
年
一
一
H
H
a
h
H
V
〕

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

,.,. 



a、

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
〉
〕
職
員
措
置
詰
求
書
様
式
（
第
十
三

条
関
係
〉
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
限
只
始
前
前
求
百

部
（
何
道
府
県
）
知
事
（
何
委
只
会
若
し
く
は
委
只
又
は
職
只
）
〔
何
郎

（
市
）
町
（
村
）
長
（
何
委
円
以
会
若
し
く
は
委
円
以
又
は
職
只
）
〕
に
閲
す
る

附
限
的
求
の
耐
火
旨

一
間
ポ
の
盟
国
U
i－－：：

附
求
者

住

所

職

業

氏

名

印

（

住

所

）

（

職

業

）

（

氏

名

）

（

印

）

右
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
事
実
証
明
書

を
添
え
必
要
な
措
置
を
請
求
し
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
回

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
監
査
委
員
あ
て

制
考
氏
名
は
白
書
（
古
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点

字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
ず
る
こ
と
。

本
側
式
：
・
泊
加
〔
附
仰
二
三
年
七
月
総
剛
山
令
間
六
円
り
H
A
L
郎
改
正
〔
附
仰
三
八
年
九
月
自
治

令
二
六
り
円
一
郎
改
．
K
〔
問
削
間
四
年
間
H
M
自
治
A
H

一
O
η
・
五

O
年
二
月
一

η
・
平
成
元

年
三
月
一
二
り
・
｝
問
年
三
月
総
務
A
H
阿
一
り
〕

第
四
編

地
方
制
度

第
二
車

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

a、〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
〈
市
〉
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
結
求
書
様
式
（
第
十
七

条
の
九
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
政
資
前
求
引

事
務
監
査
前
求
の
要
旨

一
泊
求
の
．
盟
国
日
（
千
字
以
内
）

二
位
五
安
H
H
の
院
五
に
代
え
て
個
別
外
部
位
託
契
約
に
基
づ
く
慌
況
に
よ
る

こ
と
を
求
め
る
理
由
（
千
字
以
内
）

三
請
求
代
去
者

住

所

職

業

生

年

月

日

性

別

（
住
所
）
（
職
業
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
の
監
査

を
請
求
い
た
し
ま
す
。
併
せ
て
、
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
当
該
事
務
監
査
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
の
監

先
に
代
え
て
倒
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

〔
都
（
何
道
府
県
）
〕
〔
何
郎
（
市
）
町
（
付
）
位
五
委
日
〕
あ
て

備
考一

本
前
求
詐
又
は
そ
の
写
は
、
部
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町

（
村
）
〕
事
務
監
査
附
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る

こル」。

二
氏
名
は
自
お
（
百
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点

字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
ず
る
こ
と
。

本
線
式
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
A
H
三
四
り
〕
．
一
部
改
正
〔
平
成
二
冗
年
二
月
総
内
m

A
H
五
り
〕

氏

名

l
 

rv「

氏

名

印

一
八
七



第
四
編

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

一
八
七
ノ
二

何
広
域
述
合
事
務
監
査
請
求
書
様
式
（
第
十
七
条
の
九
関
係
）

何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
書

事
務
監
査
請
求
の
要
旨

一
請
求
の
要
旨
（
千
字
以
内
）

二
監
査
を
行
う
機
関
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
批
資

に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
理
由
（
千
字
以
内
）

三
知
求
代
表
者

住

所

職

業

生

年

月

日

性

別

（
住
所
）
（
職
業
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
の
監
査
を
間
求
い
た
し
ま
す
。

併
せ
て
、
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
務
監
査
請
求
に
係
る

監
査
に
つ
い
て
、
監
査
を
行
う
機
関
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に

基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

何
広
域
連
合
の
監
査
を
行
う
機
関
あ
て

備
考一

本
請
求
書
文
は
そ
の
写
は
、
何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
者
署
名
簿

ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点

字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

本
陣
悼
式
・
：
迫
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
A
M
三
四
り
〕
、
一
部
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総
務

令
五
日
リ
〕

氏

名

印

氏

名

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

市’‘

，‘ 



a、

都
（
何
道
府
以
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
訓
求
代
表
者
証
明
川
隙

式
（
第
十
七
条
の
九
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
疏
求
代
表
者
証
明
書

住

所

氏

名

生

年

月

日

性

別

（

住

所

）

（

氏

名

）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
者
は
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
代
表

者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
併
せ
て
、
当
政
事
務
監
査
訓
求
に
係
る
監
査
に

つ
い
て
、
監
査
委

H
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
部
づ
く
監
査
に

よ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

〔
都
（
何
道
府
県
）
〕
〔
何
郡
｛
市
）
町
（
村
）
監
査
委
日
〕
印

備
考
本
証
明
書
又
は
そ
の
写
は
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町

（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ

ル』。本
隊
式
：
・
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
四
号
〕
、
一
部
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総
務

令
五
け
〕

第
四

．編

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

‘
 

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
明
書
様
式
（
第
十
七
条
の
九
関
係
）

何
広
域
迎
合
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
明
書

住

所

氏

生

年

月

日

性

別

（
住
所
）
（
氏

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
者
は
何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
代
表
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

併
せ
て
、
当
該
事
務
監
査
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
、
監
査
を
行
う
機
関
の

監
査
に
代
え
て
例
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
川
明
す
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

何

広

域

迎

合

の

監

査

を

行

う

機

関

印

備
考
本
証
明
書
又
は
そ
の
写
は
何
広
域
連
合
事
務
監
査
消
求
者
将
名
簿
ご

と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

本
州
悼
式
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
内
治
令
三
四
り
〕
．
一
郎
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総
出
問

令
五
号
〕

名名

一
一
八
七
ノ
三



第
四
編

地
方
制
度

第
二
市

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
刷
則

一
一
八
八

都
（
何
道
府
県
〉
〔
何
郡
（
市
〉
町
（
村
）
〕
職
員
措
置
詰
求
書
椋
式
（
第
十
七

条
の
十
四
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
）
〕
職
員
措
間
的
求
計

都
（
何
道
府
県
）
知
事
（
何
委
只
会
若
し
く
は
委
円
以
又
は
職
只
）
〔
何
郎

（
市
）
町
（
村
）
長
（
何
委
員
会
若
し
く
は
委
員
又
は
職
只
）
〕
に
閉
す
る
措
世

論
求
の
要
旨

一
節
求
の
要
旨
：
：
・

二
位
査
委
日
の
舵
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る

こ
と
を
求
め
る
理
h

前
求
者

住

所

職

業

氏

名

印

（

住

所

）

（

職

業

）

（

氏

名

）

（

印

）

右
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
事
実
証
明
書

を
添
え
必
嬰
な
悦
制
限
を
制
求
し
ま
す
。
併
せ
て
、
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
四

十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
前
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
、
監
査
委
円
以

の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
ま

．。寸，
平
成
何
年
何
月
何
日

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
）
〕
政
資
委
H
H
あ
て

備
考
氏
名
は
自
幹
（
古
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
去
第
一
に
定
め
る
点

字
で
自
己
の
氏
名
を
記
峨
ず
る
こ
と
を
含
む
。
）
ず
る
こ
と
。

本
総
式
・
：
追
加
〔
平
成
一
O
M
V
八
月
自
治
A
H
三
四
り
〕
‘
一
郎
改
正
〔
平
成
一
四
年
三
月
総
，
M

令
凶
一
円
げ
〕

1"8" 

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

降、



第 予算の調製の棟式〈第十四条関係）

四 何年度（普通地方公共団体名）一般会計予算
編

地
方
制
度
第
二
章
地
方
自
治

何年度（普通地方公共団体名）の一般会計の予算は、次に定めるところによる．

（歳入歳1B予算）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ何千円と定める．

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算J

による．

（継続四）

第2条地方自治法（昭和22年法律第67号）第 212条第 l項の規定による継続費の

経費の総額及び年割額は、「第 2表継続費Jによる．

（繰越明許費）

第3条地方自治法第 213条第 l項の規定により翌年度に鰻り越して使用すること

ができる経費は、「第 3表繰越明許mによる。

（債務負担行為）

第4条 地方自治法第 2ト1条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第4表的務負！t:l行為jによる。

（地方似）

第5条 地方自治法第 230条第 l項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第5表地方債jによる。

（一時的入金）

第6条 地方自治法第 235条の 3第2項の規定による一時的入金の借入れの最高額

は、何千円と定める．

（歳出予算の流用）

第7条地方自治法第 220条第 2項ただし書の鈍定により歳出予算の各項の経費の

金額を流川することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた掛合におけるlilJ－款内でのこれらの経費の各項の問

の流川

(2）何々
‘守

a、

地
方
自
治
法
施
行
規
則

八
九

何年何月何日 提出

〔何都（道府県）知事〕〔何都（道府県）何市（町村）長〕

氏 名
一O
〕
①

ω備考 1 特別会計に属する予算（地方公営企業法の全部又は一部の適JUを受ける



,.. 

※
〔
法
規
七

戸

事業に係るものを除く．）は、この僚式に単じて、これを調製すること。た 第

だし、同民健康保険事業、介護保険事業及び股業共済事業に係る特別会計 局
については、必要に応じ、この様式を変更することができること。

2 補正予算又は判定予算は、この織式に準じて、これを調製すること．

第 1表歳入歳出予算

歳入

款 項 金 額

何々 千円

何々

2 何々

2 何々

何々

2 何々

歳 入 ノ口、

歳出

0 
¥._) 

款 項 金 額

何々
千円

何々

2 何々

2 何々

何々

2 何々

歳 Ill メE、l lit 

① 
(4) 

地
方
制
度
第
二
章
地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

九
0 



費
統

継

表
司，ι

第

加問縦地方制度第二草地方自治

款 項 事業名 総 額 年 度 年割額

何々 何々 千円 T円

2 何々 何々

地
方
詰 第 3表繰越明許技

法
施 ｜款｜ 項
行！！
規 Ii 何々 II 何々
~lll . . 

2 f1iJ々 l 何々

事業名 金

備考 I ＊業名の欄には、具体的な事業の名称を記載すること．

2 金額の欄には、当該事業に係る金額を記載すること．

第 4表依務負担行為

rv 

叫
サ 川

間
ゴ

1
 
1
 

3
1
 

1
 

項 限 度l
 

nv 
j
 

備考 1 JU！間及ひ’限度額の欄には、年度ごとに当該年度の限度額を記載すること．

ただし、その性質上年度ごとの限度額の切らかでないものは、その総額を

記載することができること．

2 限度額の金額表示の困難なものについては、当該欄に文言で記載するこ

とができること．

九

a、

《
※
〔
法
規
七
九
四

O
〕
＠

ω



第
聞
編

地
方
制
度

償還の方法起債の方法

地方債第5表

度限起債の目的

第
二
市

地
方
自
治

I 起偵の目的の欄には、地方似資金によって執行する事業の名称を記載す

ること。

2 利率の欄には、年利により記醸すること。なお、利率見直し方式による

借入れを行う場合は、文言で・記載することができること。

併jj考

,_,,,.. 

地
方
自
治
法
施
行
規
則

一
一
九
二

歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分（第十五条関係）

歳 入

都 道 府 市 ffiJ 村

款 引 II 款 項 目

l府都県）（税道 1 村）市税（町

I 民道税府県 l民税市町村

l 伺人 1 個人

2 法 人 2 法人

3 利子制

2 事業税 2産税回定資
1 例人

2 法人 1産税問定資

2 産付納市等町金1付4所村有且金資在交び

3 地税方消 3 税軽自動
J~ 

1 演渡；l;iJ I 税軽自動
2 貨物；刊

4取得不税動産 4た市ば町こ税村

l取得不税動産 1 たば市町こ税村

※
〔
法
規
七
九
四

O
〕
①

ω

P‘ 



鉱産f見
鉱産税5 5 道府県

たばこ税
第
四
編 6 特別土

地保有税
I 道府県
たばこ税

1 特別土
地保有税

6 ゴルフ
場利用税

地
方
制
度

a、入；1！；｛兎
入湯税7 1 ゴルフ

土砂利用税
8 事業所
税

7 自動車
取得税第

二
章

I 事業所
税

1 自動車
取科税

9 都市計
画税

8 軽油引
取税地

方
自
治

I 都市3十
両税

1 軽油引
取税

10 水利地
益税

9 自邸~III
4見

1 水利地
益税

1 自動車
税

11 共lllJ施
設税鉱区税

鉱区税10 

I 共同施
設税

11 同定資
産税

税

必ル1
1
 

↓川，

何

税

13 旧法に
よる税

訂川
ι

12 1 固定資
産税

2 国有資
産等所在
都道府県
交付金及
び納付金

地
方
自
治
法
施
行
規
則

狩猟税
~＇.＇f猟税12 

13 水利地
益税

l 水利地
益税

f見V
B
E
a
 

－
－
 ，a唱E

・

税↓内14 

a、。
〔
法
規
九
四
八
四
〕
①
川

税可
e

，a’E
・

15 ｜日法に

よる税

2 地方消
費税w算
金

1 地方m
'l~ 税清算
金

1 地方消
費税清算
金

九

2 地方議
与税

~3 地方a真
与税



1 地方揮
発油譲与
税

1 地方法
人特別減
与税

第
四
編

1 地方揮
発7111譲与
税

1 地方法
人特別譲
与税

地
方
制
度

2 自動車
ill量議与
挽

2 地方拘i
発j由譲与
税

第
二
章

1 自動車
重ii~譲与
税

I 地方揮
発ill！譲与
税

,,... 

地
方
自
治

3 地方道
路誠与税

:3 石irl1ガ
ス譲与税

I 地方道
路誠与税

1 石油ガ
ス議与税

地
方
自
治
法
施
行
規
則

4 地方道
路譲与税

1 地方道
路譲与税

4 地方特
例交付金

I 地方特
例交付金

3 手lj子苦lj

交付金
1 地方特
例交付金

I 利子割
交付金

1 利子割
交付金

4 配当害lj

交付金
I 配当苦lj

交付金
1 配当害lj

交付金
5 株式等
譲渡所得
吉lj交付金

等
得
金

式
所
付

株
渡
交

波
別

1 株式等
譲渡所得
割交付金

li 地方消
費税交付
金

1 地方消
費税交付
金

九
四

1 地方消
費税交付
金

。
〔
法
規
九
四
八
四
〕
①
川
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第 I 自動w
制l!.Y 

取得税交

付金
1 自動車

地耐~ 取得税交
付金

l 1'1動車｜

a‘ 取得税交

第 付金
2 ｜日tH:.

l;'t よる自動
車取得税

地治方H 

交付金
8 地方特
例交付金

I 1 地方特
例交付金

11 地方特
例交付金

5 地方交 9 地方交
付税 付税

1 地方交 地方交
付税 付税

地方交 11 地方交
付税 付税

(j 交通安 10 交辿安
全対策特 全対策特
別交付金 別交付金

交通安 1 交通安

全対策特 全対策特
別交付金 別交付金

交通安
全対策特 全対策特
別交付金 別交付金

11 分担金
及び負担 及び！~但
金 金

分担金 分担金
J~~k林水 農林水

産業費分 産業費分
組金 担金 。a、2 (Wl~分 2 M·L~~分
担金 担金

制九法
‘〉 負担金 l ワ 負担金

1 土木費 1 土木費
負担金 負担金 l四

九 2 ！日I'l＼＼負 2 ｛日1 ・＇l~iミ /¥ 
五 担金 担金 凶

8 ｛＇.！！用料 12 1吏用料
L」

及び手数 及び手数 1① 4) H 料



第
四
編

I 民生使
川料

2 何使用
料

－
E
V

・
恥
骨
「用市九

1 民生使
用料

2 何｛史J1J
料

使用料

地
方
制
度

I 総務手
数料

2 何手数
料

手数料2 
I 総務手
数料

2 何手数
料

手数料2 ,. 
第
二
軍

13 II~W支
出金

g 国庫支
出金 地

方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

I 民生時
llill車負担
金

2 何費国
1tlL負担金

I 国庫負
担金

1 民生1~
国fill負担
金

2 何1~国
庫負担金

1 国庫負
担金

I 土木費
国庫補助
金

2 何賀’l玉l
庫補助金

2 国庫補
助金

1 土木費
国lill補助
金

2 fuf 1~凶
庫補助金

2 国J1Ji:t11i
助金

I 総務費
委託金

2 何費委
dE金

委託金3 

I 総i奇費
委託金

2 何時委
託金

委託金3 

14 都（道
府県）支
出金

1 都（道
JfflJ入）負

担金
I 民生背
部（道府
民l、）負担

金
2 何賀’都
（道府県）
負担金

2 都（道
府り，u補
助金 九

I 土木時
都（道府
リよ） 補助
金

~ 
。
〔
法
矧
九
四
八
四
〕
①
川



2 何費都
Gu府県）
補助金

第
四
編

1 総務費
委託金

2 何費委
託金

委託金3 
地
方
制
度 a、

15 財産収
入

10 財産収
入第

二
章

1 財産貸
付収入

2 利子及
び配当金

1 財産運
川収入

1 財産貸
付収入

2 利子及
び配当金

1 財産運
用収入

地
方
自
治

1 不動産
売払収入

2 物品売
払収入

3 生産物
売払収入

2 財産売
払収入

1 不動産
売払収入

2 物品売
払収入

3 生産物
売払収入

2 財産売
払収入

地
方
自
治
法
施
行
規
則

1 一般寄
附金

2 何寄附
金

寄附金
寄附金16 

I 一般寄
附金

2 何寄附
金

寄附金
寄附金11 

繰入金17 繰入金12 

1 何特別
会計繰入
金

1 特別会
計繰入金

1 何特別
会計繰入
金

1 特別会
計繰入金

2 基金繰
入金

2 基金繰
入金

l 何基金
繰入金

I 何基金
繰入金

a、。
〔
法
則
九
三
五
一
ニ
〕
①
川

3 財産区
繰入金

1 何財産
区繰入金

繰越金18 繰越金13 
繰越金練越金

繰越金

1 延滞
金、加算
金及びi品
料

諸収入19 
繰越金

1 延滞
金、加算
金及び過
料等

諸収入14 九
七



延滞金 延滞金 第
2 )Jll算金 2 力llf.i金 編，，月
：~ 過料等 3 i品料

ワ 都（道 】‘〉 市（町
J(.f県）預 付）間金

l地方制且金利子 利子,... 都（道 市（町

府県） tn 村） Hi金
金利子 利子 第

3 公営企
業貸付金 業貸付金 』～,-・: 

元利収入 元利収入
何公営 何公営

地方治自企業貸付 企業貸付
金元利収 金元利収
入 入

貸付金
元利収入 元利収入

何貸付 何iぜ｛寸
金元利収 金元利収
入 入

!') 受託事｜ 5 受託事
業収入 業収入

何受託 何受託
lJ~業収入 事業収入

fi 収益事
業収入 業収入

宝くじ
収入 収入

2 何々 2 何々
7 利子;tflj

M算金収
入

手lj子書lj

1W算金収
入

8 雑入 l 7 維入
滞納処 滞納処

分費 分費。 2 弁償金 2 弁｛賞金

~ ：~ 違約金 3 違約金
及び延納 及び延納
利息 利息

4 小切手 4 小切手

1.i. 未払資金
九/¥ t札入れ 組入れ

5 維入 5 雑入

① (4) 115 相；叶 20 m ＜町
府県）債 村）（責



第
四
制
地
方
制
度
第
二
草
地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

九
九

I ;I郁 (i芭l II I 1 il'i (111r 
府県＞ fi'il II I 村） fi'i • 

• 1 土木h'fII I I i 土木前
2 何前H I I 2 何的

1 航空機燃料il長与税法第 1条の空港関係都道府県又は地方税法?111185条の
13第 1J買の規定の適用を受lずることとなる都道府県にあっては、都道府
県のl聞の放のII日JcJ1「4 地方特例交付金」を『 5 地方特例交付金Jと

し、以下l順次 l号ずつ繰り下げ、

「I3 地方議lj・悦

制i考・

「I3 地方il良lJ・｛抵

4 ililllf村たばこ悦
都道！日以交付金

l 1也方法人特別;r~
与税

2 地方五11発出l;;f1 l.j. 
税

3 石市lブfス高与・悦

4 地方道路指与悦

l 11!!方11：人特日11;1長
与税

2 1也）Jfill発担11a長与
悦

3 1行1111ガスi：長与｛弛

4 地方道路議与悦

5 航空機燃料議与
悦

l 市町村たばこ税
都道府県交付金

1 地方法人特~JIJ;f長
与税

1 1也 ）j~； 11発 j訓練 lj・
悦

I 石油プJス掠り．悦

1 Jt!!)J・ iiJ:U~） ;ijillj. .f見 lJ 

l j山）i71~ A ~i'j: >J1J ilP~ 
1壬日t

I j也方~；11発 illlii良 lJ.
f見

l 石illIガスiifillj.悦

l 地方j位向iin'J・I見

l 航空機燃料i浪与
｛托

1 11i1nr材たばこ I~~
初日立J(.fV，＇：交付金

ずること 0

2 特別とん；1m与段71~?!1 l条の開港所在市町村・、航空機燃料.；出lj. .f見法第 l
条の空港rnHぷ市町村、道路法第 7条第 3羽に規定する指定市、地方｛見
w第103条に規定するゴ‘／レフ均所布市町村又は回千HJ~fjl;Jjl!f設等所在市111rH
助成交付金に｜則する法律第 1項の規定の迎HJを受け・ることとなる市町村・
にあっては、市町村の制の款の欄中「 8 地方特例交付金J＇を rn 地
方特例交付金j とし、以下順次 3号ずつ繰り下けP、

r I 2 地方；；長lj・ 15i~
1 地方Nl発ithanり．
Hi 

l 地方~111 強 illl ;lj'~ lj. 
悦

a、

を

と

‘7
 

0
〔
法
制
九
凶
八
凶
〕
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1 l~I ！日11wm抗議lJ.
税

2 自動！li:J立iil:1i長Ej.

税

地
方
制
度

第
二
章

地方道路線与税

利子由lうど付金

地方道路i：長与税

利子；1111交付金

配当；1;11交付金

利子古lJ交付金

配当；ljlJ交付金

~ 

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

を

配当；lj1日ど付金

1 株式等ii~渡所得
'.'f1J交付金

1 株式等級渡所得
'.'flJ交付金

6 地方消費税交付
金

7 自動jj（取得税交
付金

自動車取得税交
付金

2 11:1 法による自動
11!:1取得税交付金

1 

l 自動車取得税交
付金

l 地方拘i発a11該l:J・
1弛

1 1也方折｜｛発布11.i真lj.
，悦

2 自動1ltillilkil長Lj.

税

地方道路線lj・税3 

4 

5 航空機燃料t浪与
税

一
一
九
九
ノ
二

1 航空機燃料誠lJ・
，税

6 
石油ガスli良与税

利子制交付金

配当制交付金

利子；1;11交付金

配当＇,'llJ交付金

地方J長与税

。
〔
法
規
九
四

,.,,. 

利子；＇~I交付金

配当；lf1J交付金

3 

4 

八
四

① 
(4) 



1 株式等i演渡所得
jl/1］交付金

5 株式等誠渡所1！ト
割交付金第

四
編

1 株式等議渡所得
'i1f1］交付金地

方
制
度

とfi 地方消 1~·税交付
金 a、

1 地方消費税交付
金

1 地方m費税交付
金

1 ゴルフ喝利用税
交付金

7 ゴルフ場利用税
交付金

第
二
章

地
方
自
治

1 ゴルフ場手I］川税
交付金

1 l~I 動 Tl£取得税交
付金

2 旧法による 1・11助
11i:取得税交付金

1 1・1 ！日1!Ir取得税交
付金

8 白動車取1~｝税交
付金

1 軽油づ｜取税交付
金

2 11~ 11汁ζよる’｜慌illJ
引取税交付金

1 軽油引 Jlj{税交付
金

9 ~珪 m1 引 Itj{ 税交付
金

地
方
自
治
法
施
行
規
則

1 1·~ 有提供施設等
所山市町村助成交
付金

10 国有提供施設等
所（E市町村山成交
付金

a、。
〔
法
規
九
四
八
四
〕
①
川

すること。
3 国庫支出金等の過年度分につレては、雑入の項q1に「過年度収入」の
目を設けることができるニと。

4 1又は数箇の使用料文は手数料のみを証紙による収入の方法により歳
入する市町村にあっては、 12 使用料及び手数料の款中 2 手数料の項
の次に次のように項及び目を加えることができること。

13 J正紙収入
1 市E紙収入

5 特別会汁に係る歳入予算の款項の区分及び目の区分については、普通
地方公共団体の長が定めた区分によること。

歳

道府

項

1 国有提供施設等
所在市町村助成交
付金

一
一
九
九
ノ
三

山
一
町
一
項

費

市

一

会

一
款
一
議

県

I~ 
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議会費議会費

※ 
議会費

議会費

※ 
2 事務局

地
方
制
度

第
二
市

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

※ 
1 一般管

理費
2 文苫広

報1~
3 財政符

理t~
4 会，；十管
理費

5 財産管
理費

6 企画費
7 支所及
び出張所

費
8 公平委
員会費

9 恩給及

び退職年

金持

1 総務管
理費

総務費つ

※ 
1 一般管

理費
2 人事管

理費
3 広報費
4 文，1：~費
5 財政管

理費
6 会計管

理費
7 財産管

理費
8 支庁及

び地方事
務所費

9 思給及

び退職年

金1~
10 持

1 総務管

.flHW 

総務費2 

~ 

費

※ 
1 企画総

務費
2 at・阿調
査費

企画費2 

※ 
1 税務総

務費
2 u武MU数
mi1~ 

徴税J~2 
※ 

1 税務総

務費
2 II武課徴
収資

徴税費3 

一一一
O
O

※ 
1 戸籍住
民基本台

帳1~

~ 戸籍住

民基本台
帳費※ 

1 市町村

連絡調整
費

2 自治振
興資

4 市町村

振興費
。
〔
法
規
九
凶
八
四
〕
①
川

,.. 

※ 
選挙時4 

※ 
選挙時5 



I 選挙管
JJH委日会
·t~ 

~ 選挙啓
発費

;3 何選挙
費

1 選挙管
Jll¥委員会
1¥¥ 

2 選挙啓
発費

~ 何選挙
費

加
問
制

地
方
制
度 a、

※ 
I 防災総
務費

2 消防迎
絡調整費

防災費6 

第
二
市

※ 
I 統計i調
査総務費

2 何統計
'{'( 

5 統計調
査費

%ぞ

I 統計調
査総務費

2 何統i汁
賛

7 統計調
査費

地
方
自
治

8 人事委
員会費

地
方
自
治
法
施
行
規
則

I 委員会
費

※ 
2 事務局
費

※ 
I 監査委
u費

(i 監査委
員費

9 監査委
員費

委員費
ょ：二

2 事務局

※ 
I 社会福
祉総務費

2 社会福
fl~施s没18:

I 社会福
祉費

民生費3 

a、。
〔
法
規
九
三
五
一
一
己
①
川

I 社会福
祉総務費

2 F章害者
制祉資

：~ 老人協
祉費

4 遺家族
等侵護費

5 国民健
t}t保険連
絡調整費

(i 社会師
祉施設費

7 老人福
祉施設費

I 社会福
祉費

民生費3 

一
二

O
一
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四
制

地
方
制
度

第
二
市

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
訓
川

※ 
I 児童福
祉総務費

2 児童措
置費

日 母子福
祉費

4 児市福
祉施設費

※ 
I 生活保
護総務費

2 扶助費

:3 生活保
護施設費

2 児武嗣
祉t~

3 生活保
護費

※ 
I 児童福
祉総務費

2 児童措
in費

日母子福
祉費

ζl 児！i'i:tM
祉施設費

※ 
I 生活保
護総務費

2 扶助費

:l 生活保
護施設費

2 児武福
祉費

3 生活保
護費

,... 

4 災害救
助費

4 災i!J：救
助費

I 災害救
助費

救助費

｛碕帯費‘》

衛生費4 衛生費4 

※ 
I 保健衛
生総務費

2 予防費

3 環境衛
生狩

4 診療所
費

1 1呆｛也術
生t~’

※ 
I 公衆衛
生総務費

2 結核対
策費

＝~ 予防費
4 精神衛
生費

5 衛生研
究所費

I 公衆衛
生時

※ 
1 m掃総
務·1~

2 陣．芥処
理費

:3 し尿処
理費

i11i＇掃 1~’2 

※ 
I 環境衛

生総務費
2 食品衛
生指導費

＝~ 環境衛
生指導費

2 環境衛
生費

一
二

O
二

※ 
I 保健所

:3 保健所
費

※ 
医薬費4 

，‘ 
。
〔
法
規
九
二
一
五
一
ニ
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川



1 医薬総
務的

2 医務費
3 保健師
部指導符
理費

4 薬務費

第
凶
編

地
方
制
度 a、労働費。

1 ")j政総
務狩

2 労働教
Yf 1~ 

3 労働福
祉費

労政費
労働費5 

第
二
章

地
方
自
治

※ 
I 職業，nij
制！総務費

2 職業訓
練校費

2 職業.n11
M!1号

地
方
自
治
法
施
行
規
則

※ 
I 失業対
策総務費

2 一般失
業対策事
業費

I 失業対
策費

※
対
費
失
事

業
務
般
策

失
総
一
対
費

策

業

業

I
l

ワ臼

3 失業対
策費

※
諸働労

費

2 労働諸
費

1 委員会
費

4 労働委
n会費

※ 
2 ~J~務局
費

6 農林水
産業費

6 農林水
産業費

a、。
〔
法
規
九
三
五
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I 農業委
員会費

よと二

2 農業総
務費

＝~ 農業仮
興費

4 宙産業
費

5 農地費

農業費

※ 
I J：！~業総
務費

2 1提業改
良普及費

3 農業振
興資

4 成作物
対策費

5 肥料対
策費

6 揃物防
疫費

農業費

一
二

O
三
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地
方
制
度

7 農業協
同組合指
導費

8 農業共
済団体指
導費

9 食細管
理費

10 農業試
験場費

11 蚕業持

，‘ 
第
二
市

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

※ 
I 畜産総
務費

2 畜産振
興費

3 家畜保
健衛生費

4 畜産試
験場費

2 苗産業
費

※

総

改

防

費

及

耶

事

調

地

地

地

業

墾

拓

拓

地

良
費
土
費
農
事
開
開
費
干
費
良
費

務

良

災

び

業

業

整

1

2

3

4

5

6

 

農地費3 

※ 
1 林業総
務費

2 林業振
興・n

林業費2 

一
二

O
四

※

総

仮

病

除

費

費

費

試

費

業

業

林

防

林

道

山

業

費

猟

林
費
林
費
森
虫
造
林
治
林
場
狩

務

興

害

費

験

1

2

3

4

5

6

7

8

 

林業費4 

。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

’‘ 
※ 

水産業総

：~ 水産業
費

※ 
水産業総

5 水産業
費



務型t務1~

2 水産業
興的

2 水産業振
興費第

四
編

a、
3 漁港管理
費

4 漁港建設
費

3 水産業協
同組合指導
・n 地

方
制
度

4 漁業調整
’｛~ 

5 漁業取締
’伐

第
二
章

6 水産試験
場資地

方
自
治

7 漁港管理
・民

8 漁港建設
t~ 

商工費7 商工7 

※
務総工商

時

商工1 
※
務総業商

H
V
目、

商業費1 

地
方
自
治
法
施
行
規
則

2 商工業振
興費

2 商業娠興
作

観光貨3 3 貿易振興
悦

4 物産あっ
旋所費

※ 
1 工鉱業総
務費

工鉱楽四2 

a、2 中小企業
保興費

薬
締

火
取

砲
等

銃
スガ

費

q
d
 

〔
八
八

O
三〕

4貨計量検定

5 工業試験
場費

6 鉱業振興
費

一
二

O
五

観光政3 



※1 
観光州

8 第
四
制

土木質土木質8 

地
方
制
度

※ 
1 土木総務
費

1 土木管理
費

※ 
1 土木総務
費

1費土木管理

，－ 
銘
ニ
意

2 土木出張
所四

地
方
自
治

3 建設業指
導監督費

地
方
自
治
法
施
行
規
則

4 建築指導
狩

※
り
何

橋
務

路
総

道
うト

Am

噌

i

2 道路橋り
ょう費

※
り
問

問
問
問

道
うト血

2 道路橋り
ょう費

2 道路維
程

2 道路維持
・民

3 道路新設
改良質

3 道路新設
改良質

4 橋りょう
維持·＇l~

4 橋りょう
維持費

5 橋りょう
新設改良’l~

5 橋りょう
新設改良町

※ 
1 河川総務
費

河川3 

※ 
1 河川総務
投

3 河川海
賞

2 河川改良
費

砂防 1~3 ，‘ 
一ニ
O
大

4 海岸保
’段

水防 1，~5 
〔
八
八

O
三〕

※ 
1 港湾行理！
'fl 

港湾 ~I・4 

※ 
1 港湾管理
費

港湾問4 



2 港湾建
設費

2 港湾建
設費

第
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a、※ 
1 都市計
画総務費

2 土地区
画整理費

3 街路事
業費

4 公共下
水道費

5 都市下
水路費

6 公園費

5 都市計
画費

※ 
1 都市計
画総務費

2 土地区
画整理費

3 街路事
業費

4 公園費

5 都市計
画費

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

※ 
1 住宅管
理費

2 住宅建
設費

住宅費6 
※ 

1 住宅管
理費

2 住宅建
設費

住宅費6 

消防費9 警察費9 

地
方
自
治
法
施
行
規
則 ※ 

1 常備消
防費

2 非常備
消防費

3 消防施
設費

4 水防費

消防費

1 公安委
員会費

※ 
2 警察本
部費

3 装備費
4 警察施
設費

5 運転免
許費

6 恩給及
び退職年

金費

1 警察管

理費

‘可
。
〔
法
規
八
九
七
七
〕
①
川

1 一般警
察活動費

2 刑事警
察費

3 交通指
導取締費

2 警察活
動費

一二

O
七

教育委

I 教育総
務費

教育費10 

教育委I 

I 教育総
務費

教育費10 
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地
方
制
度

第
二
章

員会費
※ 

2 事務局
費

3 思給及
び退職年
金費

員会費
※ 

2 事務局
費

3 教職員
人事費

4 教育連
絡調整費

5 教育研
究所費

6 思給及
び退職年
金費

,... 

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

※ 
1 学校管
理費

2 教育振
興費

3 学校建
設費

2 小学校
費

※ 
1 教職員
費

2 教育振
興費

2 小学校
費

※ 
1 学校管
理費

2 教育振
興費

3 学校建
設費

3 中学校
費

※ 
1 教職員
費

2 教育復
興費

3 中学校
費

一
二

O
八

※ 
1 高等学
校総務費

2 全日制
高等学校
管理費

3 定時制
高等学校
管理費

4 教育振
興費

5 学校建
設費

4 高等学
校費

※ 
1 高等学
校総務費

2 全日制
高等学校
管理費

3 定時制
高等学校
管理費

4 教育振
興費

5 学校建
設費

6 通信教
育費

4 高等学
校費

※ 

5 幼稚園
費

※ 

5 特別支
援学校費

。
〔
法
規
八
九
七
七
〕
①
川

鼻



I 幼稚！~iil 特別支
援学校時
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a、う·~

I 社会教
育総務費

2 公民館
費

:3 l司書館
費

6 ti：会教
育時

※ 
I 社会教
育総務費

2 視聴覚
教育費

3 文化財
保稽費

4 図書館
費

() 社会教
育1~

地
方
制
度

第
二
市

地
方
自
治

1 保健体
育総務1~

2 体育胞
目立 ·1~

7 保健体
育費

※ 
1 保健体
育総務費

2 体育振
興費

3 体育施
設費

7 保健体
育費

I 農林水
産施設災
'&'fiilll t~ 

11 災害但
旧費

I W~林水
産施設災
：！日虹llJ1~ 

11 災WiU
旧費

地
方
向
治
法
施
行
刷
川

1 何災3
'fii IEl 'l~ 

2 何施設
災害彼旧
費

1 何災害
復旧費

2 fiif施設
災害倍旧
費

1 何災害
復旧費

I 何災害
行：1111j~ 

l 元金
2 利子
:3 公（責Jlfi
費

公債費
公債費12 

l 元金
2 利子
3 公（責諸
費

公債費
公債費12 

a、。
〔
法
規
九
問
八
問
〕
①
川

13 諸支山
金

rn 3括支ti.¥
金

！ ？干i曲財
産1&r！はを

I Y1f i邑財
ifftlfJ£1tト費

I 何取れ｝I 何取得
一
二

O
九

I (iif公常
企業貸付
金

2 公’＇i~~·企
業貸付金

I 何公営
企業貸付
金

2 公常企
業貸付金
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I 地方消
賀税i計算
金

3 地方消
費税Ui算
金

地
方
制
度

4 利子宮1]

交付金
,.. 

第
二
章

I 利子害1]

交付金
5 配当害1]

交付金

地
方
自
治

I 配当害1]

交付金

1 株式等
譲渡所得
割交付金

6 株式等
譲渡所得
割交付金

地
方
自
治
法
施
行
規
則

I 地方消
費税交付
金

7 地方消
費税交付
金

I ゴノレフ
場利川税
交付金

8 ゴルフ
場利用税
交付金

9 自動車
取得悦交
付金

I 自動車
取得税交
付金

~ ｜日法に
よる自動
車取得税
交付金

10 利子割
1Wftt金

I 利子割
精算金

予備'J~14 予備資14 
予備費予備費

。
予備費

I 都、指定都市等行政権能の差のあるものについては、当該行政権能の

差により必要な款又は項を設けることができること。

一般職の職員の給料、職員手当（退職手当を除く。）及び共済時は、※印

予備費

つ

備考

。
〔
法
規
九
四
八
問
〕
①
川

’‘ 



a、

を付している目に計上すること。

;3 2にかかわらず、事業費支弁の一般職の職員の給料、職員手当（退職手

当を除く。）及び共済費は、当該事業費の目に計上すること。

4 2にかかわらず、施設の一般職の職員に係る給料、職員手当（退職手当

を除く。）及び共済費は当該施設の目に計上することができること。

5 特別会計に係る歳出予算の款項の区分及び目の区分については、普通地

方公共団体の長が定めた区分によること。

6 地方税法第485条の13第 1項の市町村にあっては、 13 諸支出金の款中

2 公営企業貸付金の項の次に次のように項及び目を加えること。

第
四
編

地
方
制
度

第
二
章

3 市町村たばこ税都
道府県交付金

地
方
自
治

1 市町村たばこ税都
道府県交付金

‘可
。
〔
法
規
八
七
九
二
〕
①
川

歳入予算に係る節の区分（第十五条関係）

款 の 区 分 節

都（道府県）税、市（町村）税 1 現年課税分

2 滞納繰越分

ただし、歳入予算の項の区分を地

方消費税とするものについては、目

と同ーとする。

地方消費税清算金 目と同ーとする。

地方譲与税

利子割交付金

配当審l交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

自動車取得税交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

繰入金

繰越金

その他の歳入科目 歳出予算の項の区分等に対応して普通

地方公共団体の長が定めた節の区分に

よる。

地
方
自
治
法
施
行
規
則

一一一一
一
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旗出予算に係る節の区分（第十五条関係）

日
Azs 

説節

地
方
制
度

第
二
章

執行機関である委員会の委員及び委員（常

勤の者を除く。）に係る報酬

その他の非常勤職員の報酬

知事、副知事、市町村長及び副市町村長並

びに常勤の監査委員及び人事委員会の委員

に係る報酬

酬

酬

非常勤職員報酬

特別職給

報

報

員

員

議

委

酬

料

報

手会2 

,... 

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

当手／
＼
 

づ基例条ノ
＼づ基れま又律法

、t
1
1
1
1
1
1
L
1
1
1
1
1
1』
』
J

給

当

当

当

当

当

当

当

済

負

手

手

手

共

る

職

手

整

手

芸

語

手

員

す

1

1
手

務

対

般

養

給

動

勤

勤

童

公

に

任

殊

地

方

合

金

一

扶

初

通

特

特

何

児

地

組

担

職員手当等

費済共

3 

4 

普通恩給、増加恩給及び扶助料

退職年金、通算退職年金、公務傷病年金及

び遺族年金

報酬、給料及び
賃金に係る社会
保険料

療養補償費

休業補償費

何 補償費

葬 祭 料

思給

退職年金

災害補償費

6 思給及び退
職年金

5 

金

費

貸

報

7 

報酬に掲げるもの以外のもの（謝礼金を含

む．）

金償報償8 

一一一一一一
議員その他の非常勤職員の費用弁償及び関

係人等に対する実費弁償

金

金

償

賜

上

用 弁

賞

賀

費
費旅9 

。
〔
法
規
八
七
九
二
〕
①
川

鼻



'1~ 

'1~ 

｝｛民

旅

辿

男lj

I
F
－－－

h
ド
’

剥
L
配出
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a、文具、印紙の類で一度の使用でその効用を

失うもの及び数会計年度にわたり使用され

る物品で備品の限度に至らない消lr;m：：材・
暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車HJ燃料

t了2
1111 耗，1

 

2
一、1・3’

l探

用

交

前

10 

11 地
方
制
度

'1~· ．
 
！
 

”町、i
 

第
二
市

·~rr気、ガス、水道及び冷暖房使用料

町ii品の修総若しくはviii品又は船舶、航空憐

等の部分MiのII~·｛キえの費用及び家股等の小

修絡で工事lli'H~'l'i:に至らないもの

食 制 的

印刷！興本 ＇J'i・
光熱水 1~

修繕 料

地
方
自
治

郵便、むf;i....包括~；；1・及び迎知事I·

地方債~W！芳Jfx扱手故料

$;:1J~、翻訳及び述記料

Jl(j 材料費

節I ~；；I・ 1~·

医薬材料費

通信迎 i般的

保 ri: 1s1・
広告 1s1・
手数料

＊耕翻訳料

火災保険料

自動車拡lrn:保険

料

務t立

地
方
自
治
法
施
行
規
則

12 

試験、研究及びi別査並びにゆと阿等製作委託

料

－－
v

’
 

”、．v
ー;tr: 委13 

土地、工作物等の造成又は製造及び改造の

工事並びに工作物等の移転及び｜除去IIの工事

等に嬰する経狩で契約によるもの

何工事；IN負貯

14 使JlJ料及び

賃借料

15 エヰ1:,m負 '1~’

a、。
〔
法
規
九
凶
八
四
〕
①
川

工事材料 w
加工用原料詩

情利 l!1W入費

土地 ll/1~ 入費

家展 ll/11入野

船舶、航空機呼

11/i~A'l~ 

m〔 1ヰ・：j;;I・ '1~

17 公平fJH~iilli'ii
入費

16 

一
一一一



第
四
編

庁用器具投

機械器具 1~

!f~J 物！！！な入費

負担 金

{rjjj 品目的入n・18 

消耗品以外の!ftlJ物
地
方
制
度

第
二
立

1ili 助金

交付金

生活扶助費

何 扶 助 費

19 負組金、 1ili
助及び交付金

~ 

地
方
自
治

金

金

金

金

的

時1
的

迎

－i

、i
E
S
ト

t

J
A
H
H
e
J
M
M

－i
’・v
サ
－
ー
ト

る
ぶ
引
み
仇
l
u
n
u
h
L
L
U

1~ 

金

-tJミ

it 

22 制ifi't、むIi填
及び賠償金

’a
，
 

．，a
，F’
 

B
A
 

｛寸

20 

21 

地
方
自
治
法
施
行
規
則

欠損1ilit~t金及ひ~~N！上光HJ金

地方的の元金m迎金、税収入等の還付金23 的JS!l金、手I]

子及び官1］引料

地方的及び一時借入金の利子北びに；1;11引発

行する地方的のjli1J 引~；；j・

小切手支払未済

的i担金

利子及び；l/1］引料

足立付加算金

債券及び株式のllli1！｝.に嬰する経町並びに公

益財団法人の定私・に係るHIえん金等

金

金

持

金

24 投資及び山

資金

-h'l 

／＼ ．ι、
繰

立

附

政

出

5

6

7

8

 

9
M
n
L
9
－
n
L
 

二
二
四
（
1
一
二
三

O
）

I 節及びその説明により l!JJらかでない経狩については、当政経狩の性質

により煩似の日Hこ区分整理！すること。

2 節の!iJ1初jの話号l土、これを変更することができないこと。

;3 f長山予算を配当するときは、；；虫項目的iのほか、必現に応じ何iの説明に

より、これを行なうことができること。

他会計への繰出し

党
d’l

 t
 

’’’E
‘．
 

),.:t品式・··~tm~rn=. cu11w:isi1: !1JJ1'.1治令：rnr；・1一郎改正〔ll[lflMO11: 5 J1 l'I ffr－；~ 15 I ｝・ •l lll' 2 JI 2り・ 5

JJ 111｝・ ol:lll(lI JJ:ll IJ • ・1・111:12｝日2乃・ 4Gl1:i JI J:lり・ 9}]181｝・ 47ll'9 }126 I｝・ 4811:6 JI 17 I｝・ 49lJ(

a Jj !I I｝・ 5011:2 JJ I ＼｝・ 9JJ 16り・ 51lj~ 8 Jj 251｝・ 54ll;:l Jj 8 I｝・！） I}・ li2l!H2JJ:l71｝・＜i:H1q2 JI :11 

＼｝・ー，~，，t元 lj( :! Jj 121} • :l 11: :i JJ !) ｛｝・ 9！ド3Jj 18号・ 1011;12JJ・l6り・ lI 11: :l Jj 151｝・ 12i1::1 JJ221｝・

I :l !J' I JJ 総陥令 5I}・ 1411; 2JI191} ・ 15l1:12J11451｝・ Hill:4 JJ781｝・ 17lJ' 4 } I 75 I} • 1811: 11 JI I :!9 lj・・

Hiii'・ i JI 011｝・ 2011:1 IJ I I 181} • 7 JJ 86 I｝・ 1lfjl!SI｝・ 2!l1:3 Jj 31iり〕

。
〔
法
規
九
四
八
問
〕
①
川

伊h



（第十五条の二関係）予算に関する説明書横式

歳入歳出予算事項別明細書第
四
編 総括

〈歳入〉

1 

a、
欽 ｜本年度予算額｜前年度予算額｜ 比 較

1 何々
千円

2 何々

歳入合計｜

地
方
制
度

第
二
章

般

源

千円

本年度予算額の財源内訳
本年度

予算額

出〉（歳

政

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

前年度予算額の側には、前年度当初予算に係る金額を伺げること。

補正予算又は暫定予算は、この様式に準じてこれを調製すること。

考i
 
，1
 ・l

’山
V

2 

入

何

歳

（款）

cgv 

2 

、
沼
山
川
崎
二
四
二
一

1
コ一〕

々

本年度｜前年度｜比

節
日

分｜金額
説 明

千f'J
何々 ｜

1 何 々

何々｜

2 何々

じ何7々i7＼：~－－言1・

々

何

一一一一一一一
前年度の欄には、前年度当初予算に係る金額を掲げること。考備



一一一一一一一ー一一一一， ・...

説明欄には、収入見込額の算出基礎、税（料〉率その他重参考となる事項

を記載することができること。

有n正予算又は暫定予算は、この様式に準じてこれを調製すること。

2 

第
四
編

3 

地
方
制
度

成

（款）何

（羽）何

・4・4
1守
ιi
 

3 

第
二
章

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

々

比1凶日出目 本年度前年度 説明j

千円 千円 千円

1何々
何々｜

ベ｜｜｜
何々｜
何々｜

一計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜｜｜／｜／｜／ 

々,,. 

前年度の欄には、前年度当初予算に係る金’倒を掲げること。

説明欄には、予算を計上した目の内訳その他怠考となる事項を記載す

ることができること。

3 補正予算又は暫定予算は、この様式i二準じてこれを調製すること。

1 

2 

考・viii 

一一一一一一一一

〔
法
規
二
四
二
一

t
三〕

,.. 



書細明費与

a‘ 

特別職

絵 与 費

磁員
織｛末千手円当） 区 分 数 領酬 給料 地調車手 寒冷地 その他 針 災誹’t合計 備~

年間支給 当 手当 の手当

（人） ｛千円｝ （千円） 率（月分） ｛千円） （千円） ｛千円） （千fIJ) （千円） ｛千円）

Jl事F

本
織員

年

聡のそ特の他別
度

自十

長司事

1拘
蟻員

4手

度
機そのの特他別

自十

提唱事

比 Sil員

般
聡その特の他別

肘

第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
章

地
方
自
治

．可
。
〔
法
規
八
七
九
二
〕
①
川

長等とは知事（市町村長）及び副知事（副市町村長）をいい、その他

の特別職とは長等及び議員以外の特別職をし、う。

2 二の表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積

算の基礎となったものについて記載すること。

3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内

容を具体的に記載すること。

備考

一一一一一一一



一般職2 第
四
編

第
二
章

地
方
自
治

地
方
制
度

総括

区分 職員数
給 与 費

共済費 メロL ；~t 備考

（人）
報（千円酬） 給（千円料） 職（員千手円）当 （千計円） （千円） （千円）

本年度（

前年度（

比較（

）
 

－
 

（
 

~ 

地方自治法施行規則

区分 何（千手円当） 何（千手円当） 何（千手円当） 何（千手円当） 何（千手円当） 何（千手円当） 

本年度
職員内手当
の訳

前年度

比般
〉． 》》

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支

弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載す

ること。

（ ）内は、短時間勤務職員について外書きすること。

備考

2 

一
二
三
四

。
〔
法
規
八
七
九
ニ
〕
①
川

,.. 



a、

給料及び職員手当の増減額の明細

区 分
増減額 増減事由別内訳

説 I珂 備 考
（千円） （千円）

給 料 給与改定に伴う

増 減 分

昇給に伴う増加

分

その他の増減分

職員手当 制度改正に伴う

増 減 分

その他の増減分

(2) 
第
四
編

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

一
二
三
五

‘
 

。
〔
法
規
八
六

O
乙
①
川

1 m減額欄の金額は、『(I)

金額と一致すること。

2 税明欄には、噌減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、

職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記

載すること。

総括Jの給料及び職員手当のそれぞれの比較備考



給料及び職員手当の状況

職員 1人当たり給与

(3) 
第
四
編

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

ア

区 分 何 々 職 何々職
《

平均給料月額（円）

年月 日現在 平均給与月額（円）

平均年齢（歳）
〉

平均給料月額（円）

年月 日現在 平均給与月額（円）
‘ 

平均年齢（歳）

’‘ 

地方自治法施行規則

国 の 市リ 度

何々職 何々職

（円） （円）

初任給

区 分 何々職 何 々 職 〉

（円） （円） 、
) 

j¥Jj校卒

大学卒

イ

一
二
三
占
ハ

級別職員数

何 々 職 何 々 職

区 分
職員数 構 成比 職員数 構成比

級 級
（人） （%） （人） （%） 

べ

何級 何級

年 月 日
何級 何級

現 在

計 軒

何級 何級

年月 日
何級 何級

現 在
〈

肝

ウ

。
〔
法
規
八
六
O
ニ
①
川

aF 



（級別の都内lj的な職務内作）第
四
編 i扱－H

J
 

－
E
 

J
4
t
 

出汲
9

・’a・
－， l
 
，a
冒・・分IK 

地
方
制
度

a、

ベ
。
〔
法
規
九
五
八
五
〕
①
川

j限

ニこ

々

ム口 代表的な職｛！日

区 分

何 々 職 (iif 々 ~i~

~j~ 員 数（八）（人）

本 -'ii・給に係る職只数（ B) （人）

2号給（人）

4号給（人） 》〉〉

{f 

－~j・給数別内訳 6 －~｝給（人）

8ぢ・給 （人）

度 何号給（人）

比 中（B)/ （八）（%）

月瀧 数（八）（人）

i)fj 
列－給に係る職n数

( B) (A) 

2号給（ノ、）

4号給（人）
を手

－~｝給数日IJ内収 6サ給（人）

8 －｝｝~台（人）

度 ｛可サ給（人）

J:t 中（ B) / （八）（%）

う／.給

｛可

第
二
章

地
方
自
治
法
施
行
規
則

一
二
三
七

地
方
自
治



第
四
編

地
方
制
度

第
二
軍

JUl~ミ手当・助勉手当

支給 JUlJjlJ支 給 率 暗級1階H躍1等~、I：職附－にI:務の1よiftIのるm: 区 分 支（給月分串）ill' WI f巧
6月 (JJ分） 12月（月分）

本年度

前年度

国の制度

オ

~ 

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

定年退職及ひ・勧奨退聡に係る退聡手当

20年勤続 25年勤続
3の：者月~F勤続 最（高月分限度） 力そniの1措他問の符 {1il Y;・ 区 分 のニri・ の者

（月分） （月分） （分）

支給中等

等国（文）の給制度率

カ

地域手当

支給対魚 j也Jr主

文 *I1 ヰ｛（%）

支給対象職ii欽（人）

基国のく指支定給j占率ij（！に
づ（%）

キ

一
二
三
七
ノ
二

特殊勤務手当

〉

代表 的な恥柿 〉

l孟 分 全職事n 〉

何 々 職 何々 ll鵡 〉

( 

給料総額に対する比中（%）
〉

〉

支（給対年~JI的 L}Jの比市1:1 現（%在）） 

代史的な特殊勤務手当の名利；
〉

〉

ク

。
〔
法
規
九
五
八
五
〕
①
川

伊‘



a‘ 

その他の手当

｜玄 分 悶の制度との異同 差異の内容

扶 設 手 三当

｛主 居 手 三Lj

地 部j 手 泊J

ケ第
四
編

山
ど
り
川
川
－
作
リ
A

aE，．
4

，M
M川
g
tん

ベ
。
〔
法
規
九
五
八
五
〕
①
川

fア職只 1人当たり給与J、fイ 初任給J、「ウ級別i向日放J、fエ

グ／.給J及び「ク 特殊勤務手当Jの何々峨の区分は、給料去の区分に

よることとし、桜数の職百iについて同ーの給料去を適用している場合に

あっては、原則としてそれぞれの職種の区分によること。

2 Iア 職員 1人当たり給与J及び「ウ 級別職n数J は、予算，抗日Jl~時

及びその l年前の数値により、 fク 特殊勤務手当j の支給対魚職員の比

率は予算抑制限時の故値により、それぞれ作成すること。

3 Iア 職員 1人あたり給与j は、「短時間勤務職n以外の職只について

作成すること。

4 fア ！［前日 1人当たり給与Jの平均給与月初は、 JUI末手当、 i1功勉手当、

退！日t手当及び寒冷地手当を除いて算定すること。

5 fイ 初任給Jの図の制度の職種の区分は、原Hllとして、当談会計に

おいて可能rnこ適用される給料去に対応する伴給去が適用される国家公務

只の職稲の区分によること。

6 Iウ 級別職只数Jの（

すること。

7 fウ 級別職n数j の「（級別の標準的な勤務内容）J l士、原則として、

当談会計における最も代表的な職種の職員に適用される給料去に係るl[i故

簡について作成すること。

8 fエ グI・給Jの職員数。欄には、短時間勤務職員以外のl政口数を記ti批す

ること。

9 fオ jり！末手当・勤勉手当j は、行理又は位行の地位にある職員以外

のirilknについて作成するものとし、支給WI別支給ヰ，~II』！及び支給£i-1i汁 lit! に

は当；！支！日mのt:i'iil

nの！；＼＇~ii~的な支給＂i号を、 {lljj考 ti日iには、算定説磁に合まれる手当の稲rnに

ついて図の制度との異同等をそれぞれ記載すること。

10 fキ 地域手当Jの支給対象地域tl¥1には、支給不の区分及び凶の指定

法ijUに1!i

）内には、短H寺Ill］勤務聡nについて外治き

備考

第
二
立

地
方
自
治

一
二
三
七
ノ
三

地
方
自
治
法
施
行
規
則



法gj~還さき~還さ当結 1HJJ. 裂~但？定 要1t::也海誕遺！と寝室 I 11111く

款

1 ｛可 1 
々

つ 何 1 
々

継続狩についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年

度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等にi到する溺苫

全 体 3十 函
前iifi年 前年度 当該年 当該年 翌年度

左の財源内訳
末まで 度末ま特定 財 源 度末ま 以降支

項 事業名 年寄l]

道弘金国（都府
地方 その 一般

の支出 度支出 での支

年度 での支 出予定
額

財源
（見込） 出予定

{11{ ｛也 出額 告J~ 予定額 額 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

何
々

百十

｛可
々

継続費

の総額

に対す

る進捗

守3「伺主

% 

。〔誕5妻子ミ同く同〕＠三

ι ‘」



1i't務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末まで

の支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定制等に

l到する訪日：！？

第
四
編

a、1まii:｝で：込，~の）度支都i求出 以出当予該降年定の額度支
tr.の 財 源 内 訳

]I~ Ifi ｜現JJ.tftfi 特 ；主 IH か；｛

l県到）（都守道出府合
一般財源

JUJll:J 金 ？ii’ijりJilli 金額 地方的 その他

千Pl 千円 千円 千円 千円 千円 千円

地
方
制
度

第
二
市

地
方
自
治

日ii考 限度額の金額表示の困難なものについては、当該欄に文言・で記松すること

ができること。

a、。
〔
法
規
九
五
八
五
〕
①
川

地方的の前前年度末における現在日並びに前年度末及

び当a来年度末における現在高の見込みに関する；悶~1 ：~

現込IW年在額度高末見

当該年度中削減見込み
現額当該在年高度見末込区分 が末i前現年在度市

起当該債年見度込額中 議当該年償度還見中

11~； ｝）栴 水住木産育宅俄

千円 千円 千円 千円 千円

3 そ の 的か他

::: 4接ん退~I陪t可I( 入職1責i-t 欠手，汁当

（ム仁4? 々

地
方
自
治
法
施
行
規
則

似i考 H路子fl'(で他のj也方的の区分により区分することができないものについては、

3 その他の項にHH~~mの区分を設けて記載すること。

ヰ.： 1浪式···~自1；改正〔llfUU38ll' 9月自治令261.｝）.一部改正〔11[1利50ll'2 }j 1!1 iii令 II｝・ 59li'!!Jj21り・ 60

ll' 8 JJ 221｝・ 61l!' I JI ！な・』1~1,x 2 i1; 2月2り・ 12月331｝・ 3ll'l2Jj301｝・ 9ll'l2J1421｝・ 1:HgI J1 総

務令 5r;-• J6lJo7 JJllll｝・ 17年12}]16!H｝・ ISl!'l1月139り・ 21i1;5月541｝〕

一
二
三
九



京5i~喜 三子収雲ささ 器ll出 ヨ-R也：12 2ヨ択也泥沼選｛と遺言 ｜｜｜因。

継続費繰越計算書様式（第十五条の三関係〉

款 項

1 ｛司 1 何
々 々

2 ｛可 1 ｛可
々 々

何年度（普

何年度継続投予算現額
継続'J~

支稲支込出出及額済。見： ~Jr.業名
予計上算級 繰前逓年越l知次z 計

残額 繰迎翌年総度次額
の総額

円 円 円 円 円 円 円

何年何月何回提出

〔何都（道府りよ）知事〕〔何都（道府り人）何市（町村）長〕

氏

1正の肘I内訳
特 財 源

繰越金 ti出胡R＞命（府胡支l 地方mその他

円 円 円 円

名

{rlii考 1 支出済制及び支出見込制の｛！日lには、当n来年度の支出済制及び支出負担行為済みの金額で支出来済の金額を記枇す

ること。

2 左の財源内訳榊lには、継続授の翌年度逓次繰越額に充てるべき翌年度における財源の予定を記椛すること。した

がって、特定財源の欄には、当該年度における継続貨の特定財源、のうち調定未済又は調定済未納であって翌年度に

繰り泣すものを計上すること。

3 地方自治法第220条第3項ただし：！？の規定により継続貨に係る歳出予算の金額を繰り越したものについては、「翌

年度逓次繰越額Jとあるのは「翌年度繰越額Jと読み替えるものとすること。

本様式…全部改正〔HlfHl38~1; !l月自治令2Gr；・1一部改正〔11［！利1・1Jl1;7月自治令141｝・ 50年2JJ I l｝〕

。〔五1~長同く同〕＠三

ι l 



電ト ‘ト
〔士迫感1nm11～111〕

継続費精算報告書梯式（第十五条の三l悶係）
何年度（普通地方公共団体名）継続四精算報告内

｜一一実 ． 一盆一一｜

項｜事例制~lti~~ej支J；；：源f.e出ょl~i~1二
：~~~ト方Jf11'.I

1何々11何々I I I IサI1・J1 IリI IリIIリ｜円If'JI PJI 1サIl'JI .. fIJI I’］ ＇］い
｜ ｜ ｜ ｜ 「「 「寸一一「丁｜一一）－「ー「， -I 

2何々11何々

－｜｜｜｜｜」 I I I I I l __ _J I l_I 
し」｜｜｜｜｜｜｜｜－｜｜」」｜

「寸－「「「－－1－「「II I I 1-l~ 
｜ 下寸 ｜ 「「－「「｜ ｜｜ 「｜ I ,-

I I I I I I I I I I I I I I I 
｜｜｜｜ ｜  ｜｜｜｜｜  ｜「下下

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜  
計｜｜｜｜｜｜「－｜｜｜｜「下－－－，－1--

何年何月何日提出

〔何都（道府県）知事〕 〔何部（道府県）何市（町村）長〕

民 名
本線え・・・7全保日空iE（昭和38~ド 9 月白粉令26勾〕．一郎改正C昭和50~2 月 n治令 1 号〕

総ml! 裂11:¥悪 也 掠ll料幸子択也深 雪4宍也梨税理Lヒ5員電 I 11§1 

’ 



第
四
編

第
二
章

地
方
制
度

名業，Lv
 

az
－－－ 
司

4

，‘ 

地
方
自
治

2 何々11何々

地
方
自
治
法
施
行
規
則

〔何都（道府以）何市（町村）長〕

氏 名

。m考未収入特定財源の欄には、調定未済額及び訓定済未収入額を記載すること。

＊織式・・・全郎改正〔昭和38年9ll自治令26号），一部改正〔昭和50年2月白治令 1号］

何年何月何日提出

〔何都（道府県）知事〕

事故繰越し繰越計算書様式（第十五条の五関係）

何年度（普通地方公共団体名）事故繰越し繰越計算書

事業名」i円支担制行出1下為明：：支｜！一左醐寸出のH再甑一内支一出調1開両l支担予一定行出相剣刻円lI 翌続越年度額円

左の財源内沢 説

款 項

群樫~~ ~＼明
1何々 1何々

2何々 1何々

何年何月何日提出

〔何都（道府m知事〕
一
二
回
ニ

〔何都（道府県〉何市（町村）長〕

氏 名

古ii考説明の側には、事故繰越しの理由を記蛾すること。

;d.:f.)l ：；＼··・企郎改正［目白痢138年 9JHI治令26号），一郎改正〔昭和so~1! 2 JJ n i'fi令 l"I・})

門
法
規
二
四
二
一

J
一ニ】

~ 



決算の調製の様式（第十六条関係）

何年度（普通地方公共団体名）歳入歳出決算書

a、
入

歓 ｜ 羽 ｜話器｜制定額｜事訓湖 ｜禁論｜問題よ

1 何々
百

1 何々｜

2 fiiJ ｜々

2 何々

1 何々｜

2 何々｜

歳入合計｜

歳第
四
編

地
方
制
度
第
二
章

地
方
自
治

出

予算服｜支WifftriI話器｜不用 制 予済制算現と額のと比支較出

1 何々 「
円

1 何々｜

2 何々｜

2 何々

1 何々｜

2 何々｜

歳出合計｜

歳

地
方
自
治
法
施
行
規
則

＼ 

a守門
法
規
二
四
二
一
J
一ニ〕

円

円

〔何都（道府県）何市（町村）畏1

氏－各
本様式・・・全郎改正〔悶栴138年9JJ fJ治令26)f-），一郎改正【昭和50隼2月自治令1号】

円

円

歳入歳出差引残額

うち基金繰入額

文は

歳入歳出差引歳入不足額

このため翌年度歳入線上充用金

何年何月何日提出

〔何都（道府県）知事〕

一
二
四
三



一一・←F 一一－
，・；

歳入歳出決算事項別明細書様式（第十六条のニ関係）

何年度（普通地方公共団体名）歳入歳出決算ヰ明別明細書

第
四
編
地
方
制
度
第
二
章
地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

歳入

一一 時品器1肘｜品1~1：：！~；：1竺
1何々｜｜｜悶Il'Jl ''JI ''JI I l'JI円I!'JI f'Jl ILJI 
~－＇」－｜｜｜｜｜しLl_L
I］何々｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

I I I I I州｜｜｜｜｜
｜｜｜｜｜｜｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜  

1何々II J I I I I I「「「「
j 1何々II I I I I l_LLl_I_ 
I I I I I I何々II I I I I 

J 入合計｜ I I I I I I I I I I 

目項紋

2何々

?-"' 

一
二
四
四

項軟

1何々

門
法
規
－
一
四
二
一

t
一己

・'r 



a、

実質収支に関する鋼書様式（第十六条の二関係）

実質収支に関する調書

区 分 金 都

歳 入 総 額
千円

2 歳 出 総 Kti 

3 歳 入 歳 出 差 額

4 翌年度へ繰
(1) 継続投逓次繰越額

り越すべき
(2）繰越明許費繰越額

財源
(3）事故繰越しi繰越額

計

5 実 質 収 支 額

6 実質収支額のうち地方自治法第233条
の2の規定による益金盤入盟

第
四
編

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

本線~…念館改正〔昭和38~9.IJ 自治令26-t予〕．一郎改正【昭和50年 2 月自治令 1 号］

財産に関する調書様式（第十六条の二関係）

財 産 に 関 す

地
方
自
治
法
施
行
規
則

書調る

1 公有財産

(1）土地及び建物

、

＼ 

〔
法
制
叫
二
四
二
一

J
三〕

分｜土地（地積） ｜木造（延而税）｜非木造（延而積）

·a~u: Ji!: Ja:: Ji!: j:: JE~i~ a：~：：：Ja:: J a:: 
本庁舎 jm2j m21叶 m2j叶 m21叶 m2j mj 叶叶 1刊

~~I；~ ~：I I I I ! I I I I I I I 
崎｜欄 I: I: I! i I I 1 I_ 

学 校1 I I I i I I I I I ' I 
義陣営旬 I I I ! I I I I I l I 
泣い困｜ I I ! I I I I I I ! I 
血協舗 I I I I I I I I I I I 

林II I I ! I I i I I I I 
々II I I I I I I ! I I、 i
計 II I I i I I I 1 I I I 

この調書l土、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成する ζ

計積面延

一単品ーー← 一一－－一一一ーーー

何

合

備考

区

一
二
四
五



一一一一一ー一一一一一』－~十司~－－－·'T .. ・ ．. － ，・，、
’ ． 

と。以下（5）までについて同じ。

2 道路及び橋りょう、河川及び海帰並びに港湾及び漁港については、こ

の調書に記載することを要しないこと。 第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
章

林

而 積 立木の推定帯杭量

土地の栂利の区分
前末現年在度向｜｜決中算地年減度高｜｜決末現算年在度市前末現年在度尚｜｜決中増算年減度向l決末算現仁在度府

所 有｜
mZ m2 m3 

分

その他の権原によるもの

fコ.. 計｜

山{2) ,.. 

側i考而杭の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面秘を記載するこ

と。

産

分｜前年度末現在判決算年度中別減高｜決算年度末現在日

舶 ｜「鈍｜
｜門

標 ｜ 例 ｜

~I 「
ク｜個｜
機

副
l
l寸
l
l制
l
l

動

桟

(3) 

区

船

浮

浮
一
浮 ツ

空

ド

航

一
二
四
六

｛龍

区 分｜前d問求現在向｜削d問ド削減~：，｜決相年度末現在高

地 上 権 I m 

地 役

鉱 業 権｜

，何

物、‘．，，
a
A
1
 

，，．‘、

門
法
規
二
四
二
一

1
一ニ】

r 



a、

主主体財産情

区 ラヲ 前年度末現在市 決算年度中増滅的i 決算年度末現在高

特 J下 権 '* f!f: 

'* 
若？ ｛下 権

何 ノむ「

(5) 
第
四
編

地
方
制
度

有価証券

区 分 前年度末現在官i決算年度中削減制 決算年度末現在留｛

樹： ~J: 千円 千円 千円

社 券

地 方的 証券

国 m；証券

｛可 々

(6) 

第
二
章

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則 出資による権利

区 決釘．年度末現在高

千円

決算年度中削減向

千円

前年度末現在市

二f:円

分

(7) 

/.: 可

財産の信託の受益服

区 決算年度末現在日

ド｜：

決算年度中t目減向

'* 
前年度末現在市

ド｜：

分

(8) 

々｛可

財産の信託の類型ごとに区分して記松すること。viii考

ベ
。
〔
法
規
九
三
五
一
己
①
川

f:l 
m1 

区 分 前年度末現在向 決算年度中明滅的i 決算年度末現在高

来－ JIJ 
f:’ 、 ム1二I、 ．にιE、

何 んr

物2 

一
一
一
四
七

このlU.11~！：~は、 l[(裂な物品について必要に応じ記ii配すること。耐jJ ；~－



第
四
制

地
方
制
度

権

区 分 前年度末現在額 決算年度中削減免1 決算年度末現在翻

何 貸付 金
千円 千円 千円

｛可 んf

日目、l
 

i
 

3 

,... 
第
二
市

Nii考 この訓告は、決算年度の歳入に係るfi't権以外のflit怖について記載するこ

と。
地
方
自
治

地
方
自
治
法
他
行
規
則

金

区 分 前年度末現在高 決算年度中別減jfJj 決算年度末現在市

m 勾 111 Ill 

不 山林

土地
口1 111 111 

｛可々

動 ma m m 
立 オミ

産
｛可 々

動産 ｛可 々

有 価 券
千円 千円 千円

証

金
千円 千円 千円

現

汁
出4 

この制訴は、 2主

;j，：憾式．．．会ffila'{il：〔u:ir113s11'9 11 n if：令26口．〕‘一郎改ii：〔f,lf{ll50!!' 2 JJ 1'.1汗t令 l~；や ·GI!!'- 5Jl12¥} ・‘ I ~ 

1戊2011:.11Jj総F指令l181} 〕

urv 
’h”u
 

一
二
四
八

。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

ar 



申請書様式（第十八条関係）
第
四
編

何年何月何日
地
方
制
度 a、

認可を受けようとする地紋に

よる団体の名称、及び主たる事

務所の所在地

名称

所在地

何市（町）（村）長あて

第
二
章

地
方
自
治

印

代表者の氏名及び住所

氏名

住所

_, .. 
i:1' 

地方自治法第260条の 2第 ll賓の規定により、不動産又は不動産に関する協

利等を保有するため認可を受けたいので、別添：！？績を添えて申前します。

j
 

t
I
 

、．．
 
”
 

1
 

i
 

I
 

可VJ 
S忌」、

地
方
自
治
法
施
行
規
則

（日lj添i＇：~類）

規約

認可を申訂jすることについて総会で議決したことをi寵する投獄ワ

ベ
。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

情成日の名簿3 

保有資産目録又は保有予定資産目録

5 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行ってい

ることを記秘した：1F~fl'i

4 

一
一
一
四
九

q1，；；＇／者が代去者であることを；征する ＝m:a6 

本！：｝（：..＼：・－－追加l 〔 11~1.x :i年4JH!r.'；令lIf}・）. -:'Iii改正〔‘，~，戊20 ！（~II J1総務令l181｝〕



第
四
制

保有資産目録様式（第十八条｜則係）

地
方
制
度

3公m ~'fi. 3’H 

J.t 千Ii来

第
二
市

間体の名称

何年何月何日現布

1 不動産

(I) 所有権を有する不動産

ア建物

,.,,.. 

地方自治

名 称 延床而官｛ 所 在 地

地
方
自
治
法
施
行
規
則

地
土

地 目 1111 制 所 在 地

イ

2 不動産に｜刻する権利部

(I) 所有権以外の権原により保有している不動産

能 師、 前不動産期の 所 在 地

一
二
五
O

地域的な共同活動を行うためのその他の資産

正＂＇.i 産 ぴ〉 .f1R 手買 及 び 数

(2) 

。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

~ 

本tl<式…)QJJ!I〔平成3lf~ 4 Jj ，.，治令lI q〕



保有予定資産目録様式（m;十八条関係）
第
四
編

録目保有予定資産
地
方
制
度 a、体の名団

何年何月何日現在第
二
章 不動産

不!f!IJimの 保有予定不動産の取 購手入方等の相 保有予定不動産の所在地
種 類 得予定時期

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

不動産に｜則する権利等2 

限｜権限取得 の予定 H寺 j切権資産 の稲 煩

‘7
 

0
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

一一一五一

本印式・・・j(!/JU（、1~1戊：1i1'4 JI 1!1rr1令l11｝〕



届出番様式（第二十条関係）
第
四
編

地
方
制
度

何年何月何日

第
二
市

地
方
自
治

地紋による団体の名称及び主

たる事務所の所在地

名称

所在地

何市（町）（村）長あて,.,,.. 

也
む
ヨ
ム
日
去
也
子
M
M

j

；
i
i
i
1
4
1
1
 

噌－E
e

凶

H

代表者の氏名及び住所

氏名

住 所

告示 ~J~ 項変克服 tl:l 者

下記事項について変更があったので、地方自治法第260条の 2第11項の規定

により、告示された事項に変！！！があった旨を征する書類を添えて届け出ます。

記

変更があった事項及びその内容

一
二
五
二

変！！！の年月日

変更の理由

2 

3 

。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

舟

＊線式・・・追加〔，，~，戊 3 Ij! ・I月自治令1I ＼｝〕、一部改正〔；1~1&20!J!l lfJ総務令1181｝〕



地紋同11~台帳＜Hrn ＜町）（村））

a 代表者l｛~ 月 円 lii~ fl 日

に｜則すIJJlt 閃｜阿 国

る事項I;i;示 年 Jl II I j＇（示｛ jミ ）l日
年月日 ; ij~ 月日

； 年 Jl 日；守示： ijミ Jl II j~；·示
、年 Jl n ~ ii' JI 1::1 -

年月日；lj-;jミ； ij＇.月日；！；示

）年 J1 n -I i1:. JI n 

’－－－－－－－－－－－－－＇・－－－－－－－－－－ 
年月日告示： ii'-JI 日行示

：年月 El I {jミJl ll -

: ip Jl 11 ;'r示：・ 11ミJI fl j'r示
－：年月日 ~I {1:. J1 n ~ 

；年月 11~1r示；年 Jl f:I ；！；－示

．年 Ji 11 ~I {1：.月日 ． 

年 Jl n ~＇；－示： w fl n ;1;-,1ミ
a2.・,,r年JlII ij~ Jl II 

台帳様式（第二十一条関係）
第
四
編

a、

日月

台帳を起こした年月日

枚目字1称
数

年月日
年月 ll告示

年月日
年月 il告示
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申請書様式（第二十二条関係）
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何年何月何日
地
方
制
度

a、
地縁による団体の名称及び主

たる事務所の所在地

名称

所在地

何市（町）（村）長あて

第
二
車

地
方
自
治

印

代表者の氏名及び住所

氏 名

住所

規約変更認可申請書

地方自治法第260条の3第2項の規約の変更の認可を受けたいので、別孫、書

類を添えて申却します。

地
方
自
治
法
施
行
規
則

（日I］添書類）

規約変更の内容及び理由を記松した：！？類1 

令
。
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法
規
九
三
五
三
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川

規約変更を総会で議決したことを証する書類2 一
二
五
五
（
1
一
回

O
O）
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